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会長挨拶
第７３回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人 日本租税研究協会会長

宗岡 正二
（日本製鐵株式会社相談役）

第７３回租税研究大会の開催に当たり，一言ご
挨拶を申し上げます。
本年の大会は，新型コロナウイルス感染症，
拡大防止のため，昨年度に引き続きオンライン
での開催とさせていただきましたが，多数の皆
様にご参加いただき，心からお礼申し上げます。
また，ご参加の皆様には，常日頃から，租研
の事業活動に深いご理解と多大なご協力を賜っ
ており，この場をお借りして，厚くお礼申し上
げます。

さて，世界経済は，新型コロナウイルス感染
症により大きな打撃を受け，わが国経済も，雇
用，所得の面で一部改善が見られるものの，依
然回復ペースは鈍く，経済成長率は先進国の中
でも低い水準にあります。
こうした中で，わが国経済のポテンシャルを
強化していくため，時代に相応しい成長戦略の
確実な実施とともに，財政健全化を進め，社会
保障制度等を持続可能なものとすることが欠か
せません。
わが国の長期債務残高は，令和３年度末には
一千二百兆円を超える（１，２１２兆円）と見込ま
れ，GDPの２倍という，歴史的，国際的に最
悪の水準が続いています。
本年度の骨太方針においては，２０２５年度の基

礎的財政収支を黒字化するという財政健全化目
標を堅持するとされていますが，財政支出が著

しく拡大する中で，２０２５年度の黒字化達成は絶
望的な状況になっています。巨額の財政債務は
わが国の重要課題であり，感染症拡大にかかる
危機的状況を脱した後には，より現実的な経済
や財政の見通しに基づき，財政健全化に全力で
取り組まなければなりません。

次に税制ですが，新型コロナを機に，世界は
大きく，急速なスピードで変化し，わが国でも
未来に向けた変化が生まれてきています。税制
においても，こうした変化に迅速かつ的確に対
応できる制度の構築を追求する必要があります。
まず，所得税については，税収調達機能の回
復を図るとともに，格差が拡大しているといわ
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れる現状の中で，所得再分配はどうあるべきか，
引き続き議論を深めていく必要があると考えて
おります。

次に，法人税ですが，労働力人口が減少して
いくわが国において，経済の持続的な成長力を
強化するためには，生産性向上が不可欠です。
このような状況において，法人税改革は，日本
企業の国際競争力や日本の立地競争力の強化に
資するものでなければならず，そのためには少
なくとも国際的に調和のとれた税制とすること
が重要です。
国際課税の分野においては，経済のデジタル
化に対する課税のあり方について，国際的な検
討が最終局面を迎えています。デジタル課税の
議論においては，国際的に調和のとれた制度の
導入が期待されるとともに，今後の国際課税に
おいては，引き続き国際的二重課税を効果的に
排除する仕組みや投資交流を阻害しない税制の
構築が重要と考えます。
そして，消費税については，一昨年，税率が

１０％に引き上げられましたが，超高齢社会を支
える基幹税として，今後更に税率を引き上げて
いく必要があると考えております。

私ども租研は，民間研究団体として中立の立
場から，税・財政の問題を調査・研究し，毎年，
中長期的な課題を含め，あるべき税制改革につ
いて提言を行っております。

私どもは，これまでと同様に成長戦略と財政
の健全化，社会保障制度改革を一体的に推進す
るためには，「経済活力の強化」と「安定財源
の確保」を基本として，経済社会の実態に即し
た税制改革への取組が重要であると考えていま
す。

さて，今年の租税研究大会では，本日午前の
部において，京都大学の岡村先生から「収益認
識の諸相－法人税法からの問いかけ」と題して
ご報告をいただきました。
この後開催する「税制改革を巡る現状と課
題」では，財務省住澤主税局長，総務省稲岡自
治税務局長にも，公務ご多忙な中，討論会にご
出席いただきます。
また，明日は「消費税率引き上げ後の財政と
社会保障」，そして「国際課税を巡る現状と課
題」という２つの討論会を予定しております。
お話しいただくのは，いずれも税制，財政に
精通された方々ばかりであり，大変有意義なお
話を伺えるものと思います。皆様とともに大き
な期待を込めて拝聴したいと存じます。

最後になりましたが，ご出席の皆様方の今後
ますますのご発展とご健勝を心からお祈りする
とともに，当協会の活動につきまして，今後と
もご支援，ご協力を賜りますようお願い申し上
げまして，私の租税研究大会開催に当たっての
挨拶とさせていただきます。
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はじめに

本日は，第７３回租税研究大会で報告をさせて
いただくこととなり，大変光栄に存じます。最
初に，本日の報告の概要を申し上げます。まず，
「はじめに」で，問題の提起を行います。これ
まであまり言われていなかったことではないか
と思います。次に，「１ 会計基準と法人税法
の規律」で，会計基準と法人税法の関係につい
て述べます。ここでは，制度会計の直入，つま
り，法人税法が会計をそのまま受け入れている
という点にウェイトを置きます。「２ 平成３０年
度法人税法改正」では，この改正の意味につい
て２つの見方があることを申し上げた後，改正
条文でそのことを検証します。「３ 収益認識に
関する会計基準（企業会計基準第２９号）」は，
収益認識会計基準の検討ですが，国際会計基準
である IFRS １５の開発過程，特に２００１年のエン
ロン事件と翌年の SOX法を契機のひとつとす
る会計基準の開発の過程を追いながら，IFRS
１５の収益認識の考え方の根本的な部分に触れた
いと思います。最後の「おわりに」では，会計
基準に対して法人税法が取るべき姿勢，法人税
法の立ち位置について，私見を申し述べます。

●収益認識とは何か
本年度より，「収益認識に関する会計基準（企
業会計基準第２９号）」（以下「収益認識会計基準」
といいます。）が本格適用されることとなりま
した。また，法人税法は，既に平成３０年度で対
応済みという状態になっています。しかしなが
ら，この両者の関係には，はっきりしないとこ
ろもあります。そもそも，会計基準が設けられ
たから法人税法がそれに対応する，という説明
の仕方には，ある種の前提，すなわち，そのま
までは両者が抵触するので，調整をしなければ
ならない，というような黙示の前提，思い込み
のようなものがあると思います。しかし，それ
は本当でしょうか。この会計基準は，「収益認
識」に関する会計基準だから，法人税法上の収

報告 ９月１３日㈪・午前

収益認識の諸相
－法人税法からの問いかけ－

京都大学大学院法学研究科教授

岡村 忠生
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益，法２２条２項に規定されている収益と被る，
バッティングする，と考えたのだと思うのです
が，収益認識会計基準にいう「収益」とは，法
人税法２２条２項に規定された収益と同じものな
のでしょうか。
なぜこんなことを申し上げるか，というと，
収益認識会計基準には，タイトルとなった「収
益」についての定義規定が置かれておらず，私
には不自然に感じられたことが発端です。そこ
で，この会計基準が国際会計基準とのコンバー
ジェンスを目的として開発されたことから，そ
の基礎となった国際会計基準である「IFRS １５
“Revenue form Contract with Customers”」を
調べてみました。すると，”Revenue “ 一般
には「収益」と訳されていると思いますが，こ
の”Revenue“の定義として，通常の事業活動
から生ずる income だとされていました。In-
come は，一般に「所得」と訳していると思い
ますが，ネット，純額，つまり，収益から費用
を控除した概念ではないかと思われます。この
点は，後ほど見ますが，とにかく，法人税法で
「収益」と称しているもの，総額主義を前提と
するグロスの概念とは異なると思われます。
「収益」という同じ言葉を使っていても，全
く違うものを指しているのであれば，収益認識
会計基準と法人税法とは無関係だ，ということ
で話は終わるはずです。しかし，収益認識会計
基準が，法２２条４項に規定された「一般に公正
妥当と認められる会計処理の基準」として認め
られるのであれば，そうとも行かないことにな
ります。ここでは，法律か会計基準か，という
形式のことではなく，実質論として何が違うの
かが問題となります。グロスかネットかについ
ては，後ほどさらに述べますが，あらかじめ一
点指摘させて頂くと，もし，会計基準が，法人
税のようにグロスで収益を見ているのであれば，
収益認識会計基準に対応する「費用認識会計基
準」が必要になるはずです。しかし，そういう
ことにはなっていません。また，これも後ほど
述べますが，費用認識会計基準が開発されない

としても，法人税法としては，費用側について
も対応規定が必要であると思われます。
「認識」についても，やはり，言葉の意味の
違いをよく考えておく必要があると思われます。
会計で「認識」と称する行為があったとき，法
人税は影響を受けるのか，どのような影響を受
けるのか，なぜそうなるのかを，検討する必要
があると思います。そして，ここでも，会計上
の「認識」があれば，法人税法でも（別段の定
めがない限り）自動的に課税所得計算に投入す
るという黙示の前提があるように思います。し
かし，そこには別のやり方もあるのか，それと
も，それは致し方ないことなのか，考えてみる
余地はありそうです。
いずれにしても，収益認識会計基準ができた
ことが，法人税法と（いかなる）関係にあるの
か，なぜそうなるのか，なぜ「対応」をしなけ
ればならなかったのかを考える必要があるわけ
です。これは，全くの冗談として申し上げます
が，法人税法の中に，「収益認識に関する会計
基準（企業会計基準第２９号）は，法第２２条４項
に規定する一般に公正妥当と認められる会計処
理の基準には該当しないものとする。」という
規定をおけば，それでよかったということにな
るのでしょうか。

●会計基準と私法
収益認識会計基準は，元になった IFRS １５の
タイトルが”Revenue form Contract with Cus-
tomers”であり，Contract，契約という語がタ
イトルにあることに明らかなように，契約とい
う法制度を用いて収益認識を行う側面がありま
す。契約法制は私法の中心ですが，そこに依拠
しているわけです。ところが，これも後ほど検
討しますが，収益認識会計基準の用いる契約の
概念は，日本民法上のもの，ひとつの法律行為
に向けた当事者の意思の合致１ではありません。
強制の可否を基準とする英米法の契約概念です
（収益認識会計基準５項）。収益認識会計基準で
は，ご承知のように，まず契約を認識し（とい
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うことは，契約ではない単なる約束などを切り
分け），ひとつの契約を結合したり操作したり
しますが，そこには，英米法の契約概念に基づ
き，履行強制の可否に基づく判断として側面が
あるように思われます。また，これも後ほど検
討しますが，支配，IFRS １５では control とい
われる概念についても，日本の契約法の考え方
とは異なるように思われます。しかも，会計基
準は，法制度，具体的には，会社法と会社計算
規則，また，金融商品取引法と財務諸表等規則
に裏付けられた会計，つまり，制度会計として
存在すると考えられるので，日本の私法とは異
質な契約観を会計基準に取り込んだとき，拒絶
反応というか，私法との不整合が生じないかと
いうことが懸念されます。この点，大陸法系の
民法を用いる国であっても，法律レベルでのア
ダプション，つまり，法としてそのまま受け容
れることが行われていれば，たとえば，国際会
計基準をアダプトした会社法は民法の特別法だ，
ということで，折り合いが付けられるかもしれ
ないと思います。しかし，日本は，コンバージ
ェンスに止まっています。既に，収益認識会計
基準に対応した契約の結び方，のような契約実
務が雑誌などを賑わしていますが２，会計が契
約実務を変化させる現象を，どう考えるかは論
点だと思います。IFRS １５は，米国において
IASBと FASBとの共同プロジェクトとして開
発されたこともあり，日本の契約法制を適格に
捉えられるかという問題があります。特に，法
人税法との関係では，日本の最高裁が実現主義
を権利確定主義と同じものと見ており３，権利
の確定とは，対価に対する私法上の権利の確定
と見ていることから，契約に対する考え方の差
異が懸念されます。

１ 会計基準と法人税法の規律
１―１．課税所得計算
会計基準と法人税法との関係を，法人税法が
規律できること／できないことという観点から，
整理してみましょう。課税所得計算について，
法人税法は，益金から損金を控除するという，
総額から純額としての所得を導く方法を取って
います。この方法は原則ですが，ただし，そう
ではない計算方法も，有価証券やデリバティブ
取引については，導入されています。これらで
は，ネット，純額でプラスなら益金，マイナス
なら損金という方法が取られています。経済的
なポジションの変化を収益または損失と捉える
方法論は，会計の領域でも，特に金融商品につ
いて見られるものです４。２０世紀終盤からの経
済の金融化と呼ばれる現象，つまり，製造や販
売を事業内容とする企業であっても，その利益
の多くを金融取引から得ているという状況や，
エンロン事件で行われたヘッジ取引を利用した
不正会計への対応が，今回の収益認識会計基準
が開発された契機のひとつであり，そのことか
ら，取引に係る企業の経済的ポジションをネッ
トで捉える資産負債アプローチという方法論が
導入されたわけです。これに対して，法人税法
は，益金側で収益，損金側で原価，費用，損失
という基本的な概念，計算のスタートラインを
設けているのですが，その定義は，平成３０年改
正までは，基本的には公正処理基準に委ね，別
段の定めを設けるということになっていました。
もっとも，そもそも，収益などの概念は，１９６７
年に公正処理基準が導入される前から文言とし
て規定されていたので，その当時は，解釈に委
ねられていたことになります。この点，所得税

１ たとえば，山本豊・笠井修・北居功『民法５契約』（有斐閣，２０１８年）２頁。
２ たとえば，「特集 新収益認識の契約実務」企業会計７２巻４号１５頁以下（２０１９年）。
３ 最判平成５年１１月２５日民集４７巻９号５２７８頁。
４ 「金融商品に関する会計基準（企業会計基準第１０号）」１１項は，「帳簿価額とその対価としての受払額との差額を
当期の損益として処理する。」と規定している。
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法の収入金額についての規定（所法３６条１項）
と比較いたしますと，所得税法には「その他経
済的な利益」という文言で広く包括的に収入金
眼を捉えていることに対して，法人税法では，
そのような文言が含まれていない（おそらく，
解釈で同じことが導き出せる）と考えられたも
のと思います。しかし，今回のような公正処理
基準の変化があったとき，つまり，収益という
根本的なレベルにある概念で会計基準に変更が
あったとき，どうするかという問題が生じます。
もはや，これまでのような２２条２項に対する別
段の定めでは対処し切れないからです。
もっとも，個別の事案において，法人税法か
ら見た公正処理基準（法人税法がこうあるべき
だと考える公正処理基準）を利用して判断をす
ることも行われてきました。代表的なものとし
て，３つの裁判例があります。エスブイシー事
件判決は５，公正処理基準の解釈によって脱税
のための手数料の損金算入を否認しています。
大竹貿易事件判決は６，納税者の選択した収益
計上基準である荷為替手形の買取りの時点での
形状を，公正処理基準に該当しないとして否認
しています。ビックカメラ事件判決は７，信託
を用いた不動産の流動化について，納税者が証
券取引等監視委員会の指導に従い，不動産流動
化実務指針に基づく金融取引としての処理を求
める更正の請求をしたのに対して，納税者の処
理が企業会計上の公正会計基準として有力なも
のではあっても，当然に２２条４項にいう「一般
に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該
当するものではないとして，納税者の請求を斥
けました。判決文に，「税会計処理基準」なる
言葉が登場したことも，注目を浴びました。こ

れらの裁判例からは，法人税法の側から，公正
処理基準の内容を規律しようとする試みが行わ
れ，ある程度成功してきたといえます。このほ
か，金融商品会計実務指針に基づく処理が争わ
れたオリックス事件判決や８，サラリーマン金
融での制限超過利息の処理に関するTFK事件
判決９とクラヴィス事件判決１０も，会計基準が問
題となった事件として有名です。
このような裁判によるものの他，通達などを
通じた会計処理への影響も，従来議論されてき
ました。逆基準性という言葉には，あまり好ま
しい語感はありませんが，意味するところは，
別段の定め（特に償却限度額の規定）や解釈通
達に従って会計が行われ，それが会計慣行とし
て定着する，会計基準になってしまう，という
ことです。

１―２．制度会計の直入領域
以上の課税所得計算の領域は，法人税法と会
計基準との間のせめぎ合いのようなところでし
たが，これに対して，法人税法が会計基準，特
に制度会計をそのまま受け入れている領域，現
在の仕組みでは，受け入れざるを得ない領域が
あります。この領域については，これまであま
り議論されていなかったと思われますが，たと
えば，みなし配当課税に関する本年３月１１日の
最高裁判決１１を考える上でも，背景として重要
です。法人税法と所得税法は，配当の概念につ
いて，資本剰余金の減少があるかどうかに委ね
ており，みなし配当の計算では，その減少する
金額をそのまま使って計算をしています。この
ため，次のようにして，留保利益の一部を株式
譲渡益に転換することができます。

５ 最決平成６年９月１６日刑集４８巻６号３５７頁。
６ 最判平成５年１１月２５日民集４７巻９号５２７８頁。
７ 東京高判平成２５年７月１９日訟月６０巻５号１０８９頁。
８ 東京高判平成２６年８月２９日税資２６４号順号１２５２３。
９ 東京高判平成２６年４月２３日訟月６０巻１２号２６５５頁。
１０ 最判令和２年７月２日民集７４巻４号１０３０頁。
１１ 最判令和３年３月１１日裁時１７６３号４頁。
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純資産簿価１億円（時価１億５千万円），資
本金と資本剰余金５千万，利益剰余金５千万
円の法人Ｘがある。Ａ社は，その株式の１０％
を１，５００万円（時価）で取得した。次の日，
Ｘは，利益剰余金の全額を配当した。Ａは，
配当５００万円を受け取り，２５０万円の益金が
生じる。
しかし，Ｘが利益剰余金５千万円を資本
に組み入れ，さらにこれを資本剰余金に振
り替えて払い戻せば，Ａが受け取る５００万
円には，資本の払戻しとしてみなし配当課
税が行われ（法法２４条１項４号），「株式又は
出資に対応する部分の金額」の計算のため
に施行令が規定する割合は１／２（法令２３条
１項４号）となる（払戻等対応資本金額等は
５千万円）。したがって，Ａには，みなし配
当の金額は生じない。５００万円はＡ株式譲
渡収入となり，譲渡原価は取得株式の半分
の７５０万円であるから（法法６１条の２第１８項，
法令１１９条の１９），２５０万円の譲渡損が生じ
る。株式譲渡損益が生じても，持分割合は
変化しない。

この問題の原因は，会社法上の資本金（株主
拠出資本だけでなく留保利益を含んでいる。），
資本剰余金（このような資本金の流出拘束を弱
めたものに過ぎない。），利益剰余金（欠損控除
後の留保利益で資本に転化していないものであ
り，留保利益そのものではない。）が，会社法

（制度会計）の領域にあるため，法人税法が規
律できないことにあります。そして，にもかか
わらず，法人税法が自らこれらの概念に代わる
ものを用意することは，配当課税の仕組みを根
本的に変えない限り，無理ではないかと思われ
ます１２。

１―３．国際課税・ミニマムタックス
最近の国際課税と法人ミニマムタックスでも，
会計上の収益や利益がほぼ直接用いられていま
す。
まず，OECD国際課税に関するブループリ
ントの第１の柱では１３，Amount A として，対消
費者デジタルサービス等の超過利益を計算し，
その課税権を，従来の PE帰属ではなく，PE
の有無にかかわらずに市場国に配分する制度が
提案されています。重要なことは，その計算が
連結財務諸表利益を基礎として行われることで
す。また，ブループリントの第２の柱は１４，国際
的に見て，いずれの国または地域でも最低限の
課税が行われるようにする制度で，その対象と
なる多国籍企業を，やはり連結財務諸表におけ
る収入を用いて決めることになっています。
次に，米国の法人ミニマムタックスは，現在，
バイデン政権が提案しているものですが，Book
Income，つまり，財務諸表上の所得を課税ベー
スとするものです１５。トランプ政権が廃止をし
たかつてのAlternative Minimum Tax もほぼ
同じものでした。
このように会計上の所得がほぼそのまま課税

１２ この点については，岡村忠生「資本剰余金からの脱却－分配に対する課税について－」税法学５６７号（２０２１年）
掲載予定を参照。

１３ OECD（２０２０），Tax Challenges Arising from Digitalisation-Report on Pillar One Blueprint : Inclusive Frame-
work on BEPS，OECD/G２０ Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，Paris，https : //doi．org/
１０．１７８７/beba０６３４―en．

１４ OECD（２０２０），Tax Challenges Arising from Digitalisation-Report on Pillar One Blueprint : Inclusive Frame-
work on BEPS，OECD/G２０Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，Paris，https : //doi．org/
１０．１７８７/beba０６３４―en．

１５ Department of the Treasury，General Explanations of the Administration’s Fiscal Year２０２２Revenue Proposals
（May２０２１），at２１．
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ベースとされたり，課税を受けるかどうかを決
める要素とされたりするようになると，税制が
有利な会計基準を求める動きを誘発することに
なると思われます。そのため，会計基準（制度
会計）に対する税制の積極的な関与が必要にな
るかもしれません。この点は，この報告の最後
で，少し触れたいと思います。

２ 平成３０年度法人税法改正

２―１．２２条２項の縮小（死文化？）
平成３０年度改正による法人税法２２条と２２条の

２について，その改正の効果と意味を検討し，
学説の評価を紹介した上で，実際の条文を少し
見ておくこととします。
この改正で創設された２２条の２の対象は，資
産の販売若しくは譲渡又は役務の提供，これを
「資産の販売等」としていますが，そのように
広い範囲となっています。そして，その中には，
立法の趣旨からは異論の余地もありますが，収
益認識会計基準が対象としている顧客との取引
には含まれないようなもの，特に，贈与などの
無償取引も含まれて来ると解されます。そして，
この２２条の２の規定は，２２条２項に対して「別段
の定め」になるので，２２条２項に優先して適用
されることになります。そうすると，２２条２項
によって益金に算入される収益，すなわち，公
正処理基準によって収益とされて益金に入るも
の範囲が，著しく縮小することになります。こ
れは，２２条２項の死文化と言ってもいいように
思います。文理上の議論の余地なく，２２条２項
の対象であって２２条の２の適用を受けないもの
は，無償による資産の譲受けとその他の取引だ
けになります。
無償による役務の受領が課税を受けるか否か
については，２２条２項の解釈論のひとつとして，
この規定には，この類型が益金発生事由として

例示されていないことをどのように考えるか，
また，無償による資産の譲受けと無償による役
務の受領とを，どのように区別するかという議
論がありました。後に紹介する IFRS １５に至る
国際会計基準の議論を見ていて分かったのです
が，受領者側で資産に計上される場合を資産の
譲受け，即時に費消される場合を役務の受領と
しているようです。つまり，資産か役務かは，
対象となる行為自体に認められる性質ではなく，
それを受けた側での利用形態により判断すると
いうわけです。２２条２項についてもそのように
解釈するのであれば，無償による役務の受領は，
課税の対象ではないことになります。もっとも，
国税庁通達は，グループ法人税制として立法さ
れた２５条の２（完全支配関係がある法人間の受
贈益の益金不算入）の適用について，無利息貸
付を受けた法人には，この規定の適用がなけれ
ば，受贈益が発生するとの立場を取っています
（法基通４―２―６）。

２―２．改正の意味
平成３０年改正には，一見したところ，２つの

メッセージを読み取ることができます。ひとつ
は，収益認識会計基準を拒絶する方向のメッ
セージ，もう一つは，逆に，これと調和を取ろ
うとする方向のメッセージです。
まず，財務省『平成３０年度税制改正の解説』
を見ましょう。この文書は，一方で，「法人税
法においては，収益認識に関する会計基準のよ
うに対価の額を基礎として益金の額を計算する
ことは，方法として採用できません。」と述べ
ています１６。この直前の記述には，資産の低額
譲渡に関する南西通商事件最高裁判決１７が引用
されているので，この判決の考え方から見れば，
この事件のような低額譲渡については，対価に
よって収益を測定することはできない，という

１６ 財務省『平成３０年度税制改正の解説』２７０頁。
１７ 最判平成７年１２月１９日民集４９巻１０号３１２１頁。

― 8―



ことになるわけです。それはもちろんそうなの
ですが，ただ，問題は，収益認識会計基準や，
ひいては，国際会計基準 IFRS １５が，ほんとう
に「対価の額を基準として」収益を認識すると
言っているのかどうかです。この点は，この次
の３で検討します。
しかし，他方で，『税制改正の解説』には，「収
益認識に関する会計基準における考え方とも整
合的となる規定とされました。」と書かれてい
ます１８。こちらは，収益認識の時点，つまり，
課税のタイミングに関する記述ですが，こちら
の方で「権利の確定といった対価の流入の側面
に着目するのではなく」１９といっているところ，
つまり，権利確定基準ではないとしているとこ
ろは，ほんとうに収益認識会計基準と整合的な
のでしょうか。この点も，この次の３のところ
で検討します。
いずれにしても，財務省解説としては，低額
譲渡のように対価の額が問題となる場合と，認
識時期，タイミングが問題になる場合とを切り
分けており，収益認識会計基準に対する態度の
二面性が問題になるとは思っていないのだろう
と考えられます。しかし，収益認識の方法論と
して，タイミングの問題と金額の問題とを，き
れいに区別することができるのでしょうか。
代表的な学説を見てみましょう。ここでは，
吉村政穂先生，金子宏先生，渡辺徹也先生の論
文や教科書を取り上げています。
吉村政穂先生は，「この改正は，（中略）新た
な収益認識に関する会計基準による影響を遮断
する規定ぶりとなった。」と評価されています２０。
この「遮断」という言葉は，財務省解説のうち
の収益の金額に関する部分を明確にした表現だ
と受け止められそうですが，よく読むと，この
直前の箇所で，認識の時点，タイミングに関す

る大竹貿易事件判決を引用し，この判決が示し
た権利確定主義は法人税法の基本的な考え方で
あるとした直後に，上記のセンテンスが現れる
ので，タイミングについても述べているとも理
解できそうです。
金子宏先生の教科書は，認識の時点，タイミ
ングについて述べており，「２２条の２は，１項だ
けを見ると，厳格な引渡基準を採用しているよ
うに見えるが，２項以下および上述の政令の規
定と合わせて見ると，全体としては会計基準の
線に沿い，会計基準との調和を図っていると考
えてよいと恩われる。また，本条は，別段の規
定であるから，従来の学説・判例を含む公正・
妥当な会計処理の基準（たとえぽ，権利確定主
義）を修正ないし否定するものではない。」２１と
述べています。最初は強面だけれど，よく見る
と優しい，というのは，適切な説明だと思いま
す。ただ，権利確定主義を修正するものではな
いと述べているところは，権利確定主義をどう
考えるかによりますが，最高裁は，権利とは対
価に対する権利のことであると考えていると思
われるので，そうすると，先ほどの財務省説明
とは少し違うことになります。もちろん，権利
確定主義については，立法で最高裁判例を変え
ることはできますが，その場合には，よほどし
っかりとメッセージを出す必要があります。し
かし，この後見るように，大竹貿易事件最高裁
判決への配慮というか，遠慮から，平成３０年度
改正は，最高裁判例を覆すような立法では到底
なかったという感じがします。その意味で，金
子先生のおっしゃるとおりだと思います。
渡辺徹也先生は，法人税法が従来からもって
いた収益認識に関する基準を維持するために，
収益認識会計基準の影響を防止する必要があり，
そのために立法があったと述べています２２。こ

１８ 財務省前掲注１６，２７１頁。
１９ 前掲箇所。
２０ 吉村政穂「税制改正大綱を評価する－法人課税－」税研１９９号４８頁，５１頁（２０１８年）。
２１ 金子宏『租税法（第２３版）』（弘文堂，２０１９年）３５７頁。
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の立場は明解であり，吉村先生よりも強い遮断
説ということになります。しかし，そうである
からこそ，この説に対する疑問が明確化するの
ですが，それは，法人税法が独自の収益認識基
準をもっていたのか，あるいは，新しい収益認
識会計基準の前に存在した公正処理基準として
の認識基準を使っていたのか，そして，いずれ
にしても，収益認識会計基準が開発される前に，
そのようなものが果たして存在していたのか，
ということになります。ちなみに，IFRS １５に
関する説明では，包括的で統一的な収益認識基
準がなかったから，これを開発したと述べてい
います２３。
私は，法人税法に，収益についての包括的で
一貫した考え方，すなわち，別段の定め（たと
えば，長期大規模工事に関する規定）をも通じ
た収益概念や課税時期の規律のようなものは，
なかったと考えます。少なくとも，国際会計基
準の開発過程の中で経験されたような収益認識
開発のための努力というか，苦闘というか，そ
ういうものを，法人税法は味わっていないと思
います。
包括的で統一的な収益概念の不在が問題とな
るのは，課税の公平です。所得税法では，給与
所得への課税方法に関して，法の下の平等を争
点としたサラリーマン税金訴訟の昭和６０年の大
法廷判決がありました２４。法人税で，たとえば，
なぜ長期大規模工事だけが引渡基準ではないの
か，それは，法の下の平等に反するのではない
か，といった訴訟が起こったとき，法人税法は，
通底した収益概念を示すことができるのでしょ
うか。また，収益認識会計基準が法人税法上の
公正処理基準に該当することは，学説も財務省
解説も認めていますが，中小企業はこの基準の

強制適用の対象ではありません。法人税法が，
そこをどう扱うかも，法の下の平等として，問
題となるかもしれません。

２―３．改正法
改正法を簡単に見ておきます。まず，法人税
法（以下「法」といいます。）２２条４項に「別段
の定めがあるものを除き」が挿入されています。
したがって，改正前とは異なり，法人税法が公
正処理基準の助けを借りず，その影響を受けず
に，自分で，収益だけでなく，原価・費用・損
失についても，決めることができるという規定
です。ですので，費用側についても，たとえば，
法２２条の３のような規定があってもよい，とい
うより，収益を自分で決めた以上，対応する必
要も決める必要があるので，法２２条の３は必要
ではないかとも考えられます。
法２２条の２第１項は，引渡基準を規定する収益

の計上時期についての独自の規定です。金子先
生が，厳格な引渡基準を採用しているように見
える，とおっしゃった部分です。問題は，ここ
での「収益」の意味が何か，もし，収益認識会
計基準を意識していたのであれば，「income」，
つまり，所得ではなかったのか，ということで
す。費用側の対応規定（法２２条の３？）が立法
されなかった以上，法２２条の２が，費用側も面
倒を見てくれないと，費用は会計基準で行くの
で，困ったことになりそうです。とにかく，こ
こでの収益は，公正処理基準を離れて観念され
ているものですので，認識時期，タイミングに
ついては引渡基準だと規定したとしても，収益
概念については，解釈にゆだねられた（法２２条
４項制定前と同じ。）ということになります。
法２２条の２第２項以下は，金子先生が会計基準

２２ 渡辺徹也『スタンダード法人税法（第２版）』（弘文堂，２０１９年）１１５頁。
２３ IFRS Standards Part C．Basis for Conclusions on IFRS１５ Revenue from Contracts with Customers，（IFRS
Foundation ２０２１）para．BC２．日本語訳として，IFRS 財団編，企業会計基準委員会・公益財団法人財務会計基準機
構監訳『IFRS 基準〈注釈付き〉２０２１』（中央経済社，２０２１年）。

２４ 最判昭和６０年３月２７日民集３９巻２号２４７頁。
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との調和を図っていると評価されている部分で
す。まず，第２項は，「確定した決算において収
益として経理」することを求めており，益金経
理要件ともいうべきもの創設したことになりま
す。そして，その収益計上は，「近接する日」
の範囲内で，「一般に公正妥当と認められる会
計処理の基準に従って」行うこととなります。
この２項については，先に述べた大竹貿易事件
判決２５を考慮したものだという田中晶国先生の
見解があります２６。この事件の最高裁判決は，
国を勝訴させましたが，傍論では，会計基準に
関する納税者の選択可能性を認めています。こ
れについては，リップサービスではないかとも
思ったのですが，浅妻章如先生は，納税者の選
択を否認できるハードルは低くないと述べら
れ２７，これを神山弘行先生が引用されているこ
ともあり２８，この規定は，田中先生の見解のよ
うに，大竹貿易事件判決の選択可能性に配慮し
ていると考えられます。
なお，解釈論ですが，第２項の規定は，約定
日基準を許容していますが，約定日についても
「前項に規定する日（＝引渡しまたは役務の提
供の日）に近接する日」という制限が掛かるの
かどうかは，少し気になるところです。いずれ
にしても，この第２項になると，公正処理基準
が全面的に掛かっており，その中には収益認識
会計基準が含まれることを確認して下さい。
第３項は，第２項の益金経理要件を当初申告要

件に緩和している規定です。したがって，ここ
でも公正処理基準，つまり少なくとも収益認識
会計基準の適用を受ける法人については，収益
認識会計基準に従うべきことになります。
第４項は「通常得べき対価の額」についての

規定です。まず，この規定に言う「通常得べき」
は，後に述べる施行令の規定が，事後の事情に
よって変動することを前提としていることから，
時価，つまり，引渡し等の時点での価額をいう
のではないと考えられます。また，この規定を
どこまで厳格に執行するかが問題となるととも
に，寄附金との関係で，法３７条８項が「実質的
に贈与又は無償の供与をしたと認められる金
額」を寄附金としており，これに該当しない部
分をどうするのかという問題があります。損金
側の処理の問題です。さらに，「通常得べき」
の「べき」という言葉に，規範的な意味をどの
程度認めるかも問題となりそうです。たとえば，
制限超過利息が「通常得べき対価」だとは，常
識的には言わないだろうと思います。もっとも，
このような違法な対価については，法２２条の２
による益金算入は無理でも，法２２条２項の適用
があるのかもしれません。
先に引用した「対価の額を基礎として益金の
額を計算することは，方法として採用できませ
ん。」という言説は，主にこの第４項に関するも
のと思われます。しかし，これまで，法人税実
務は，例外的な場合でない限り，現実に得られ
た対価の金額（もちろん，金銭には限りませ
ん。）を収益・益金としてきたはずです。この
ことを，（どの程度）改めようとしいるのか，
その理由はなぜかが，問われると思います。深
い議論をすると，経済活動の自由に関する国の
介入のあり方に関係することにもなります。私
は，私人間で，強制を受けることなく自由に決
められた取引価額は，よほどのことがない限り，
否認することは適当ではないと思います。もち
ろん，移転価格税制の対象となる関連当事者取

２５ 前掲注６。
２６ 岡村忠生・酒井貴子・田中晶国『アルマ租税法（第２版）』（有斐閣，２０２０年）１６２頁，『アルマ租税法（第３版）』（有
斐閣，２０２１年）１６３頁（いずれも田中晶国執筆部分）

２７ 浅妻章如「判批」立教法学８７号２０４頁，１９３頁（２０１３年）。
２８ 租税判例百選（第７版）１２９頁（２０２１年）
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引は，国際的な税源分配が目的にあるので別で
すし，寄附金規定の対象となる実質的な贈与も，
これを無制限に損金とするわけにはいかないの
で，切り分ける必要があります。役員給与が低
額譲渡の形式で支払われる場合も，制限が必要
です。しかし，通常の取引では，正しい課税ベー
ス，適正な収益の額は，人々の自由な取引の中
に求めるべきではないでしょうか。したがって，
全ての取引について現実の対価ではないものに
よって収益を計測することは，妥当ではないし，
そもそも，自由主義社会において，そんなこと
はできないと思います。この点で，上記の言説
は，無償取引や低額譲渡を過度に意識している
ように思えます。
第５項については，規定に列挙された貸倒れ

と買戻し以外をどう考えるかになりますが，そ
の前に，この規定がなぜ必要だったのかを，考
えてみてもいいのかもしれません。もし，法人
税法にいう収益が純粋にグロスの概念なのであ
れば，貸倒れや買戻しに備えた収益の減額は，
実質的には引当金であり，法２２条３項２号に規定
された債務確定要件によって，対応できたので
はないかとも思われるからです。そして，これ
以外の収益を減額するような処理は，債務確定
要件との関係で，精査されるべきであろうと思
います。
第６項は，現物配当などが行われた場合の収
益について規定していますが，「その他これら
に類する事由」については，施行令委任がなく，
解釈に委ねられていることもあり，みなし配当
事由全般を含むかどうかが問題となります。ま
た，これは収益についての規定なので，配当現
物の原価が損金に算入できるか，できるとすれ
ば，その根拠規定はどこに求めるかが問題とな
ります。法２２条３項１号なのか，それとも，この
規定をネットで考えるのかが問題となります。
配当現物が，棚卸資産や固定資産のようなもの
なのか，子会社株式のような有価証券なのかに
よって変わるのかもしれません。
法人税法施行令（以下「令」といいます。）

についても，簡単に見ておきます。令１８条の２
第１項は，「修正の経理」をした金額については，
遡って修更正をせず，修正の経理をした事業年
度に加減算すること，第２項は，確定申告書に
おいて調整した場合について，修正の経理や調
整をした事業年度の益金または損金とすること
を規定しています。ここでは，損金について，２２
条３項の別段の定めとなっていることに注意が
必要です。法人税法は，マイナスの収益，マイ
ナスの益金という考え方はしていないわけです。
これらの規定の「修正の経理」という文言は，
法２２条の２第７項にあるものですが，定義は置か
れていません。たとえば，売上げの計上漏れが
見つかった場合の修正がこれに該当しない，つ
まり，その場合は引渡しのあった年度に遡って
修更正を行うことは明らかだと思いますが，で
は，どの範囲で，引渡等事業年度ではない年度
における調整を認めるのかは，問題となりそう
です。
第３項は，引渡し等の後になって，「通常得る
べき」対価の額が変動した場合の規定で，「通
常得べき対価」に関して述べた施行令の規定で
す。これまでは，対価を，時価すなわちその時
点の価額と考えてきたと思うのですが，ここで
は，その考え方が変更されている点で，非常に
大きな意味があると思います。ただし，調整を
行うのは，引渡し等の年度に遡及するのではな
く，あくまでも変動があった年度になりますか
ら，その意味では，従来通りともいえます。た
だし，調整を行う要件である「変動することが
確定した」は，文言としてはいい足りないかも
しれないところがありそうです。ここで表現し
たいことは，単に変化する，元々の金額とは違
う金額になる，ということではなく，変動する
金額の確定，つまり，いくらになるかが確定し
たということだと思います。
第４項は，対価として取得した金銭債権の帳
簿価額についての規定です。これまで，金銭債
権については，法２５条または３３条の規定により，
評価損益の計上が禁止されていたことから，必
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ず額面を帳簿価額としていました。したがって，
それだけのことであれば，この規定は特に設け
る必要はなかったのかもしれません。ただし，
法２５条や法３３条の規定の仕方は，「帳簿価額
は・・・とみなす。」という表現であるのに対
して，この規定は直接帳簿価額を規定している
ので，その点は異なります。また，仮に取得し
た金銭債権を当初から額面以外の金額で記帳す
ることは，評価損益の計上には該当しない，評
価損益とは，既に記帳されている帳簿価額を変
更することであるというのであれば，この規定
には意味があることになります。なお，この規
定は，「対価として受け取ることとなる金額」
について規定しており，「通常得べき対価の額」
ではありません。したがって，低額譲渡をした
場合も，この規定を根拠として，低額である売
掛債権等の額面を超える金額をその帳簿価額と
することはないのではないかと思います。この
あたりも，やはり（寄附金規定以外の）借方側
の処理の規定を設けるべきかもしれません。
いずれにしても，施行令の段階では，全ての
場合に公正処理基準への言及があること，つま
り，収益認識会計基準に基づき，それを修正す
る形で規定が行われたことを確認したいと思い
ます。

３ 収益認識に関する会計基準（企業
会計基準第２９号）

３―１．国際会計基準（IFRS１５）とのコンバージ
ェンス

日本は，国際会計基準をアダプションする，
すなわち，日本の会計基準としてそのまま受け
入れるのではなく，コンバージェンス，すなわ
ち，収斂を図るという選択をしました。そのた
め，調整しなければならない概念が出てくるこ
とになります。以下では，３点を取り上げまし
たが，他にもあるだろうと思います。

第１に，最初にも述べた契約の概念の違いが
あります。法学者にとっては，ものすごく気に
なるところですが，会計専門家の間での議論は，
ほとんどないと思います。収益認識会計基準や
IFRS １５における契約の定義は，米国で用いら
れているものです。日本では，強制という要素
は，契約に必要な要件ではありません。もちろ
ん，商取引の契約のほとんどは強制可能ですが，
贈与や寄付などは書面で契約しなければ強制で
きません。
収益認識会計基準に対応した契約の結び方の
ような実務解説を見ると，契約の形式を具体的
な履行義務を区別できる形にすることが重視さ
れているようです２９。収益認識会計基準や IFRS
１５における契約の結合などの操作は，日本の民
法での契約解釈として考えているのか，それと
も，民法とは別のレベルのことなのか，そして，
もし民法とは別レベルだとすると，結合などの
結果としての「契約」は，必ずしも強制力のあ
るものとはいえないことになります。たとえば，
ペンキ屋さんがペンキを塗る契約を結んで，ペ
ンキを顧客の下に搬入したとしても，その時点
では，ペンキの代価を法的に請求することはで
きないと思われます。
このように法的な観点から見ていると，収益
認識会計基準や IFRS １５が，収益の本質を，契
約によって生じる資産と負債によるネットのポ
ジションで見ているのか，それとも，履行義務
という法的に見える用語を使いながら，結局は，
企業活動での所得獲得過程の進行を見ているの
か，一体どちらなのか，という疑問が生じてき
ます。つまり，収益認識会計基準の観念する収
益とは，契約が法的にもたらす企業の経済的ポ
ジションの変化なのか，それとも，所得獲得に
向かう稼得過程の進行（により生じるもの）な
のか，２つの考え方のうちのどちらなのかとい
うことです。この問題は，この後見るように，

２９ 前掲注２。
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米国で収益認識のための会計基準の開発が始ま
った当初から，意識されてきた問題です。
第２に，なぜなのか，理由が分からないので
すが，収益認識会計基準には，収益の定義が置
かれていません。IFRS １５には，次のような定
義が置かれています。

IFRS１５Appendix A Defined terms
Income :
Increases in economic benefits during the
accounting period in the form of inflows
or enhancements of assets or decreases
of liabilities that result in an increase in
equity，other than those relating to contri-
butions from equity participants．

Revenue :
Income arising in the course of an entity’s
ordinary activities．

日本語公式訳３０

（広義の）収益（income）
資産の流入若しくは増価又は負債の減少と
いう形での当会計期間中の経済的便益の増
加のうち持分の増加を生じるもの（持分参
加者からの拠出に関連するものを除く）

収益（revenue）
（広義の）収益（income）のうち，企業
の通常の活動の過程で生じるもの

企業会計基準委員会による公式訳では，「持
分の増加を生じるもの」と訳されているように，
持分の増加がなければ，収益の認識はありませ

ん。したがって，最初にも述べたように，一種
のネットの金額として，収益を把握することに
なると考えられます。収益の原語も，income
です。ところが，日本語訳では，「広義の」と
いう語が追加されていますが，「所得」とは訳
されていません。そして，revenue は，そのネ
ットで計測した income のうち，企業の通常の
活動の過程で生じるものとされています。
このことは，前述の２つの考え方のうち，ネ
ットのポジションで見るという始めの方の考え
方を示しています。これは，この後説明する「資
産負債アプローチ」「公正価値モデル」の影響
であると思われます。そして，このような収益
の概念は，日本の法人税法の収益，少なくとも
法２２条２項に言う収益とは異質です。企業会計
基準第２９号が，このような収益の定義を入れな
かったことは，資産負債アプローチを排除する
意図に基づくのかどうか，説明が欲しいところ
です。
第３に，支配（control）があります。支配は，
収益認識会計基準や IFRS １５にある用語です。
国際会計基準の開発の中で公表されたDiscus-
sion Paper を見ると，支配という概念が導入さ
れた理由は，それまでのリスクと経済価値を基
礎として移転を判断していたアプローチを改め
るためであったとされています３１。この理由か
ら，支配は，「当該資産の使用を指図し，当該
資産からの残りの便益のほとんどすべてを享受
する能力」と定義されています３２。しかし，他
方では，「支配を獲得するにつれて」，”An entity
transfers control of a good or service over
time”という表現があり３３，支配が一定の期間を
通じて（over time），次第に移転してゆくよう
なイメージがあります。そこでは，契約義務の

３０ 前掲注２３。
３１ IASB，Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers，Discussion Paper，at１．１０―１．１１
（２００８）． https : //www．ifrs．org/projects/completed-projects/２０１５/revenue-from-contracts-with-customers/dp-
revenue-recognition/ この URLには，日本語公式訳も掲載されている。

３２ 収益認識会計基準３７項，IFRS１５para．３３．
３３ 収益認識会計基準３５項，IFRS１５para．３５．
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履行（引渡し，完成）ではなく，履行のための
活動（稼得過程）の進捗に従って，収益が認識
されてゆくことになります。このような段階的
な収益認識のあり方は，前述の定義，排他性に
よる支配の定義と矛盾しないかが問題となるわ
けです。何事も，開発過程で当初の考え方が修
正されて行くことは多いですが，IFRS １５の開
発過程については，工事進行基準を容認するた
めに，当初の支配の捉え方が実質的に骨抜きに
されたと論じられています３４。
この問題の背後には，支配を，法的な権能と
して捉えているのか，事実上のものと見ている
のかという論点があります。占有権や所有権を
用いるのではなく，「支配」が「移転」する（し
てゆく）のだ，という見方は，法のルールに基
づく状態ではなく，事実の事象を捉えようとし
ているのだと思います。そもそも，支配という
概念は，租税法では，管理支配基準で用いられ
ており，収益認識の原則である権利確定主義の
反対側にある概念です３５。このような捉え方は，
契約に基づいて資産と負債を観念し，ネットの
ポジションを出すという考え方とは整合しませ
んが，稼得過程を反映させる考え方には合致し
ます。

３―２．IFRS１５の開発と方法論
IFRS１５の開発過程を概観し，先の２つのアプ

ローチの源泉を探ります。はじめに述べました
ように，米国では，経済の金融化現象の中で，
エンロン事件・ワールドコム事件が発生し，連
邦議会は，SOX法３６に基づいて，SECに研究
と対策との報告を求めました３７。その報告書３８は
２００３年６月に公表されましたが，その前年の２００２
年に，FASBはパブリックコメントの対象とな
る提案を行い３９，その中で，これまでのルール
をベースとする会計基準から，原則，ブリンシ
プル・ベースのものに変えて行くことや，新し
い概念フレームワーク，つまり，そのベースと
なる考え方の開発を提案しました。この背景と
して，当時の米国には，１００を超える「会計基
準」が存在し，業界ごとの差も大きく，投資家
から見た信頼性や比較可能性の点で，問題があ
ったことがあげられています４０。FASBは，２００４
年７月に，SECに対して公開文書で応答を行い４１，
翌年４月，公開ドラフトを提示しました４２。
他方で，２００２年１０月に，FASBは IASB との

ノーウォーク合意により４３，国際会計基準への
コンバージェンスに向けた共同プロジェクトを
発足させました。当時，ヨーロッパでは，既に
国際会計基準がアダプトされ，国内法化が進ん
でいたことがあり４４，この共同プロジェクトは，

３４ 辻山栄子「新収益認識基準と会計基準国際化の功罪」企業会計７２巻４号１７頁，２２―２３頁（２０２０年）。
３５ ちなみに，法人税法での「支配」としては，組織再編税制でのものがありますが，そこでは，株式保有を通じた
財産権の間接的な所有を考えており，排他性は考えていない（かもしれない）と思います。組織再編税制は，課税
繰延べに関するものですから，法人税での収益認識の基準のひとつになります。

３６ Sarbanes-Oxley Act of２００２，Pub．L．１０７―２０４，１１６Stat．７４５．
３７ Sarbanes-Oxley Act of２００２，§１０８（d）．
３８ SEC，Study Pursuant to Section１０８（d）of the Sarbanes-Oxley Act of２００２on the Adoption by the United States
Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System，２００３．

３９ FASB，Proposal，Principles-Based Approach to U．S．Standard Setting（２００２）．
４０ IASB，supra note３１，para１．３．
４１ FASB，Response to SEC Study on the Adoption of a Principles-Based Accounting System，２００４．
４２ FASB，Exposure Draft，Proposed Statement of Financial Accounting Standards : The Hierarchy of Generally
Accepted Accounting Principles，２００５．

４３ Memorandum of Understanding，“The Norwalk Agreement”
https : //www．fasb．org/resources/ccurl/４４３/８８３/memorandum．pdf
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ヨーロッパからも歓迎されました。収益認識に
関する IFRS １５も，この段階で開発が決まりま
した。ただし，ヨーロッパと米国では，いくつ
かの違いがあり，特に，会計基準のあり方その
ものが，米国では詳細なルール・ベースのもの
が求められていた点は，大きな違いでした。
SOX法により，SECの規制権限が強化されて
おり，FASBとの関係も，これを背景として見
ておく必要があります。たとえばイギリスでは，
明文化された会計基準によっては真正で公正な
見解が示せない場合は，会計士は会計基準を
オーバーライドしなければならない（すること
ができる，ではありません。），という原則まで
存在していました４５。長年 IASBの議長を勤め
たTweedie という人物が連邦議会で証言して
いますが４６，ヨーロッパから見て，米国の細か
いルールとして会計基準を策定するやり方には，
違和感があったのだろうと思います。
このような中で，IFRS １５への道が切り開か
れてゆきます。この部分は，FASB等による公
式資料の他，辻山栄子先生の２つの論文に依拠
しています４７。FASBと IASB の共同プロジェ
クトでは，３つのモデル，すなわち，①資産負
債・公正価値モデル，②資産負債・履行価値モ
デル，③実現＋稼得過程モデル（従来モデル）
が俎上に載せられました。①と②は，資産負債
アプローチという共通のアプローチに基づくも
のです。このアプローチは，大まかには，契約
によって生じる権利を資産，義務を負債として
識別し，資産から負債を差し引いたネットのポ

ジションの変化により，収益を認識するという
アプローチです。したがって，収益の金額の問
題と，認識時点（タイミング）の問題とは，不
可分だと考えられます。
①と②の違いは，①が資産と負債の両者を時
価で算定するのに対して，②では負債の方を，
企業が履行義務を果たすに従って計測する，し
たがって，その限りで，稼得過程を反映するモ
デルになっているわけです。繰り返しますが，
共同ブロジェクトは，経済の金融化に伴うエン
ロン事件を背景とした改革の一環ですから，そ
の点からは，①の時価法が好ましかったと思わ
れます。それから，③は従来モデルですが，特
に米国において，そもそも，このようなものが
モデルとして，つまり，１つの理念型を示すよ
うなものとして存在したのかが問われます。実
現や引渡しといっても，業界や事業ごとに具体
的な違いがあり，先ほども申し上げたように，
会計基準なるものは１００以上あったと言われて
いるからです。そして，たとえば，電話会社が
新規契約をした顧客から，返還することのない
回線接続の初期費用と，月額接続料とを徴収し
ているとき，両者を分離して収益計上すること
はできないという会計基準が存在したのに対し
て，ケーブルテレビの場合には，両者を区別し
て収益計上するという会計基準があったことが，
共同プロジェクトの報告書に記されています４８。
しかし，資産負債アプローチに基づく共同プ
ロジェクトに対しては，ヨーロッパからの圧力
もありました。すなわち，欧州のディスカッシ

４４ REGULATION（EC）No１６０６/２００２of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of１９July２００２on
the application of international accounting standards

４５ David Alexander & Eva Jermakowicz，A True and Fair View of the Principles/Rules Debate，４２ABACUS１３２
（２００６）を参照した。

４６ Statement of Sir David Tweedie Before the Committee on Banking’，Housing and Urban Affairs of the U．S．
Senate，９September２００４．

４７ Yuri Biondi，Eiko Tsujiyama，et al．，‘Old Hens Make the Best Soup’ : Accounting for the Earning Process and
the IASB/FASB Attempts to Reform Revenue Recognition Accounting Standards，１１Accounting in Europe １３
（２０１４） ; 辻山栄子「新収益認識基準と会計基準国際化の功罪」企業会計７２巻４号１７頁（２０２０年）。

４８ IASB，supra note３１，para１．４―１．５．
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ョン・ペーパーでは，顧客からの対価に基づく
収益認識が主張されるとともに，収益認識のア
プローチとして，決定的事象（critical events）
アプローチと進行（continuous）アプローチが
提示されました４９。おおまかには，前者は，一
点で計上する，後者は，段階的に計上してゆく
ということになります。そして，この欧州ディ
スカッション・ペーパーでは，収益の認識は資
産と負債の変化によって決まるとしながらも，
実際には稼得過程に着目した収益の認識の結果
として資産と負債の測定値が決まるという構造
になっていたとされています。また，当時の IAS
１８（長期請負工事）を統合する方針が，ドイツ・
フランスから示されました。これは，段階的な
収益認識を容認することにつながりました。
これをうけて，２００８年に，共同プロジェクト

から公表されたのが，ディスカッション・ペー
パー（以下「ＤＰ」といいます。）です５０。この
文書では，上記①の資産負債・公正価値モデル
から，②の資産負債・履行価値モデルに移行し
たと，辻山論文では評価されています５１。つま
り，稼得過程を反映した収益認識を行う方向が
示されたわけです。
この後，２０１０年に公表された公開草案（以下

ＥＤ」といいます。）が連続的な支配の移転を
容認し５２，さらに，２０１１年の改訂公開草案（以
下「改訂ＥＤ」といいます。）に至ると，連続
的な移転の方が原則なのだ，とされたわけです５３。
ＤＰ，ＥＤ，そして，改訂ＥＤの３つを，やは
り辻山先生の論文に基づいて比較すると，いず
れも資産負債アプローチという点では共通して

います。損益法，Revenue and expense アプ
ローチではありません。一般に，資産負債アプ
ローチとは，一定の定義が与えられた資産と負
債に基づき，すべての項目，持分，収益，支出，
利得，損失などを導き出すアプローチをいいま
す。つまり，資産の負債の変化から，収益など
が算定されるわけです。このアプローチは，先
に①として示した時価評価モデル，これが本当
は資産負債アプローチに最も親和的なのですが，
それはもはやとられていません。これら３つの
いずれにおいても，契約当初の資産と負債は，
顧客対価によって計測します５４。ここまでは共
通しているのですが，しかし，その後の資産と
負債の認識や測定は，ひとつではありません。
したがって，具体的な内容までを見ると，資産
負債アプローチは，明確なものではなくなりま
す。特に問題となるのは，何が資産と負債の変
化をもたらすかです。つまり，財の取得と処分
だけを見るのか，その価値変動をも含めるかに
よって，同じ資産負債アプローチといっても，
大きく違うことになります。これら３つは，負
債の減少として，収益を認識することとしまし
た。そして，その負債の減少は，顧客に対する
履行義務の充足によって，認識することとしま
した。さらに，履行義務の充足は，顧客への目
的物（サービスを含む）の移転によることとし，
その移転を，目的物に対する支配によって認識
することとしたのです。ただし，異なるのは，
その支配が，連続的に移転することを，ＤＰは
認めませんでしたが，ＥＤは例外的に認め，改
訂ＥＤは原則としたということになります。ま

４９ EFRAG，Revenue Recognition-A European Contribution，PAA in E Discussion Paper at２７―６４（２００７）． 辻山栄
子「収益の認識をめぐる欧州モデル」會計１７２巻５号１頁（２０１７年）。

５０ IASB，supra note３１．
５１ 辻山前掲注４７，１９頁。
５２ IASB，Revenue from Contracts with Customers，Exposure Draft，para．３２―３３（２０１０）．
５３ IASB，Revenue from Contracts with Customers，Revised Exposure Draft，para３５，３７（２０１１）．
５４ 資料１０頁に，公正価値モデルと顧客対価モデルの例を示した。この例は，Biondi，Tsujiyama，et al．，supra note
４７，at１７の例を一部拡張，変更したものである。
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た，ＤＰでは，企業のネットポジションによっ
て変化を計測して収益を認識するという建前が
維持されていましたが，ＥＤでは，ネットポジ
ションという語が消滅しています。こうした歴
史の延長上に IFRS １５と収益認識会計基準があ
るわけです。
そして，既にお気づきになっているかもしれ
ませんが，この資産負債アプローチの考え方は，
IFRS１５では先ほど紹介した収益，income の定
義に残されています。でも，収益認識会計基準
には，ないわけです。このことは，収益認識会
計基準をどう見るかで，１つの論点となるはず
です。また，法学者から見れば，収益というそ
もそも概念が国際基準と日本基準で共通してい
ないのであれば，コンバージェンスも収斂もな
いだろう，と言いたくなるのですが，会計の世
界でのコンバージェンスとは，もっと緩やかな
ものなのでしょう。

おわりに

最後に，法人税法は，会計基準に対して，ど
のような姿勢を取るのがよいかについて述べま
す。
まず，制度会計からの直入項目（資本剰余金）
の見直しが，必要と考えられます。また，本年
３月１１日の最高裁判決への対応は必要です。
次に，学説の紹介のところでも申し上げまし
たが，日本の法人税制には，米国の共同プロジ
ェクトのようなしっかりした収益に関する議論
はありませんでした。実現，引渡し，権利確定
といっても，かつての米国のように様々な基準
が場面場面で適当に用いられてきたのではない
かと思われ，しかも，大竹貿易事件最高裁判決
は，納税者による多様な選択を容認しているよ
うに受け止められています。また，２２条の２も，
第１項と対価に関する第４項を除いて，ほぼ公正
処理基準（収益認識会計基準）に従った処理に
なっています。また，収益計上のための方法論，
つまり，資産負債アプローチのような方法論に

ついては，ほとんど議論がないと思われます。
そして，別段の定めまでを通じた一貫性のある
収益概念，法人税法としての所得概念の提示は，
行われていないように思います。企業会計は，
特にルール・ベースで（プリンシプル・ベース
ではなく）会計基準が開発される場合，業種ご
と，業態ごとの基準となり勝ちであり，それが
租税に持ち込まれると，いわば分類所得税的な
処理になってしまいます。もし，これをそのま
ま受け容れ，さらに選択を容認するようでは，
租税法としての公平性が保てない恐れがありま
す。
他方で，収益認識会計基準の中に，法人税法
に役立つ要素はないのでしょうか。その開発の
中に現れた資産負債アプローチは，収益の金額
と認識のタイミングとを，方法論として切り離
すことができるか，そもそも，法人税法として
の収益認識の方法論は何か，ということを，考
えてみる契機となりそうです。また，対価の額
については，やはり，日本は自由主義国家です
から，契約自由の原則は尊重されるべきであり，
当事者が合意した契約内容としての対価の額は，
余程のことがない限り，たとえば，法３７条８項
（寄附金）が規定する実質的な贈与が含まれて
いるといった場合でない限り，否認すべきでは
ないと考えます。それから，理論的にも実務的
にも，法人税法が会計基準（会計慣行）を払拭
することはできない，法人税独自の基準を完備
的に作り上げることはできないと思われます。
最後に，法人税法がどのように会計基準に向
き合うべきかについて，逆基準性（通達によっ
て会計慣行を形成，修正してゆく）といったこ
とが指摘されてきましたが，もっと公明正大な
関与のあり方として，ひとつのヒントとなるの
は，金融庁長官が一定の会計基準を公正妥当な
企業会計の基準として「指定国際会計基準」に
指定する権限を与えられていることです（連結
財務諸表規則９３条）。国税庁長官に，この基準
は認める，認めないという告示を発する権限を
与えるようなことも，考えられるのではないか
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と思います。
ご静聴下さり，ありがとうございました。
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法人税法 
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該
事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除
した金額とする。 

２ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業
年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある
ものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲
渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取
引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の
額とする。 

３ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業
年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある
ものを除き、次に掲げる額とする。 

一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価そ
の他これらに準ずる原価の額 

二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一
般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当該事業年
度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）の額 

三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係
るもの 

４ 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各
号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算され
るものとする。 

５ 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の
資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が
行う利益又は剰余金の分配（資産の流動化に関する法律
第百十五条第一項（中間配当）に規定する金銭の分配を
含む。）及び残余財産の分配又は引渡しをいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第二十二条の二 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は
役務の提供（以下この条において「資産の販売等」とい
う。）に係る収益の額は、別段の定め（前条第四項を除
く。）があるものを除き、その資産の販売等に係る目的
物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得
の金額の計算上、益金の額に算入する。 

２ 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般
に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資
産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に
規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決
算において収益として経理した場合には、同項の規定に
かかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段
の定め（前条第四項を除く。）があるものを除き、当該
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

３ 内国法人が資産の販売等を行つた場合（当該資産の販
売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準に従つて第一項に規定する日又は前項に
規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算に
おいて収益として経理した場合を除く。）において、当
該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属す
る事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益
の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その
額につき当該事業年度の確定した決算において収益とし
て経理したものとみなして、同項の規定を適用する。 

４ 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額
として第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所
得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定
め（前条第四項を除く。）があるものを除き、その販売
若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又は
その提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当す
る金額とする。 

５ 前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の
額は、同項の資産の販売等につき次に掲げる事実が生ず
る可能性がある場合においても、その可能性がないもの
とした場合における価額とする。 

一 当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ 
二 当該資産の販売等（資産の販売又は譲渡に限る。）に
係る資産の買戻し 

６ 前各項及び前条第二項の場合には、無償による資産の
譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は
剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これ
らに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含
むものとする。 

７ 前二項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益
の額につき修正の経理をした場合の処理その他第一項か
ら第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。 

 
 
 
 
 
 
 
 

１５／１６

― 34 ―



法人税法施行令 
第十八条の二 内国法人が、法第二十二条の二第一項（収
益の額）に規定する資産の販売等（以下この条において
「資産の販売等」という。）に係る収益の額（同項又は
法第二十二条の二第二項の規定の適用があるものに限る。
以下この条において同じ。）につき、一般に公正妥当と
認められる会計処理の基準に従つて、法第二十二条の二
第一項又は第二項に規定する事業年度（以下この条にお
いて「引渡し等事業年度」という。）後の事業年度の確
定した決算において修正の経理（法第二十二条の二第五
項各号に掲げる事実が生ずる可能性の変動に基づく修正
の経理を除く。）をした場合において、当該資産の販売
等に係る収益の額につき同条第一項又は第二項の規定に
より当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の
額に算入された金額（以下この項及び次項において「当
初益金算入額」という。）にその修正の経理により増加
した収益の額を加算し、又は当該当初益金算入額からそ
の修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が
当該資産の販売等に係る同条第四項に規定する価額又は
対価の額に相当するときは、その修正の経理により増加
し、又は減少した収益の額に相当する金額は、その修正
の経理をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
又は損金の額に算入する。 

２ 内国法人が資産の販売等を行つた場合において、当該
資産の販売等に係る収益の額につき引渡し等事業年度後
の事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る当初
益金算入額を増加させ、又は減少させる金額の申告の記
載があるときは、その増加させ、又は減少させる金額に
つき当該事業年度の確定した決算において修正の経理を
したものとみなして、前項の規定を適用する。 

３ 内国法人が資産の販売等に係る収益の額につき引渡し
等事業年度の確定した決算において収益として経理した
場合（当該引渡し等事業年度の確定申告書に当該資産の
販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載が
ある場合を含む。）で、かつ、その収益として経理した
金額（当該申告の記載がある場合のその記載した金額を
含む。）が法第二十二条の二第一項又は第二項の規定に
より当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の
額に算入された場合において、当該引渡し等事業年度終
了の日後に生じた事情により当該資産の販売等に係る同
条第四項に規定する価額又は対価の額（以下この項にお
いて「収益基礎額」という。）が変動したとき（その変
動したことにより当該収益の額につき修正の経理（前項
の規定により修正の経理をしたものとみなされる場合に
おける同項の申告の記載を含む。以下この項において同
じ。）をした場合において、その修正の経理につき第一
項の規定の適用があるときを除く。）は、その変動によ
り増加し、又は減少した収益基礎額は、その変動するこ
とが確定した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
又は損金の額に算入する。 

４ 内国法人が資産の販売等を行つた場合において、当該
資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のう
ち法第二十二条の二第五項各号に掲げる事実が生ずる可
能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘
定の金額としていない金額（以下この項において「金銭
債権計上差額」という。）があるときは、当該対価の額
に係る金銭債権の帳簿価額は、この項の規定を適用しな
いものとした場合における帳簿価額に当該金銭債権計上
差額を加算した金額とする。 

１６／１６
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討論会１ ９月１３日・午後

税制改革を巡る現状と課題

●参加者

財務省主税局長 住澤 整
総務省自治税務局長 稲岡 伸哉

甲南大学教授 足立 泰美
㈱三菱UFJ 銀行 特別顧問 平野 信行

司会 明治大学専門職大学院法務研究科教授 岩﨑 政明

稲岡 氏住澤 氏

岩﨑 氏（司会）

足立 氏 平野 氏

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～５４頁」に掲載されています。
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はじめに

（岩﨑） それでは，討論会を始めさせていた
だきます。ご紹介いただきました岩﨑政明でご
ざいます。明治大学の法科大学院で租税法を担
当しております。本年度の討論会でも司会進行
を務めさせていただきます。どうぞよろしくお
願いいたします。
さて，昨年の令和２年９月１６日に発足いたし

ました菅内閣は基本政策として行政のデジタル
化，カーボンニュートラル，経済再生などを掲
げました。これを受けて，令和３年度の税制改
正大綱におきましては，国税及び地方税に関す
る納税環境のデジタル化や投資促進のためのさ
まざまな法改正が行われました。なかでも国税
につきましては，いわゆる電子帳簿等保存法の
改正がなされ，来年の令和４年４月１日から施
行されることになっております。菅総理総裁は
自民党の総裁選挙には出馬しないと表明されて
おりますけれども，既にデジタル庁が発足した
ことから，それとの関係で，今後，財務省，国
税庁，総務省，地方団体がどのように調整をし，
租税行政のデジタル化を進展させていくかが課
題となろうと思います。
また，昨年の年初から全世界的に広まった新
型コロナウイルスの１年半以上にわたる蔓延に
よって全世界のヒト，モノ，カネの流れがスト
ップしてしまって，経済活動の停滞が生じまし
た。日本を含む全世界の国々は新型コロナウイ
ルスの対策のため，大規模な財政出動をいたし
ました。わが国におきましても公債金による大
規模な財政出動をしたところです。この公債金
の償還はすぐに始まるものではありませんけれ
ども，既に多額の償還金を毎年度計上し，歳出
を圧迫してきたわけですから，今後勤労人口の
減少期に多額の償還金を支払っていくというこ
とは国民にとって大きな負担になろうと予測さ
れます。こうした将来の負担増を軽減するため，
税収増を図るための工夫が今から必要になろう

と思っております。
本日はこのような多難な時代における税制の
取り組み状況につきまして住澤財務省主税局長
及び稲岡総務省自治税務局長をお迎えしてご説
明をいただき，これに対して税財政の専門的立
場からは足立教授に，また経済実務の観点から
は平野租研副会長にそれぞれご意見を開陳して
いただきながら討論をさせていただこうと思っ
ております。
進行に当たりましては前半と後半２つに分け
まして，前半におきましては国の税財政につき
まして住澤主税局長からご説明を頂いた上，こ
れに基づき討論をし，後半において稲岡自治税
務局長に地方の税財政につきましてご説明を頂
き，討論をするというように執り行わせていた
だこうと思います。
それでは，早速国の税財政に関する中長期的
な課題と現下の問題解決の方策につきまして住
澤主税局長からご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．税財政の現状と今後の課題

（住澤） ご紹介いただきました財務省主税局
の住澤でございます。よろしくお願いいたしま
す。租研の皆さまにおかれましては日ごろから
税制に対しまして多大なるご協力とご理解をい
ただいておりまして，この場をお借りしまして
御礼申し上げます。
それでは，時間も限られておりますので，早
速説明に入らせていただきます。資料が大部に
なっておりますけれども，時間もございません
ので，ポイントをかいつまんでご説明をしたい
と思います。

１．税財政の現状
〔一般会計税制の推移〕資料③
最初に税財政の現状について少し確認をした
いと思います。資料③は国の一般会計税収の推
移を消費税が導入されました前後から示してい
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るものです。昨年，令和２年度の税収決算の数
字は６０．８兆円ということで，皆さまご存じのこ
とかと思いますけれども，これまで最高であっ
た平成３０年度の６０．４兆円を上回りまして，過去
最高の数字になっております。
この税収の推移を見てまいりますと，幾つか
特徴がうかがえると思います。消費税が導入さ
れまして以降，バブルの崩壊ですとか，或いは
９０年代後半の金融危機ですとか，２０００年代初頭
の ITバブルの崩壊，そして，リーマンショッ
クというように，これまで何度も経済的なショ
ックが起きているわけですが，今回のコロナ禍
における税収動向を見ますと，過去の経済危機
時に比べますと比較的税収の減り方が穏やかで
あるという特徴があろうかと思います。もちろ
ん令和元年の１０月から消費税率が引き上げられ
ておりますので，これによる影響というのが初
年度で１．２兆円，２年度にはさらに２．２兆円とい
うことで，合計で３．４兆円ほどの増収が含まれ
ておりますので，これを割り引いて考える必要
はあると思いますが，これを除いたところでも
税収の減り方というのは極めて穏やかであると
いうのが過去の経済危機時と比べた特徴かと思
われます。
また，税収の内訳を見てまいりますと，折れ
線グラフで書いてありますのが所得税，法人税，
消費税といった基幹税目の税収の水準ですが，
消費税がこれまでと比べますと一般会計の中で
最大の税目になったというのが令和２年度の税
収の構成面から見た特徴になるということかと
思います。

〔令和２年度決算税収について〕資料④
これは令和２年度の税収を元年度の決算額と
比較して，税目別に示したものです。全体とし
て一般会計の税収は元年度に対しまして２．４兆
円の増加となっておりますが，これの内訳を見
てまいりますと，まず所得税に関してはほぼ変
化がありませんが，その中では給与に関する税
収が０．２兆円ほどマイナスになったのに対しま

して，株価の好調を反映しまして株式譲渡に係
る税収が０．２兆円増加しているといったような
特徴がございます。
また，法人税に関しましてはよくK字回復
と言われておりますが，IT関係ですとか，或
いはその輸出が回復してきている製造業ですと
か，或いは資産運用の関係の業種，こういった
ところを中心に若干のプラスになっているとい
うのが法人税の状況です。
また，消費税に関しては２．６兆円のプラスと

いうことになります。このうち２．２兆円程度は
消費税率の引き上げが年度化することによる影
響ですが，それを差し引いても若干のプラスに
なっているということで，この点につきまして
は令和２年度の民間最終消費支出が前年同月比
でマイナス６％ということで，大幅なマイナス
になっているということとの対比で，やや原因
をよく分析してみる必要があるということであ
ろうかと思っております。いずれに対しまして
も，こういった税収動向が現在生じているとい
うことです。

〔一般会計税収，歳出総額及び公債発行額の推
移〕資料⑤
その一方で，財政全体の状況がどうなってい
るかというのが資料⑤です。こちらはよくワニ
口のグラフと呼ばれてきたものでありまして，
バブル崩壊以降，一般会計の歳出が急激に増加
していく一方で，税収が低迷をして，その乖離
が拡大しているというものです。令和２年度に
関していいますと，コロナ禍におけるさまざま
な財政需要に対応するために歳出が１５０兆円に
迫る水準まで急増しておりまして，税収との差
額を公債発行で埋めざるを得ないということ
で，１００兆円を超える公債発行を行ったという
のが昨年度の状況です。ワニ口の上の顎が外れ
たような状態ということになっているわけです。

〔債務残高の国際比較（対GDP比）〕資料⑥
ストック面でこの財政状況を見たのが資料⑥
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です。現在わが国の公的部門の債務残高のGDP
比は２３４．９％ということで，国際的に見ても最
悪の水準になっているという状況です。

２．経済社会の構造変化
〔人口減少と少子高齢化〕資料⑧
さて，こうした中で，この経済社会の構造変
化がどのように進行しているのかということを，
一断面にすぎませんけれども，簡単に振り返っ
てみたいと思います。これは昨年もご説明した
資料ですけれども，人口減少，少子高齢化の進
行ということです。２０６５年には老年人口の割合
が約４割に高まるということです。その一方で，
生産年齢人口が約５割まで低下していく見通し
ということがこれまでも言われてきているとこ
ろです。

〔婚姻・妊娠・出生数の動向～コロナを受けて
少子化が加速～〕資料⑨
こういった中で，今回のコロナ禍におきまし
て婚姻数，出生数が急速に減速しまして，さら
に人口減少が加速しているということが最近に
なって確認されております。これまで人口の将
来推計の中では中位予測をベースにします
と，２０３０年に出生数が８０万人を切るということ
が予測されていたわけですが，これが予測より
も１０年早く本年には８０万人を下回るという見込
みになっているということで，さらに少子化，
高齢化が加速している状況がうかがえるわけで
す。

〔将来の社会保障給付の見通し〕資料⑩
こういった中で従来から言われておりますよ
うに，医療・介護を中心に社会保障給付が経済
の伸びを大幅に上回って増加していく。特にこ
の２０２５年以降，いわゆる団塊の世代の方々が７５
歳以上になるということで，医療費等の急増が
見込まれておりますので，こういった中で受益
と負担の均衡が取れた社会保障制度，さらには
その税財政のあり方を考えていく必要があると

いうことです。

〔グローバル化の進展〕資料⑪
一方で，グローバル化の進展の状況です。近
年，特にこの２０００年代以降，製造業の生産拠点
の海外移転もございまして，貿易黒字が大幅に
減少してくる一方で，対外投資の蓄積に伴い所
得収支の黒字が拡大して，貿易立国から投資立
国への構造転換が進んできております。経済活
動における知的財産の役割が拡大してきている
ということがこういった流れを一層加速化して
いるという面もあろうかと思います。

〔働き方やライフコースの多様化①〕資料⑫
こういった中で労働市場に目を向けると，働
き方やライフコースの多様化が見られるという
ことで，まず２０００年代以降，急速に非正規雇用
の割合が拡大をしてきており，現時点におきま
して，働く方々の約４割弱が非正規雇用になっ
ているということはよく言われているわけです。

〔働き方やライフコースの多様化②〕資料⑬
さらに，雇用形態ではなく，請負とか委託と
いった形で自営の格好で働く方々，いわゆるフ
リーランスの方々の数も急激に増えてきている
ということで，２０２０年時点では，本業でフリー
ランスとして働いている方々が２００万人を超え
ている状況，副業で働いているという方々も含
めますと４６０万人といったような状況になって
きているわけで，働き方の多様化，ライフコー
スの多様化も急速に進んできているという傾向
がうかがえます。これらの変化はコロナ禍にお
きましてテレワークが進んでくるという中で働
き方に関する意識も相当変わってきているとい
うことも指摘をされておりますので，今後とも
さらにこういった動きが進んでいくのではない
かと考えられております。

３．今後の税制のあり方
そういった中で今後の税制のあり方，どうい
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った課題を抱えているかということを資料⑭以
降で簡単にお話をしてまいりたいと思います。

〔経済財政運営と改革の基本方針２０２１（令和３
年６月１８日閣議決定）（抄）〕資料⑮
今年の骨太の方針の税制改革の関連部分を抜
粋しております。昨年と比べて幾つかの特徴が
あると思いますが，その中でも一番大きな特徴
は応能負担の強化といった言葉が盛り込まれて
いるということです。昨年までも再分配機能の
向上とか，それを図りながら経済成長を阻害し
ない安定的な税収基盤を構築するという方針は，
少子高齢化に対応して税制を考えていく上で盛
り込まれていたわけですけれども，今回はコロ
ナ禍における現在の状況や，経済財政諮問会議
における議論も踏まえ，応能負担の強化という
言葉が新たに盛り込まれているということです。
また，昨年同様，働き方・ライフコースの多
様化を踏まえた中立的な税制の構築，或いはそ
の格差の固定化防止の観点から，引き続き税制
改革等を推進するという観点も盛り込まれてお
ります。
また，本年の特徴は昨年に引き続きDX的
な観点から，税務手続ですとか，税制全体のあ
り方を見直していこうという方針が貫かれてお
りまして，公平な課税の実現ということはもち
ろんですけれども，企業の生産性向上，或いは
本年新たに書かれた文言としましては適切な所
得等の把握のための環境整備，或いは記帳水準
の向上といった観点からも，このデジタル化を
活用していこうという方針が盛り込まれている
わけです。さらに経済のデジタル化・グローバ
ル化に対応した国際課税ルールの見直しという
ことも大きな柱として掲げられております。

〔感染症で顕在化した課題等を克服する経済・
財政一体改革〕資料⑯
財政全般につきましては，資料⑯にございま
すように，２０２５年度のプライマリーバランスの
黒字化を含む財政健全化目標の堅持ということ

が引き続き書かれております。

〔次なる時代をリードする新たな成長の源泉～
４つの原動力と基盤づくり～〕資料⑰
また，財政との関連におきましては，いわゆ
る脱炭素化の推進ということで，２０３０年度の温
室効果ガス排出削減目標を２０１３年度比４６％減の
目標に向けて大胆な脱炭素化を実現していく観
点で必要な財源の確保ということも課題になっ
ております。また，少子化対策との関連でも，
応能負担や歳入改革を通じた安定的な財源の確
保ということが課題となっているわけです。

〔米国・英国における税制改正等を巡る動向〕
資料⑱
こういったさまざまな骨太の方針の議論の背
景の１つとして，資料⑱にございますような税
制改正等を巡る国際的な動向がございます。ア
メリカやイギリスといった国々におきましては
コロナ禍における財政出動の財源確保，或いは
グリーン化を巡るさまざまなインフラ投資，或
いは子どもや家計への投資，こういったものの
財源としまして法人税率の引き上げ，或いはキ
ャピタルゲイン課税の強化といったような主に
資本所得の分野における課税の問題というのが
議論されるようになってきております。
これと並行しまして国際的な課税の分野にお
きましても，法人税における最低税率の導入と
いったような議論も進んでいるわけでありまし
て，こういった中で今回の骨太の方針は応能負
担の強化といったような１つの方向性を示して
いるということではないかと考えております。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．各論の論点

続きまして，各論の論点についてかいつまん
でご説明していきたいと思います。
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１．経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題
〔経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題〕
資料㉒
まず，経済のデジタル化，グローバル化に伴
う国際課税の課題ということです。ご承知のと
おりですが，２つの柱がございます。１つはこ
れまで１世紀以上にわたって続いてきた国際課
税原則の見直しです。これまでは国内に物理的
な拠点がある場合に限ってその企業の事業所得
に課税するということで，いわゆる PE原則が
貫かれてきたわけですが，デジタル化の進展に
よりまして，国境をまたいで，物理的な拠点が
ない状態で事業活動を行うといった活動が増大
してきているということで，この PE原則の見
直しが求められているということです。
また，２つ目の柱としては軽課税国への
BEPS リスクの増大ということで，無形資産の
役割が増大しているということもあって，利益
等を軽課税国に移転することが比較的容易にな
ってきているということで，国際的に共通の最
低限の課税を行う必要性というのが高まってき
ているということです。

〔経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題：
「大枠合意」の概要（２０２１年７月）〕資料㉖
そこで，OECDを中心に国際的な枠組みで

議論してまいりまして，資料㉖まで飛んでいた
だきますけれども，先般７月におきまして先ほ
ど申し上げた２つの柱についての大枠の合意が
なされたということです。

〔第１の柱：市場国への新たな課税権の配分〕
資料㉔
その内容を簡単に図でご説明しますと，資料

㉔にお戻りいただきまして，まず第１の柱です
けれども，国境をまたいだ多国籍企業の物理的
拠点のない形での活動に対して適正な課税を実
現するという観点から，売上高が約２．６兆円を
超え，かつ，利益率が１０％を超えるような多国
籍企業，全世界的にいいますと１００社程度を対

象としまして，そういった多国籍企業グループ
の１０％を超える利益率の部分，いわゆる超過利
益の２０～３０％を市場国にも配分するというルー
ルについて大枠の合意がなされたということで
す。
今後，この２０～３０％というところの配分割合

を具体的にどうするのかということについての
議論が１０月の最終合意に向けて進んでいくとい
うことになりますし，また，各国がデジタル企
業に対して独自に導入しているいわゆるデジタ
ルサービス税につきまして，今回の大枠合意で
は，その廃止について適切な調整を行うという
文言が盛り込まれているわけですが，この廃止
のタイミングを最終合意の時点とするのか，或
いは第１の柱の導入時点まで見送るのか，とい
ったところの議論が現在続いているということ
です。

〔第２の柱：所得合算ルール（イメージ）〕資
料㉕
第２の柱につきましては，軽課税国に所在す
る子会社等に帰属する所得について，親会社等
の所在する国・地域において，国際的に合意さ
れた最低税率まで課税を行うということ
で，１５％以上をこの最低税率とするというとこ
ろまで合意がなされております。これを具体的
にどういった水準にするのかという点について
も１０月までに調整が行われていくということに
なります。
この第１の柱につきましては多国間条約を策
定する必要がありますので，これを２０２２年の間
に行い，そして，２０２３年から実施するというこ
とです。第２の柱については条約を策定する必
要はありませんが，各国の国内法の改正を２０２２
年の間に行って，２０２３年から実施するというの
がこの大枠合意の内容ですので，これに沿った
検討を進めていく必要があるということです。

― 41 ―



２．個人所得課税のあり方
〔近年の個人所得課税の主な見直し〕資料㉙
続きまして，個人所得課税の分野の課題につ
いてお話し申し上げたいと思います。資料㉙を
お開きいただきたいと思います。これは第２次
安倍政権になりましてからの近年の個人所得税
の主な見直しをまとめたものです。いろいろな
項目が並んでおりますが，大きく分けると３つ
のグループで捉えることができるのではないか
と思います。
１つは，特に高額所得者を対象とした課税の
あり方の見直しということで，２５年度改正にお
ける所得税の最高税率の引き上げ，２６年度改正
における給与所得控除の見直し，或いは２９年度
改正における配偶者控除の消失控除化，また，３０
年度改正における基礎控除の適用制限の導入と
消失控除化，こういった改正によりまして，特
に年収１，０００万円台，２，０００万円台ぐらいの層を
中心に適正な負担を求めるような改正がなされ
ているということです。
もう１つは働き方の多様化に対応したさまざ
まな制度の見直しということで，２７年度改正の
iDeCo の導入もその１つであろうかと思います
し，何といっても３０年度改正における給与所得
控除から基礎控除への振替，こういった改正を
行ってきております。
３つ目のグループは金融所得課税の見直しで
す。２５年度改正におきまして上場株式等の配当
キャピタルゲインに対して，それまで適用され
ていた１０％の軽減税率，これを廃止しまし
て，２０％の本則税率を適用するという見直しと
併せて，いわゆるNISAの創設が行われてお
ります。その後，先ほど申し上げた iDeCo の
導入ですとか，２９年度改正におけるつみたて
NISAの創設ということで，老後に備えてさま
ざまな資産形成をしていく納税者に対する支援
といったような観点からの見直しも行われてき
ているというのが近年の個人所得課税の流れで
す。

〔税負担の調整のあり方（イメージ）〕資料㉚
その中で，働き方の多様化に対応した改正の
流れということで，これは日本の所得税の諸外
国の制度と比べた場合の特徴を示しているもの
ですが，日本の所得税制度の場合は給与所得控
除とか，公的年金等控除といったような収入の
種類ごとに適用される控除が比較的大きい。そ
の代わり，どんな所得の方でも適用される人的
控除の金額が非常に小さいということで，アメ
リカをはじめとする諸外国の所得税制度と比べ
ますと，収入の種類によってこの負担が大きく
違う。こういった制度になっているということ
です。
こういった中で，先ほども触れましたように，
請負とか委託といったような形で働くような
方々ですとか，サラリーマンであっても請負等
の形の副業が足元では増えてきているといった
ような構造変化に対応し切れていないのではな
いかという問題意識から見直しが行われてきて
おります。

〔基礎控除への振替（平成３０年度改正）〕資料
㉛
具体的には，平成３０年度改正におきまして給

与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ１０万円
ずつ縮減しまして，代わりに基礎控除を１０万円
増額するといった格好で，働き方の多様化に対
応した見直しが行われてきております。
昨年末の与党の税制改正大綱におきましても，
こういった３０年度改正が令和２年分の所得から
適用となっている。その改正の影響等も踏まえ
まして，今後とも引き続き各種控除のあり方等
を検討するという方針が示されているわけです。

〔各国の私的年金税制等について（原則的な取
扱いを示したもの）〕資料32
働き方の多様化を踏まえた見直しのもう１つ
の側面は，いわゆる私的年金税制の見直しです。
iDeCo の導入を皮切りにこの見直しに着手して
いるわけですが，日本の場合はどういった企業
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で働いているか，或いはどういった職域で働い
ているかによりまして税制上老後に備える私的
年金等の面で受けられる税制上の恩典の大きさ
が非常に違うという特徴がございます。
例えば個人事業主，フリーランスの方々の場
合，企業年金がないということは当然ですけれ
ども，企業の従業員であっても，厚生年金の加
入者の中で企業年金がある事業所で働いている
方は４割にすぎないということが言われており
ますので，この iDeCo をはじめとする個人の
努力に頼らざるを得ない方がかなり多いという
ことです。その一方で，企業年金を実施してい
る企業においては，例えばDB型の企業年金に
おいては上限額なしで非課税拠出ができるとい
う実態がございますし，iDeCo の上限額に関し
ても企業年金の加入状況等によってさまざまに
異なっているということです。
これに対してイギリスですとか，或いはカナ
ダのような国々におきましては，非課税拠出に
ついて一人一人に共通の限度額ということが設
けられております。こういった制度も参考に，
働き方の違い，或いは務めている企業の違いに
よって税制上受けられる恩典の差がないような，
そういった公平な制度を目指して検討していく
ということがこれまで政府税調，与党税調の方
針として掲げられてきているところです。

〔貯蓄制度及びNISA の加入者等〕資料35
資料35にその大綱の抜粋がございます。上段

には今申し上げたようなことが書いてあります
が，もう１つ金融所得課税のあり方について指
摘がありまして，下３分の１あたりにあります
下線部ですが，金融所得に対する課税のあり方
について，所得階層別の所得税負担率の状況，
税負担の垂直的な公平性等の観点から総合的に
検討するといったような課題がこれまで数年に
わたって掲げられてきているわけです。

〔申告納税者の所得税負担率〕資料36
資料36は申告所得税の実態で，統計から作成

されております所得税負担率の所得階級別の状
況です。よく言われておりますように，１億円
を超えたところから負担率が減少していくとい
うことで，先ほど所得税の改正の流れについて
ご説明申し上げましたが，これまで特に勤労所
得の世界におきまして所得が１，０００万円，２，０００
万円といったような層を中心に適正な負担を求
めるための見直しが数次にわたって行われてき
ております。そういった中で資本所得の分野に
おきましては，本則税率の２０％に復帰はしたも
のの，それ以上の見直しは行われてきていない
ということで，さらに勤労所得の分野では社会
保険料の見直しということもこれまでずっと行
われてきておりますので，特に若年の勤労者世
代におきまして，社会保険料も含めた負担感と
いうのも高くなっているということも踏まえま
すと，こういった課題について今後とも議論し
ていく必要があるのではないかと考えていると
ころです。

３．資産課税のあり方
〔我が国の相続税と贈与税の関係〕資料38
続きまして，資産課税の分野です。これは昨
年も触れさせていただきましたが，わが国の相
続税と贈与税の関係について見直しが課題にな
っているということです。資料38は相続税と贈
与税の税率構造を示したものですが，資産の額
が多額に上る超富裕層におきましては，現在の
贈与税の税率構造を前提としましても，生前贈
与の分割による相続税の累進回避ということが
可能になっている一方で，比較的相続財産の小
さい層におきましては，贈与税のスティープな
税率構造が妨げになりまして，生前贈与を円滑
に行うことが困難であるといったようなことが
これまでも指摘をされてきているわけです。

〔我が国と諸外国の相続・贈与に関する税制の
比較〕資料39
こういった中で，資料39にございますように，

アメリカやドイツ，フランスといった諸外国に

― 43 ―



おきましては，一定程度生前贈与と相続財産額
を合算して一体的に課税をする仕組みが導入さ
れてきておりまして，わが国の制度に比べます
と，資産の移転のタイミングに対して中立的な
税制になっているということです。こういった
諸外国の制度も踏まえまして，今後政府税調等
の場におきまして相続税・贈与税のあり方につ
いてもご検討をいただければと考えているとこ
ろです。

〔令和３年度税制改正大綱（抄）〕資料40
資料40はこれに関する与党の税制改正大綱の

文章です。

４．消費税のインボイス制度
続きまして，消費税のインボイス制度につい
て簡単に触れさせていただきます。令和元年の
１０月から消費税率の引き上げに伴いまして食品
等に対します軽減税率制度が導入されました。
この軽減税率制度の導入に伴いまして，再来年
の１０月から適格請求書等保存方式，いわゆるイ
ンボイス制度が導入される予定になっておりま
す。今年の１０月からインボイス制度の導入に伴
う課税事業者の登録の受け付けなどが始まりま
すので，次第にこのインボイスの導入を目指し
た準備作業を進めていく必要があるという段階
に来ているわけですけれども，こういった中で
免税事業者の方々がインボイス制度の導入によ
って大きな影響を被るのではないかといったよ
うなご懸念がございますので，その点について
１点だけご説明を申し上げたいと思います。

〔インボイスと事業者の取引〕資料45
元々免税事業者とインボイスとの関係につい
ては比較的全体を十把一絡げと言うと言葉が悪
いですけれども，中身を仔細に分析しないで語
られてきた面があろうかと思います。一方で，
このインボイス制度というのは，免税事業者と
の関わりで考えた場合に，免税事業者の方がど
ういう相手方と取引をしているかによって，そ

の影響というのはさまざまに異なるということ
です。
まず免税事業者の方であっても，対消費者の
取引，BtoC の取引をしている場合におきまし
ては，消費者の方々というのは元々インボイス
をもらって，仕入税額控除を行うという必要性
がありませんので，基本的にこのインボイスの
導入の影響はないということです。免税事業者
の方々の取引の中で対消費者取引が占めている
割合は約６割程度と言われておりますので，こ
の部分に関してはインボイスの影響は基本的に
生じないと考えられます。
また，事業者間取引，BtoB の取引を行って
いる場合について見ますと，まず免税事業者の
方々が簡易課税を適用している事業者に対して
販売をする場合です。この場合については簡易
課税を適用している事業者はインボイスの保存
がなくても，売り上げに係る税額に一定のみな
し仕入率を掛ける格好で仕入税額控除を行うこ
とが可能ですので，この場合もBtoC 取引と同
様にインボイスは不要となりまして，免税事業
者と簡易課税の事業者の間の取引についてこの
インボイスの影響は基本的には生じないという
ことになるわけです。簡易課税事業者は課税事
業者の中で全体の約４割弱を占めておりますの
で，そういったボリューム感で，この影響が生
じない場合があるということです。
最後に，この免税事業者の方々が本則課税の
事業者に売る場合ですけれども，これについて
は経過措置によりまして，インボイス制度へ移
行した後も，当初の３年間は仕入れの８割，そ
の後の３年間は５割について免税事業者からの
仕入れであっても税額控除が可能となっており
ますので，激変緩和の措置が講じられていると
いうことです。このあたりも含めまして丁寧な
説明や周知広報に努めてまいりたいと考えてお
ります。

５．デジタル社会における納税環境整備
最後はデジタル社会における納税環境整備と
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いうことで，昨今の検討状況についてご説明を
申し上げたいと思います。

〔事業者の記帳を巡る状況〕資料47
資料47は令和２年１０月に行われました政府税

調の専門家会合におきまして日本商工会議所の
方々からご説明を受けた内容です。コロナ禍に
おきまして事業者の方々はさまざまな課題に直
面されたわけですけれども，そういった中でも
帳簿が日ごろから十分に整備されていないとい
うことによって，例えば融資を受ける際の申請
であるとか，或いは持続化給付金等の助成金を
受けるための申請，こういった点で非常に大き
な困難に直面したといったような経験が語られ
ております。
その一方で，昨今普及してきておりますクラ
ウド会計ソフトなどの簡便な会計ソフトが最近
非常に安価な価格で利用できるようになってい
るわけですけれども，こういったものを活用さ
れている事業者においては融資の申請等におい
て非常にタイムリーな対応が可能になったとい
うことが指摘されております。また，経理にあ
まり手を割けないような零細な事業者の方であ
っても，非常に生産性の向上等の面で役に立っ
ているといったような指摘もなされているとい
うことです。

〔電子帳簿等保存制度の見直し（令和３年度改
正）〕資料48
こういった中で先ほどもご説明がありました
が，昨年末の令和３年度税制改正におきまして
は，電子帳簿保存法の抜本的な見直しを行わせ
ていただきました。従来の電子帳簿保存に当た
りましては，税務署長の事前承認が必要である
とか，訂正や削除をした場合の履歴が保存され
る一部の信頼性の高いシステムしか対象として
認められておりませんでしたが，こういった要
件を大幅に緩和しまして，電子帳簿保存を一般
の事業者の方々も行いやすい環境を整備すると
いうことに取り組ませていただいたわけです。

〔個人事業者の申告状況：事業収入別（平成３０
年分）〕資料49
その１つの狙いとしましては，個人事業者の
方々を含む事業者の記帳水準の向上を図ってい
くことが非常に重要であるということが背景に
あります。現在，個人事業者の方々のうち青色
申告を行っている方は６割，その中でも正規の
簿記による記帳を行っている方は３割に過ぎな
いという状況ですが，先ほど日商のお話にもあ
ったように，こういった危機的な事態が起こっ
た際の融資の申請とか，助成金の申請に当たっ
て困難を来たすとか，或いは適正な税務の執行
の面でも問題があるということです。さらには
生産性の向上という面でも課題があるというこ
とが今回のコロナ禍の経験でもって浮き彫りに
なってきたということです。

〔令和３年度税制改正大綱（抄）〕資料50
このような状況を踏まえ，昨年末の与党大綱
におきましては今般の電子帳簿保存法の改正を
契機としまして，今後，記帳水準の向上，電子
帳簿の信頼性の確保等を含めた課題にさらに取
り組んでいくという方針が示されておりますの
で，こういった税務の面のDXにもさらに積
極的に取り組んでいく必要があると考えており
ます。

６．税制等についての広報
〔政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏ま
えた令和時代の税制のあり方」（令和元年９
月）（抄）〕資料52
最後になりましたが，税制等に関する広報の
課題についてです。資料52にありますように，
先般の政府税調の中期答申においても，税制に
対する理解を国民の皆さまに深めていただくた
めの広報活動，租税教育の重要性ということを
ご指摘いただいております。
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〔税に対する理解を深めるための取組事例〕資
料53
こういった中で財務省ですとか，内閣官房等
におきましては税に対する理解を深めていただ
くための広報活動を積極的に行いたいと考えて
おりまして，資料53にありますようなさまざま
な電子媒体を含めた広報媒体を用意しておりま
す。引き続き，税制に対する理解を深めるため
の取り組みを進めたいと考えておりますので，
皆さまにおかれましても，こういった媒体につ
いて積極的に活用いただきまして，また，内容
の面についていろいろとご指摘も頂きたいと考
えておりますので，積極的にご意見をお寄せい
ただければと考えております。
では，お時間になりましたので，ここで説明
を終わらせていただきます。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．今後の税制への意見

（岩﨑） 住澤局長，ありがとうございました。
大変幅広い内容についてわかりやすく解説して
いただきまして，本当に感謝いたします。
それでは，これからは質疑，討論の方に移ら
せていただきますが，まず足立教授からご質問，
ご意見を頂ければありがたいと思います。
―――――――――――――――――――――

（足立） ご紹介いただきました甲南大学の足
立泰美でございます。よろしくお願いいたしま
す。このたびは税財政の現状と今後の課題を
テーマに，大変解りやすいご説明をいただきあ
りがとうございます。新型コロナウイルス感染
症の経済ショックに対して，諸外国でも財政措
置を行い，雇用支援，企業支援，家計支援を実
施しています。わが国においても多額の財政措
置を行い，多くを国債による資金調達でありま
すため財政状況は厳しさを増すことが予想され
ます。このような財政動向を踏まえ，経済構造
の転換及び好循環の実現に向けて，家計の暮ら

しと民需の下支え等の観点から，私の方からは
国債管理のありかた，経済社会の構造変化を踏
まえた中立的な税制改革，成長経済を目指した
繰越欠損金の控除，公平な税負担を踏まえた資
産課税，最後にデジタル化からご質問させてい
ただけたらと思います。

〔コロナショックと将来の税財政を踏まえた国
債関連について〕
まずは，コロナショックと将来の税財政を踏
まえた国債管理の質問となります。わが国の債
務残高対GDP比は，世界的にも突出した水準
が続くなかで，このたびのコロナショックへの
危機対応は，今後のマクロ環境に大きな変化を
及ぼします。一層厳しさを増す国債管理政策で
は，どのような検討がなされてますでしょうか。
新型コロナウイルス感染症に約２３４兆円（対
GDP４２％）の財政措置を行っており，雇用支
援，企業支援，家計支援を行う上で必要な資金
ですが，この資金調達を新規国債の発行で賄な
わざるを得ないなかで，国債管理政策の視点か
ら景気の見通しの大幅な悪化はリスクプレミア
ムの上昇につながりますし，名目金利との関連
が強い物価の動向やその不確実性にも注意を払
う必要があります。従いまして，国債管理コス
ト・リスクという視点から，今後の国債管理の
対応についてはどのような検討がなされてます
でしょうか。

〔経済社会の構造変化による多様な働き方と公
平な課税〕
２つ目は，経済社会の構造変化による多様な
働き方と公平な課税からの質問になります。昨
今の新型コロナウイルス感染症で，社会システ
ムや働き方が多様化するなかで，公平で中立的
な税制の構築と格差の固定化防止の観点から，
今後の税制改革では，どのように検討がなされ
ていますでしょうか。２０１０年以降，女性・高齢
者の非正規雇用やフリーランスの増加によって
働き方が多様化するなかで，働き方や収入の稼
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得方法に応じて所得計算が異なったり，拠出・
運用・給付段階で年金課税の取り扱いが異なる
現行の税制度は，働き方の多様化を妨げぬ公平
な税制のあり方が問われています。そこに，昨
今の新型コロナウイルス感染症防止による社会
的距離拡大戦略は，コンピュータネットワーク
を中心としたデジタル産業や，在宅勤務を可能
とする産業は成長し，対面を中心する産業は逆
に雇用も所得も減少し，需給の乖離が生じるな
かで，働き方は一層多様化し，正規と非正規の
雇用形態およびデジタル化と非デジタル化の産
業構造間で，ダイバーシティな格差なども生じ
ています。新型コロナウイルス感染症によって
財政状況が厳しくなるなかで，経済構造の転換
及び好循環を目指し応能負担を踏まえた安定財
源の確保に向け，社会システムや働き方の多様
化を踏まえた公平で中立的な税制の構築と格差
の固定化防止の観点から，どのように検討がな
されていますでしょうか。

〔成長経済を目指した繰越欠損金のあり方〕
３つ目は，成長経済を目指した繰越欠損金の
あり方からの質問になります。新型コロナウイ
ルス感染症により，多くの事業者が赤字決算と
なり，企業の設備投資においても，２０２０年第２
四半期および第３四半期連続でマイナスとなり，
将来に向けた企業の投資を後押しする必要性が
指摘されています。そこで，繰越欠損金の控除
に対して，２０２１年度税制改正では，時限措置と
して，事業再構築・再編等に向けた投資を行う
赤字企業の繰越欠損金に，最大５年間で繰越控
除上限を最大１００％とする特例を創設しており
ます。現行法令上，欠損金の繰戻し還付制度は，
中小企業者や解散の事実が生じた場合の一定の
対象を除き，その適用が停止されていますが，
新型コロナウイルス感染症の影響拡大によって，
当該制度の適用対象を拡大する意義は大きいと
考えられます。なお，米国のCARES法では２０１８
年から２０２０年の間に開始した事業年度に５年間
の繰戻しを認める措置が講じられ，英国の予算

案でも２０２２年４月１日までの２年間に終了する
事業に生じた一定の欠損金に，繰戻し期間を１
年から３年に拡大する案が示されています。新
型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済
的な影響が今後も広範に及ぶなかで，企業の短
期的な経済活動への影響の緩和と今後の成長へ
の投資を促すために，企業における資金繰りの
改善と負担軽減の観点から，どのような検討が
なされていますでしょうか。

〔資産課税における税負担の格差〕
４つ目は税負担の格差の解消を目指した資産
課税からの質問となります。高齢世代の資産偏
在によって資産の有効活用が妨げられるなかで，
経済活性化を目指した若年世代の資産移転の実
現に繋がる相続税および贈与税等の資産課税の
構築は重要になります。したがいまして，相続
時精算課税と暦年課税の選択による税負担の格
差，執行面への配慮，時限措置からの検討が必
要かと思いますので，これらの点からご質問を
いたします。まずは，相続時精算課税と暦年課
税の選択性による税負担の格差の質問です。ご
説明にありましたように，相続時精算課税制度
を選択すれば，それ以降の贈与は相続時に相続
財産に合算して課税されますため，財産移転時
期を問わず，相続税の負担が一定となります。
しかしながら，暦年課税との選択性であること
から，制度が選択されなければ贈与は累積され
ず，相続財産が合算されません。諸外国のよう
に生前贈与を累積して課税することで税負担を
一定とし，資産の移転事業の中立性を担保した
整備が重要になりますが，この点はどのような
検討がなされていますでしょうか。つぎに，執
行面への配慮です。生前贈与の税務当局への申
告方法，資産の累積状況の把握，申告漏れがあ
った際の対応等，実際の制度の執行では，納税
者及び税務当局に過度な負担とならない制度が
必要となりますが，この点についてはいかがで
しょうか。さらに，時限措置への対応です。贈
与税非課税措置は経済の活性化という目的から
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適用期限が延長され，限度額の範囲内であれば
税負担がない制度です。当該制度が利用できる
高資産者とそうではない資産者で格差の固定化
を助長する恐れがあります。経済的な点から時
限措置を行うのであるならば，こうした問題点
を考慮してもなお，公益性の観点から措置する
だけの政策効果があるかを示すことが重要にな
ります。時限措置への対応については，どのよ
うな検討がなされていますでしょうか。

〔適正で公平な課税と給付を目指したデジタル
化〕
５つ目は，適正で公平な課税と給付を目指し
たデジタル化の質問です。納税環境のデジタル
化はもはや一部の大企業の経営効率化だけでは
なく，中小・零細企業者の省力化や生産性の向
上をはじめ，高齢者を含めた個人事業者，納税
者の利便性向上からも進めていくべき状況です。
なかでも，所得情報は適正で公平な課税の実現
に加え，社会保障をはじめ，所得の申告は様々
な制度に活用されます。昨今の新型コロナウイ
ルス感染症におきましても，持続化給付金への
支援で活用されています。質問としましては，
国税関係帳簿書類の保存，電子化に関する制度
につきまして，電子的記録により保存するため
の適用要件，利便性向上，保存義務者の負担軽
減の観点から所要の見直しは具体的にどのよう
な検討がされていますでしょうか。また，本来
軽微であるべきである流通税としましても，高
い税率の印紙税について預貯金通帳等のように，
印紙税の非課税措置などがありますが，円滑な
金融取引を進める上で印紙税の軽減，簡素化に
ついてはどのような検討がなされていますでし
ょうか。以上の視点からご教授いただけたらと
思います。私の方からは以上となります。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） それでは，引き続きまして，平野副
会長からの質問，ご意見をお願いしたいと思い
ます。

―――――――――――――――――――――

（平野） ご紹介いただきました平野でござい
ます。先ほど住澤局長には現在のわが国が直面
している幾つかの重要なテーマについて，特に
諸外国との比較なども含めて，わかりやすくご
説明いただきました。大変ありがとうございま
した。
私からは，社会保障費拡大への対応，デジタ
ルトランスフォーメーション（DX）とグリー
ントランスフォーメーション（GX）関連，そ
れから，デジタル課税，この３つのテーマでお
話しさせていただきます。

〔社会保障費拡大への対応〕
まず第１点目です。現在の財政悪化の主因は
バブル崩壊後のやや対症療法的な財政出動によ
る経済対策が繰り返されたということと並んで，
少子高齢化に伴う社会保障費の増大にあります。
特に後者は最大の構造的な問題だと言えるでし
ょう。社会保障における根本的な問題は，先ほ
どもご指摘がありましたけれども，受益と負担
のバランスの問題です。消費税の税率が２０１９年
１０月に１０％に引き上げられましたけれども，コ
ロナ禍対策による歳出の大幅な増加によって，
残念ながら，プライマリーバランスの２０２５年度
黒字化目標達成は一段と難しいことになったと
言わざるを得ません。楽観的な成長シナリオを
置くことで抜本的な改革を先延ばしするという
ことがないように，現実を踏まえた歳出歳入改
革を進めていかなければならないと思います。
その上でこれからの税制を考えると，今後も
増え続けるだろう社会保障費に備える上で，税
収が安定的で，国民全体が広く負担する消費税
を最も重要な基幹税として拡充していかなけれ
ばならないのではないかと思います。国民すべ
てにとって必須である社会保障，ひいては公共
サービス全体の破綻を防ぐためにも，プライマ
リーバランスの維持をより強く意識し，歳出の
大胆な見直しとともに，所得税や法人税など他
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の税収の不足を消費税が柔軟に補完する枠組み
を目指すべきではないでしょうか。
そのためには景気への影響を慎重に考慮しな
がらも，消費税率をより機動的に，また，柔軟
に調整できる環境を整える，つまり，この問題
に対する国民の理解を深めていく必要があるの
ではないかと思います。例えば一昨年の老後資
金２，０００万円不足問題の提起というのは議論を
随分呼びましたけれども，国民に危機感を醸成
するという効果があったと思います。財政の厳
しい現実と消費税の重要性をわかりやすく国民
に示して，国民が議論を尽くす機会を継続的に
作っていっていただきたいと思います。いわゆ
るシルバーデモクラシーが改革を阻んでいると
いう現実を踏まえると，特に若い層に対する働
き掛けが重要ではないかと思いますけれども，
いかがでしょうか。

〔経済活性化のための税制〕
２点目は経済活性化のための税制という観点
です。DXと GXは現政権の成長の柱です。こ
れはグローバルかつ不可逆的な流れであって，
次期政権以降においても変わることはないと思
います。しかし，これらを実現するためには，
多くの場合リスクを伴う大規模な投資を必要と
し，また，わが国の産業構造を大きく変化させ，
その結果として中長期的には大規模な労働力の
シフトが起こってくるだろうと思います。そこ
で３つのことについてお願い並びにお伺いした
いことがあります。

〔イノベーションを促すための税制〕
１つ目は，これらDXと GXのイノベーショ
ンを促すための税制です。具体的な税制として
は研究開発やビジネスの展開を促すため，既に
導入されている研究開発促進税制，DX投資促
進税制の維持強化が最も重要だと思っておりま
す。その恒久化，それから，適用要件や手続き
の簡素化をぜひご検討いただきたいと思います。
これと並行して既存の租税特別措置については

環境変化に応じてゼロベースで見直す。すなわ
ちスクラップアンドビルドの徹底も財政健全化
観点からやっていくべきだと思います。

〔カーボンプライシング〕
２つ目は，カーボンプライシングです。２０５０
年のカーボンニュートラリティの実現は極めて
困難なタスクであり，政策を総動員する必要が
あると思っています。そうした中でカーボンプ
ライシングを巡る議論が最近活発化してきまし
た。産業界においても社内でのカーボンプライ
シング，いわゆるインターナルプライシングを
導入するケースが増えています。日本では１１８
社，世界第２位とされています。それだけカー
ボンプライシングという形で市場メカニズムを
活用するということ自体は有用であり，コンセ
ンサスができていると思います。ただ，長期的
な経済成長を阻害しない形でカーボンニュート
ラリティを実現するために，カーボンプライシ
ングの主要３類型，すなわち排出量取引，つま
り国内でのキャップ・アンド・トレード，それ
から２国間でのクレジット制度，最後に炭素税
についてそれぞれの制度をどう設計して組み合
わせるかということには合意が得られていない
というのが現状です。この場でこの問題を詳し
く論じる時間はないのですけれども，私自身は，
国や各部門，産業セクターごとに予想される技
術革新のスピード，或いは国際競争力を考慮し
つつ，一定の時間軸の中で脱炭素に向けたロー
ドマップを策定して，各段階に即したカーボン
プライシングも活用して，一方ではディスイン
センティブによる各主体の行動変容を促すとと
もに，他方で，そこで得られる政府収入を適切
な分野に再配分する仕組みを構築することがと
ても重要と考えます。
具体的には，例えば，CO２多排出型の産業に
は排出量取引，このうち電力のようにカーボン
リンケージが起こらない分野には有償枠を付与
する一方で，例えば鉄鋼のようにカーボンリン
ケージが起こり得る分野には当面無償枠を割り
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当てる。その他の分野では温対税とか，エネル
ギー関係諸税などの複雑な仕組みを整理しなが
ら炭素税に集約し，得られた税収を先ほど申し
上げたように多CO２排出型産業における技術開
発，或いは実装支援，そして，低所得者層の負
担増への補填に充当するといった方法があり得
るのではないかと思っているのですが，特に，
炭素税のあり方，非常に複雑になっている温対
税やエネルギー関連諸税をCO２排出量ベースの
炭素税に集約化していくことについてのお考え
をお聞かせいただきたいと思います。

〔労働力の縮小をどう実現するか〕
３つ目は，DX・GXの進展に伴い，労働生
産性をどう向上させるかという点です。この問
題はいわゆる失業なき労働力移動という言葉が
象徴するように，雇用の安定性確保という面も
ありますが，企業，産業の新陳代謝が進む中で
人材の潜在能力を引き出して社会を活性化する
という意味でとても大事です。経済界でも，リ
カレント教育ですとか，事業をマッチングさせ
る仕組みづくり，さらには雇用システムの改革
などによって労働力の流動化を図る努力を進め
ているところですが，税制面での工夫がもしあ
ればお聞かせいただきたいと思います。
以上，経済活性化のための税制の観点からお
伺いしたい３つのことになります。

〔デジタル課税とミニマムタックス〕
次に，大きなテーマに戻りますが，第３点目
として，先ほどもお話がありましたけれども，
このたび大枠合意が成立したOECDにおける
デジタル課税です。第１の柱として，GAFA
に代表される大規模多国籍企業の収益に対する
課税権の市場国への再配分，それから，第２の
柱として，法人税率の引き下げ競争に歯止めを
かけるということで，この２つの柱が大枠で合
意されたわけです。ただ，まだ各国の利害対立
が予想されているということで，それぞれ懸念
がございます。

まず第１の柱に関してですが，企業所在国と
市場国の間の課税権の配分割合の詳細について，
結局のところお互いに，十分には妥協ができず，
既存のデジタルサービスタックスが残ったり，
新たに制定されたりということによって企業が
二重課税に悩むことになるのではないかという
のが１つ目です。
それから，第２の柱に関しては，経済特区な
ど税の優遇による企業誘致に積極的な国など，
合意を留保する国に進出している場合に，予見
可能な安定的な課税が行われるかという点です
とか，法人税の表面税率は最低１５％の制限税率
を上回るけれども，優遇税制などを入れると実
効税率は下回るという場合には税の計算も非常
に複雑化するということで，企業の納税負荷が
大きくなるのではないかと懸念しております。
こうした点についてはどのようにお考えになっ
ておられるのかということをお伺いできればと
思っております。
以上，よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 大変重い内容のご質問，ご意見だっ
たと思いますけれども，住澤局長，現時点での
お考えをお示しいただければありがたく思いま
す。よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

（住澤） ご質問，ご意見ありがとうございま
す。いずれも貴重なご指摘であり，大変勉強に
なるところも多かったと思います。時間の限り
もありますので，簡単にかいつまんでお答えを
させていただきますので，お許しください。

〔国債管理政策について〕
まず足立先生のご質問，ご指摘についてです。
国債管理政策は現状どのような検討が行われて
いるのかということですが，今般のコロナ対応
に伴う国債の増発によりまして，何といっても
特徴的なのは，国債発行額に占める短期国債の
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発行額が市中発行総額の４割程度まで増加をし
ているということでありまして，これまでにな
かった状態になっております。もちろん短期国
債と申しましても，来年度に償還期限がやって
きて，そこで全てを現金償還するということで
はなく，数十年にわたって償還をしていきます
が，来年度も含め今後借り換えを繰り返してい
く必要がありますので，金利変動に対して非常
に脆弱な調達構造になっているということです。
こういった中において危機的な事態に対応する
上ではやはり何といっても財政構造を健全化し
ていくということが最大の課題ですし，国債管
理政策の面では短期国債の減額と借換債の抑制
を何とかやりくりをしてやっていくというのが
現状の考え方になっております。

〔働き方の多様化を踏まえた税制改革上の課
題〕
次に働き方の多様化を踏まえた税制改革上の
課題ということです。ご説明の中でも触れさせ
ていただきました給与所得控除，基礎控除など
の見直しが昨年から実施されているわけですが，
こういった見直しもそういった働き方の多様化
への対応の一環ですし，また，私的年金税制の
見直しもこういった方向でさらに取り組んでい
きたいと考えております。

〔繰越欠損金を中心とした現在の企業活動への
対策〕
それから，繰越欠損金を中心とした現在の企
業活動への対策ということです。ご指摘にあり
ましたように，昨年末の税制改正におきまして
大企業につきましても，コロナ禍の状況でこの
２年間ぐらいのうちに発生した欠損金につきま
しては，一定の産業競争力強化法における計画
の認定を受けることが要件になっておりますが，
前向きの投資を行っていただく範囲内で最大５
年間，所得の１００％まで繰越欠損の活用可能と
するという措置を講じさせていただいておりま
す。

〔繰戻還付について〕
また，繰戻還付の点についてもご指摘があり
ました。従来繰戻還付につきましては中小企業
のみを対象とする制度ということになっており
ましたが，今回のコロナ禍における対応としま
して，資本金１０億円までのいわゆる中堅企業に
ついても繰戻還付の対象とするといった措置を
時限的に講じさせていただいているところです。
こういったものも活用していただければと考え
ているところです。

〔相続税・贈与税の見直し〕
それから，相続税・贈与税の見直しについて
ですが，相続時精算課税制度についてもご紹介
いただきまして大変ありがとうございます。こ
の制度は選択制ということもあって，あまり活
用が進んでいないということがあります。わが
国の場合，法定相続分課税方式という非常に特
徴的な制度を取っておりますので，一体的な課
税がなされているアメリカやドイツ，フランス
のように，遺産課税方式なのか，遺産取得課税
方式なのかというのが非常にはっきりとしてい
る国に比べますと，一体的な課税をする上での
理論的，或いは実務的な困難というのは非常に
大きいということで，相続時精算課税制度のよ
うな選択制の制度が入っているというのが現在
の状況です。これをどのように見直していくか
という点につきましては，今後，政府税調等の
場におきまして理論的な面，実務的な面，両方
がありますので，十分なご議論をしていただき
たいと考えているのが現状です。

〔教育資金等の非課税措置〕
また，教育資金等の非課税措置については与
党の税制調査会や政府の税制調査会におきまし
ても，やはり格差の固定化につながりかねない
面があるのではないかというご指摘を数年にわ
たって頂いておりますので，この年末の税制改
正では期限は参りませんが，来年度末の期限到
来に伴いまして，相続税・贈与税のあり方全体
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の検討も踏まえてまたご議論いただければと考
えているところです。

〔電子帳簿保存法の見直し〕
また，電子帳簿保存法の見直しについては先
ほど申し上げたとおりですけれども，個人事業
者の方々の生産性向上という面もありますし，
今回のような危機的な事態が生じた場合の対応
という面でも，さらに電子帳簿保存法の改正に
とどまらず，記帳水準をデジタル環境を活用し
てどう向上させていくか。まさにDXが重要
ですので，今後とも見直しを進めていきたいと
考えております。

〔印紙税について〕
また，印紙税についてのご指摘を頂きました。
印紙税は非常に古い税金ですが，どちらかとい
うとさまざまな経済取引に極めて軽度の負担を
ある程度頂くという格好で，所得税ですとか，
法人税，消費税といった基幹税を補完する役割
を果たしている税金です。現在でも３，０００億円
程度の税収がありますけれども，その役割とい
うのは，なかなかこの税収全体が厳しい状況の
中ではいまだにこの重要な役割を果たしている
と考えておりますが，先般消費税率が８％に引
き上げられました際には領収書ですとか，請負
工事に関する印紙税につきまして若干の軽減措
置を講じたりしてきております。今後ともこの
税体系全体の中で果たしている役割も踏まえな
がら検討していく必要があると考えております。

〔消費税について〕
続きまして，平野副会長からのご指摘とご質
問です。まず消費税に関して非常に重いご指摘
を頂きました。少子高齢化がさらに進展してい
く中で社会保障を支える財源として消費税の役
割はさらに重要になっていくと考えております。
そういった中で特に若い世代の方々への働きか
けが重要であるというご指摘は本当にその通り
だと考えておりまして，先ほど税制等について

の広報についても言及させていただきましたが，
やはり消費税というものが人口減少していく社
会において果たしている役割，特に消費税がな
くて，社会保険料など，或いは所得課税中心に
社会保障を支えていこうとした場合，どうして
も勤労世代に負担が偏ってしまう。或いはグ
ローバル化している中で企業活動の国際競争力
への影響といった面もあります。そういった点
で勤労者層に負担が偏らない，そういった税体
系を構築していく上でも消費税の重要性という
ものを少しでもご理解いただけるように，わか
りやすい広報にも務めていきたいと考えており
ます。

〔イノベーションを促す税制〕
それから，イノベーションを促す税制という
ことで，これは先ほどもご指摘いただきました
が，昨年末の税制改正でDXの促進税制とカー
ボンニュートラルのための税制措置を導入させ
ていただきました。昨年導入したばかりという
ことですので，その適用状況も見ながら，さら
にその必要性について経済産業省などとも相談
をしていきたいと考えております。その際，租
税特別措置はさまざまなものを作ったりしてき
ているわけですけれども，やはり有効性とか必
要性についての検証ということが一層重要にな
ってくると思いますので，その面にも配意して
まいりたいと考えております。

〔カーボンプライシングについて〕
それから，炭素税を中心にカーボンプライシ
ングについてのご指摘がありました。カーボン
プライシング全体の考え方については先ほどお
考えを披瀝していただきまして，私自身も共感
できるところも多々ありましたけれども，炭素
税に限ってお答え申し上げますと，現在，経済
産業省と環境省それぞれにおいてカーボンプラ
イシング全体のあり方について検討していただ
いているということで，この両省間の議論も踏
まえて，税制の場では今後議論を展開していく
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という段階にあります。そういった中でエネル
ギー関連諸税のCO２の排出効果をベースにした
集約化についてどう考えるかという点ですが，
エネルギー関連諸税の中でも揮発油税ですとか，
軽油引取税といった自動車の燃料に対して課税
をされている部分というのは相当の割合を占め
ているわけですけれども，この部分につきまし
てはいわゆる昔の道路財源であったときの暫定
税率の部分が当分の間税率という格好で現在も
維持をされております。その趣旨としては，地
球温暖化対策の観点から税率水準を維持すると
いうことでこれまで来ておりますので，そうい
った中で揮発油税とか，軽油引取税のあり方に
ついて今後議論していく上では温暖化対策の観
点からこの税率をどう考えるか。それを引き下
げるということになってきますと，自動車の分
野における脱炭素化の動きとの関係で矛盾を来
さないかといった点も含めて幅広い議論が必要
になってこようかと考えております。

〔労働力シフトの円滑化〕
また，労働力シフトの円滑化，これは非常に
重要なご指摘だと思います。やはり経済の抱え
ているいろいろな問題の中で労働市場の抱えて
いる問題というのは非常に大きいということで，
先ほど来働き方の多様化に対応した所得税の見
直しということもご説明してまいりましたが，
これはある意味で労働力の移動の円滑化にも資
する見直しになるのではないかと考えておりま
す。また，現在のコロナ禍における対応としま
しては，いわゆる賃金，或いは投資促進税制と
いう税制がありますが，この中で新規採用とか
中途採用を含めて，新たな人材の獲得に重点を
絞る格好で税制の見直しを昨年末行わせていた
だきまして，これも労働移動の円滑化という視
点から講じた措置であるということです。さら
にはその雇用システム改革の動きなどもにらみ
まして，例えば退職金税制における退職所得控
除のあり方などについても検討課題ではあろう
かと考えております。

〔国際課税について〕
最後に国際課税第１の柱，第２の柱について
です。二重課税の防止の必要性ですとか，申告
実務の複雑化を招かないような事務負担への配
慮という点については，これまでもパブリック
コンサルテーションなどの場で経済界からのご
意見を踏まえ，先般７月の大枠合意においても
その必要性が記載されているところです。そう
いった合意も踏まえて，この１０月の最終合意に
向けた作業ですとか，その後の制度化の作業の
中でも十分に二重課税の排除や申告実務負担の
軽減といった点にも配慮した検討を進めていき
たいと考えております。以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 足立様，平野様，何か補足的なご意
見がございますでしょうか。あれば，おっしゃ
っていただいて結構ですが，よろしいですか。
―――――――――――――――――――――

（足立） ございません。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） それでは，ここでいったん国税に関
するお話は終了させていただきまして，続きま
して，地方税財政の現状と課題についてお話を
進めていきたいと思います。稲岡局長からご説
明の方をお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（稲岡） 稲岡でございます。よろしくお願い
いたします。お手元に「地方財政・地方税制の
現状と課題」という資料を事前に配布させてい
ただいておりますが，これに沿ってご説明を申
し上げたいと思います。
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１．総論：地方財政・地方税制の現状
と課題

〔地方財政の果たす役割〕資料❷
まず資料❷をご覧いただきたいと思いますが，

地方財政の果たす役割について記載をしており
ます。左下に歳出決算・最終支出ベースという
資料がありますけれども，防衛費や年金は全額
国が支出をしておりますが，その他の経費は地
方の支出が約５分の３となっており，我が国の
内政を担っているのが地方団体です。

〔地方財政計画の歳出の推移〕資料❸
資料❸は地方財政計画が平成に入ってからど
ういった形で推移してきたかというものですけ
れども，社会保障関係費等の一般行政経費は高
齢化の進行等により一貫して増加をしてきてお
ります。投資的経費は過去３０兆円前後あったも
のが近年減少しておりましたが，防災・減災，
国土強靭化関連事業の増等により，ここのとこ
ろは増加傾向となっています。また，給与関係
経費も減少傾向でありましたが，保健所の人員
体制の強化，児童福祉司の増等により，ここの
ところ横ばいといった状況であり，足元大体
トータルで９０兆円ぐらいとなっています。

〔平成３年度と令和３年度の地方財政計画にお
ける歳入・歳出区分の比較〕資料❹
この３０年間，平成３年度と令和３年度の地方

財政計画の歳入・歳出を比較したものですが，
歳出規模が７０．９兆円から８９．８兆円に大幅に増加
しておりますが，このうち一般行政経費の増が
２７兆円と，社会保障関係費等の増によって大幅
に増加しております。投資的経費は減少してお
りますが，公債費などが増加しているのが歳出
の姿です。
一方，歳入をご覧いただきますと，歳入のう
ちの地方税ですが，３２．７兆円から３８．３兆円と５．７
兆円の増となっています。「消」と書いてある
のは地方消費税であり，これが５．７兆円の増と

なっており，地方消費税の増加が全てというこ
とで，歳出の増に比べて，税収の増は大きくな
いというのが現状です。

〔地方財政の財源不足と借入金残高の状況〕資
料❺
資料❺が足元の地方財政の状況ですが，令和
３年度において１０兆円を超える財源不足が生じ
ており，地方の借入金残高も２００兆円弱で高止
まりをしています。特に地方団体からは，赤字
地方債である臨時財政対策債が増加しているの
を何とかしてほしいと言われております。

〔国・地方の税源配分について〕資料❻
資料❻は国・地方の税源配分ということで，
先ほどもご覧いただいたとおり，歳出ベースで
は国と地方の最終支出は４対６ですが，税収
ベースで見ますと６対４となっております。私
どもはこの乖離をできるだけ埋めて，地方税を
充実していきたいという立場ですが，一方，ご
承知のとおり，国民へのサービス還元に国民の
租税が全く足りていないというのが現下の状況
であり，このことへの対応というのが課題です。

〔国税・地方税の税収内訳（令和３年度地方財
政計画額）〕資料❼
資料❼は国税・地方税の税収内訳の資料です。
先ほど国税において消費税が最大の税収の税目
になったというお話がありましたが，地方にお
きましても，道府県においては地方消費税が一
番多い税目になっています。地方消費税につき
ましてはその２分の１が市町村に交付されてお
りますので，これだけをご覧いただいてもわか
らない部分もありますが，そういった状況です。
また，市町村においては個人住民税と固定資産
税で税収の８割となっており，安定的な税源が
市町村に配分されています。
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〔地方税収（地方財政計画ベース）の推移〕資
料❽
資料❽は地方税収の推移の資料です。令和２
年度の決算見込においては，特別法人事業譲与
税を含めた実質ベースで４１．７兆円，地方税収と
しては４０兆円となっています。

〔令和２年度地方税収入決算見込額（地方財政
計画ベース）〕資料❾
資料❾は令和２年度の決算見込の資料です。
国税は令和２年度が過去最高というお話があり
ましたが，地方税の過去最高は令和元年度とな
っています。特に３月決算法人の税収が国税は
その年度の税収になる一方で，地方税では翌年
度の税収になるという違いもあり，若干国税の
動きと違うところもありますが，国税の状況を
踏まえれば，令和３年度は見込みよりも良くな
るのではないかと期待をしております。

〔新型コロナウイルス感染症に係る地方税の
「徴収猶予の特例」の適用状況（最終集計）〕
資料10
資料10は新型コロナウイルス感染症対策とし
て講じた徴収猶予の特例のうち地方税分の実績
です。

〔主要税目（地方税）の税収の推移〕資料11
資料11は主要税目の税収の推移であり，ご覧
いただくと一目瞭然ですが，法人関係税は景気
の変動に大きく左右されます。一方，固定資産
税，或いは個人住民税，地方消費税は比較的安
定した税収です。

〔人口１人当たりの税収額の指数（令和元年度
決算額）〕資料12
資料12は地方税収の偏在を示したものです。
偏在は一般的に人口１人当たりの税収を，全国
平均を１００とした場合の指数の最大と最小の倍
数で見ております。地方税計で見ますと，１人
当たり税収が最大の東京都と最小の長崎県で

２．４倍ということですが，この中ではやはり地
方法人二税の偏在度が極めて高くなっています。
それから，地方消費税につきましては清算とい
う措置が講じられており，これによって偏在度
が小さくなっています。

〔地方税の充実確保と偏在性が小さく安定的な
地方税体系の構築〕資料13
資料13はこれまでの地方税の充実確保と偏在
性が小さい地方税体系の構築に向けた取り組み
を並べております。偏在があることにより，地
方税の充実を図ると，豊かな団体はより豊かに
なるといった課題がありますので，地方税の充
実確保を図る際には併せて偏在性を縮小する措
置をセットで講じてきたということを示したも
のです。

〔地方税収と人口１人当たりの税収額の指数の
推移〕資料14
資料14は地方税収の主要な税目の推移と偏在
の最大・最小倍率がどうなってきたかを示した
資料です。足元の偏在度は２．３倍ということで，
過去から比べると大きく低下してきています。
以上が税財政の全体的な状況です。

２．各論①：個別地方税制の現状と課
題

資料15からは現状と課題とタイトルはなって
おりますけれども，令和３年度税制改正で措置
した項目についてご紹介を申し上げたいと思い
ます。

⑴ 固定資産税
〔固定資産税の仕組み〕資料17
資料17は固定資産税の仕組みの資料です。固
定資産税は土地，家屋，或いは償却資産の価値
に応じてご負担いただく財産税ですけれども，
その価値を毎年評価するというのは大変な労力
がかかりますので，３年ごとに評価替えを行い，
原則３年間は据え置きをすることとなっており
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ます。また，政策的な特例として小規模住宅用
地ですと６分の１を掛けるといったものがあり
ます。さらに，３年に１度しか評価替えがない
ものですから，地価が上昇局面にあれば，その
影響が３年分影響するということで，そこをな
だらかに上昇させるための措置として負担調整
措置を講じております。これに税率を掛けて，
さらに税額についても，例えば新築住宅ですと
３年間２分の１といった措置を講じているとい
うのが現行の固定資産税です。

〔固定資産税の令和３年度評価替えへの対応〕
資料18
資料18は固定資産税の令和３年度評価替えへ

の対応の資料ですが，具体的には資料19をご覧
いただきたいと思います。

〔固定資産税の課税の仕組み（令和３年度～令
和５年度）〕資料19
負担調整措置についてですが，例えば商業地
ですと，固定資産税評価額は地価公示価格の７
割を目途に評価をするというものですが，課税
標準額はさらにその７割を上限とするものです。
また，負担水準と言っておりますけれども，前
年度課税標準額の当該年度の評価額に占める割
合が６割を下回っているところ，すなわち地価
が上がっているところは評価額の５％ずつをな
だらかに上げていくといった措置を継続するこ
ととされました。さらに小規模住宅用地，一般
住宅用地，さらに農地についても，資料に記載
のような，これまで同様の負担調整措置を延長
することになりました。

〔固定資産税に係る令和３年度における特別な
措置（イメージ）〕資料20
資料20ですけれども，令和３年度につきまし
ては新型コロナウイルス感染症の影響等に鑑み，
負担調整措置等によって税額が上昇する場合に
は全て前年度税額に据え置くという措置を特例
的な措置として講じております。これは令和３

年度における特別な措置ですので，令和４年
度，５年度はこれまでと同様の負担調整措置が
講じられるということとなっております。

〔基準年度の下落修正措置〕資料21
資料21は基準年度の下落修正措置の資料です。
土地はいつの時点で評価をするかということで
すが，令和３年度の評価替えについては前年の
２年の１月１日時点で評価をすることになりま
す。これは市町村の事務に要する期間等を踏ま
えてそういったことになっているのですが，そ
れ以降，地価が下落をした場合には市町村が７
月１日時点までの地価の下落を踏まえた評価に
修正をすることができることになっており，令
和３年度評価替えにおきましては，地価が下落
した大半の地域で下落修正措置が講じられてい
ます。

〔令和３年地価公示について〕資料22
資料22が令和３年の地価公示の資料です。令
和３年１月１日時点でどうであったかというこ
とですが，この表は７月１日時点の都道府県地
価調査との共通地点で表したものです。前半と
ありますのが，令和２年１月１日から７月１日
までの半年間，後半というのが令和２年７月１
日から令和３年１月１日までの地価の変動率と
なっています。ご覧いただいておわかりのとお
り，新型コロナウイルス感染症の拡大が令和２
年の初めであり，その影響で前半の６カ月間は
下落傾向でした。一部大阪圏は後半も若干下落
しておりますけれども，令和２年７月１日から
令和３年１月１日に向けては全国的に見て落ち
着いています。横ばいないしは若干の上昇とい
うことであり，令和３年度評価替えの議論をし
ていた昨年末には，地価は相当下がるのではな
いかというようなお話もあったわけですが，比
較的落ち着いているのが現状です。

〔据置年度の下落修正措置〕資料23
資料23は据置年度の下落修正措置の資料です。
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先ほど申し上げました基準年度の下落修正措置
に加えて，据置年度においても，前年の７月１
日時点の地価を踏まえた下落修正措置が講じら
れており，地価の下落に対してはこれを反映す
るような措置があるというご紹介です。

〔同一市内において評価額と税額の高低が逆転
する不公平な事例〕資料24
資料24は我々が問題意識を持っているもので
すが，先ほど申し上げました商業地につきまし
て６０％から７０％の据え置きゾーンがあることに
より，評価額と税額が逆転するという不公平な
事例が存在します。このあたりは今後何とかし
ていかなければいけない課題だと受け止めてお
ります。

〔令和３年度税制改正大綱（負担調整措置関係
部分抜粋）〕資料25
令和３年度税制改正大綱におきましても，そ
ういった記載がなされております。

⑵ 車体課税
〔車体課税（地方税）の現状〕資料27
資料27から車体課税ですが，自動車の取得，
保有，利用，或いは走行の各段階で税負担を求
めており，黒で囲んでいるところが車体課税と
いうことであり，このうち地方の財源というの
がかなり大きなウエイトを占めているというこ
とを示しております。

〔令和元年度税制改正における車体課税の大幅
見直し（全体像）〕資料28
車体課税につきましては，令和元年度の税制
改正で自動車税の種別割，我々が一般的に自動
車税と呼んでいるものですが，これの恒久的減
税を令和元年１０月１日以降の新車から行ってお
ります。そういった意味では大きな改正が令和
元年度になされています。

〔環境性能割の税率区分の見直し（令和３年度
改正）〕資料29
資料29は，自動車税の環境性能割で，自動車
の取得時に環境性能に応じて負担を求める税で
すが，これにつきましては，令和３年度は新型
コロナウイルス感染症の影響等，さまざまな点
を踏まえ，あまり基準をきつくせず，軽減対象
車等が大きく変化しないような形での見直しを
行っています。

〔環境性能割の臨時的軽減の延長（令和３年度
改正）〕資料30
さらに資料30ですが，これまで消費税引き上
げに伴う需要平準化策として講じてきました臨
時的軽減措置も今年の年末まで延長しています。

〔令和３年度与党税制改正大綱（抄）〕資料31
資料31が令和３年度の与党税制改正大綱です
が，アンダーラインを真ん中より少し上に引い
ておりますけれども，本来は車体課税について
も変革に対応した見直しを早急に行うべきであ
るが，他方でコロナ禍にあることを踏まえれば，
急激な変化は望ましくない，今回の見直しにお
いては猶予期間を設けることとするとされてお
り，令和３年度改正は猶予期間であるという位
置付けです。また，下の方に自動車関係諸税に
ついての今後の検討の留意事項，考慮要素とい
うものが掲げられています。
以上，令和３年度に改正を行った税目を中心
にご説明を申し上げました。

３．各論②：地方税務手続の電子化

〔ICT化の進展に対応した主な施策（地方税）〕
資料33
資料33からは地方税務手続の電子化ですが，
資料は法人の申告，或いは国税との連携，電子
納税，さまざまな分野において地方税の電子化
を進めてきたという一覧の資料です。
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〔eLTAX（エルタックス）について〕資料34
資料34は eLTAX（エルタックス）ですが，
国税の電子申告納税システムを e―Tax（イー
タックス）と呼んでおりますけれども，地方税
につきましてはそれにローカルの Lを加えて
eLTAXと呼んでおります。法人関係税を中心
とした申告はこの eLTAXを通じて行われてお
りますし，法人関係税を中心として eLTAXに
より納税をすることも可能になっております。
また，従来から国税庁より確定申告のデータを
電子的にいただく国税連携ということを行って
おり，この eLTAXのシステムが地方税の電子
化の基盤となっています。

〔地方税の申告等に係る eLTAX利用率の推
移〕資料35
利用率を資料35に掲げておりますが，法人関
係税が７６～７７％ということで，かなり普及して
きたと思います。また，個人住民税の給与支払
報告書につきましては令和３年１月から，電子
的提出の義務が源泉徴収票を１，０００枚以上提出
するところから１００枚以上提出まで対象範囲が
広がったこともあって，地方税の給与支払報告
書は源泉徴収票と連動しておりますので，５７．２％
と大きく増加をしております。

〔令和３年度税制改正（個人住民税の特別徴収
税額通知の電子化）〕資料36
資料36は個人住民税の特別徴収税額通知の電
子化ということであり，大体５月末ぐらいに１
年間給料からどれぐらい住民税を天引きするか
という紙が職場経由で市町村から送られてくる
と思います。今は紙で提供されておりますけれ
ども，一定の要件を満たした場合にはこれを電
子的に提供するということで，これは企業から
も，特に全国展開しているところからご要望が
あったことに対応したものです。

〔地方税共通納税システムについて〕資料37
〔地方税共通納税システムの実績（地方法人２
税等，個人住民税（特別徴収分））〕資料38
資料37，資料38は地方税共通納税システムの
実績です。

〔個人住民税（利子割等）の電子申告・納入に
ついて【令和３年１０月～】〕資料39
資料39は電子納付の関係です。これまでは法
人関係税が対象でありましたが，金融機関等に
特別徴収をしていただいております個人住民税
の利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申
告・納入がいよいよスタートします。

〔令和３年度税制改正（地方税共通納税システ
ムの対象税目の拡大）〕資料40
さらには令和３年度税制改正で，固定資産税
や自動車税など，いわゆる賦課税目についても
電子納税の取り組みを進めることとされました。
法人関係税等の申告税目の場合はその申告と併
せて，いくらの税額になるので，それを納税す
るということで，申告から納税が一本の流れで
進みます。一方，固定資産税や自動車税は賦課
税目であり，地方団体の方からいくらお納めく
ださいという納税通知書が送られ，これに基づ
いて納付していただくため，申告税目と比べて
電子化に一手間かかるということで，これまで
検討を進めてまいりましたが，一定の目途が立
ちましたので，令和５年度以降の課税分につい
て適用すべく作業を進めているところです。

〔地方税統一QRコードの活用について〕資料
41
さらに資料41ですが，これも金融機関等から
強いご要望があった件です。現在納税通知書と
併せて納付書というものがあり，金融機関の窓
口などにそれらを持って行って，現金を払って
いただいて，その納付書で納付をするというこ
とが多いのですけれども，それを地方団体の方
に情報として提供するとか，この納付書の保管
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とか，読み取りが非常に手間だというお話があ
りました。全銀協さんなどともいろいろとお話
をさせていただいた結果，納付書に統一のQR
コードを付しまして，それに基づいて窓口など
でも納付ができるようにということで，令和５
年度のスタートを目指して，今いろいろな調整
を進めているところです。

〔ICTによる収納手段の多様化〕資料42
最終の資料42ですが，地方税の収納手段の多
様化というのは地方団体の方でも様々努力して
おられまして，最近はスマホでも納付ができる
というところもあり，こういった点についても
引き続き努力をしてまいりたいと考えておりま
す。
私からは以上です。
―――――――――――――――――――――

Ⅴ．地方財政・地方税制の現状と
課題への意見

（岩﨑） 非常に幅広い内容につきまして簡潔
にご説明くださいましてありがとうございまし
た。それでは，これからただ今の稲岡局長のご
説明に対して質問，意見をお願いしたいと思い
ます。まず足立教授からお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（足立） 地方財政・地方税制の現状と課題を
テーマに，幅広い内容を丁寧に教えていただき
ありがとうございます。新型コロナウイルス感
染症による経済の下振れによって，２０２２年度以
降は，地方の税財源の大幅な減少が懸念されま
す。新経済・財政再生計画や地方財政の状況を
踏まえ，東日本大震災の復興財源は別扱いとし，
社会保障関係費の財源や臨時財政対策債の償還
財源に加え，地方は，一般財源総額実質同水準
ルールのもと，新型コロナ感染拡大防止対策，
地方創生・人口減少対策，地域経済の活性化・
雇用対策，人づくり，国土強靱化のための防災・

減災事業，デジタルに係る事業費および財源の
確保が求められております。このような背景を
踏まえ，総論であります地方財政・地方税の現
状と，各論であります個別地方税制から，意見・
質問させていただけたらと思います。

〔社会保障関係費等への地方交付税の確保〕
１つ目には，社会保障関係費等への地方交付
税の確保についての意見です。２０２０年１２月策定
の全世代型社会保障改革の方針を踏まえ，社会
保障関係費は国だけでなく地方でも増加してお
り，その増分を適切に，地方財政計画の歳出に
計上することが必要になります。たしかにこれ
らの財源確保として，２０１９年消費税・地方消費
税率の８％から１０％の引き上げ分と地方交付税
原資分を含め約３割が，地方の社会保障財源に
なっております。しかしながら，地方財政計画
が全体として抑制基調のなかで，財政需要は高
まっております。２０１８年度の地方財政計画で，
公共施設等の老朽化対策の対象事業の拡充およ
び増額や社会保障関係の地方単独事業費増への
歳出が確保され，２０２０年度には地域社会再生事
業費が創設されました。だが，これらの財源だ
けでは充分とは言い難く，給与関係経費や投資
的経費の削減で吸収したり，歳出特別枠で確保
しています。昨今の新型コロナウイルス感染症
による保健師の増員です。かつて，東日本大震
災の被災自治体から，保健師の派遣要望が寄せ
られ，保健師の確保が課題となり，地方交付税
による措置人数が実人員数を上回りその解消が
難しかった経緯があります。今回の新型コロナ
ウイルスにおいても同様の課題があります。以
上のことから，地方が国の法令等により義務的
に実施する事業や住民生活に関わる必要な地方
単独事業の財政需要は，地方財政計画への措置
が求められますが，このような地方の財政需要
に対して，地方が負担を転嫁するような制度改
正を行わぬよう，地方財政計画に的確に反映が
必要になります。
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〔税の公平性と固定資産税〕
２つ目は固定資産税からの質問になります。
固定資産税は，土地・建物の所有者の収益とは
関係なく，課されます外形標準課税であるため
に，新型コロナウイルス感染症によって経営が
悪化した都市部の商業施設や土地を所有する企
業への負担増になることから，２０２１年の税制改
正では，全ての土地の税額が前年度の税額に据
え置き，現行の負担措置の仕組みを継続するこ
ととなっております。この課税標準と税率で決
まります固定資産税の仕組みですが，負担調整
と特例率による課税負担で調整しますため，異
なる用途の地目で税負担に不均衡が生じ，納税
者にとって不公平を招く恐れがあります。この
点については固定資産税の公平性から，どのよ
うな検討がなされていますでしょうか。また，
特例措置には不透明性の課題があります。高度
経済成長期からバブル期にかけて，土地資産額
はGDPを上回って上昇し地価の水準が高まる
なかで，固定資産税に反映しますと納税者に多
大な負担に繋がりかねないため，急激な上昇の
緩和と絶対水準の一定の抑制のため，負担調整
措置，住宅地に関する課税標準圧縮の特例，公
示地価の７割評価額によって，固定資産税は地
価に必ずしも連動しておりません。固定資産税
の負担を一定の水準を迎えるための特例措置を
続けますと，固定資産税は実際の地価との乖離
が生じます。将来高まる財政需要に負担調整に
よる対応では限りがありますため，今後は税率
による調整が考えられます。そこで，高まる財
政需要を見据え，固定資産税と地価との乖離や
固定資産税の不透明性については，どのように
検討がなされていますでしょうか。さらに，固
定資産税が応益課税に基づくのであれば，地方
自治体のサービス格差と固定資産税の負担水準
（前年度課税標準額÷当該年度の評価額）の格
差は等しいことが適正になりますが，負担調整
の均衡化と適正化については，どのように検討
がなされていますでしょうか。

〔税の簡素化と自動車関係税〕
３つ目は自動車関係税の質問になります。自
動車関係税は車種，用途に応じて税負担に格差
が存在し，そこに近年の世界的な脱炭素を背景
にエネルギーや環境の幅広い分野と関係し，税
収も国，都道府県，市町村に配分され，柔軟な
税体系の構築が問われています。したがまして，
自動車関係税における税制の簡素化が求められ
ています。自動車関係税は車種ごとに取得時に
自動車税が価格に応じて課税され，保有時には
排気量に応じて自動車税が，車検時には重量に
応じて自動車重量税が課税され，走行時は数量
に応じて揮発油税と地方揮発油税が課税され，
そこに特例措置が入ります。同一の税目に車種，
用途に応じて税負担格差が生じますが，税の簡
素化を目指した税制度の構築を目指して，どの
ような検討がなされていますでしょうか。また，
環境変化に応じた現行税制度のあり方も問われ
ています。現行の自動車関係税は車の保有を前
提としていますが，遊休資産の有効活用である
カーシェアリングは資産の所有と利用を分離し
ています。つまり，カーシェアリングが普及す
るほど，共同利用によって資産の稼働率は高ま
りますが，逆に車の保有台数は減少し，税収は
下がります。次世代自動車も同様です。自動車
関係税は中長期的に先細りする事態になりかね
ず，環境変化に応じた現行税制の見直しはどの
ように検討がなされていますでしょうか。さら
に，逆進性の問題です。環境性能の低い自動車
を保有し，重い税負担を担うのは担税力が小さ
い低所得者で，逆進性の問題が生じかねません
が，この点についてはどのようにお考えでしょ
うか。

〔外形標準課税の適用対象法人〕
４つ目は，地方法人課税についての質問です。
財政赤字を背景に地方交付税原資分を含め，約
６割の地方自治体の財源となる法人課税は現在
新型コロナで減収はやむを得ませんが，将来的
には地方の重要な財源として税源の帰属の適正
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化を図ることが重要になります。そこで，法人
課税に関します外形標準課税についての質問で
す。法人課税は課税ベースを拡大しつつ，税率
の引き下げを軸に，法人実効税率の引き下げ，
大法人への外形標準課税の課税ベースの拡大，
中堅企業への負担変動への軽減措置が講じられ
てきましたが，外形標準課税の適用対象法人に
ついては，今後どのように検討なさいますでし
ょうか。また，法人事業税の分割基準のあり方
も問われています。IT化の進展によって社会
情勢の変化に加え，企業の法人形態，取引形態，
事業活動が変わる中で現在の実態を踏まえ，法
人の納税事務負担軽減，簡素化を考慮し，行政
サービスの受益を反映した負担になるよう，法
人事業税の分割基準についてどのような検討が
なされていますでしょうか。さらに，収入金額
課税制度の適切な負担も求められています。
２０２０年の税制改正で電気供給量には付加価値割，
資本割，所得割を組み入れ，収入金額による外
形課税が実施されましたが，ガス供給量は必ず
しもそうではありません。一定の行政サービス
における大規模な発電施設に対して適切な負担
となる課税方式の検討はどのようにお考えでし
ょうか。この点について，ご教授いただけませ
んでしょうか。以上，私のほうからの意見およ
び質問となります。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 引き続きまして，平野副会長にご意
見，ご質問をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（平野） 足立先生からたくさん質問が出まし
たので，私の方は３点ほどお伺いしたいと思い
ます。まずもって，稲岡局長のご説明をお聞き
しまして，地方の行政，それから，財政とさま
ざまな課題があることを改めて認識できました。
ありがとうございました。
お伺いしたい３点ですがまず１つ目は，ちょ
っと大きなテーマですけれども，地方分権社会

の実現に向けての税制のあり方について。それ
から，地方創生，３つ目が徴税と納税のデジタ
ル化についてになります。

〔地方分権社会の実現〕
地方分権社会の実現ということなのですけれ
ども，地方自治体が地域の特性に即した行政
サービスを自分で決めて継続的に提供していく
ということかと思います。そのためには安定し
た財源の確保に加えて，受益者である地域住民
が広くそのコストを負担する応益課税の考え方
をよく理解し，財政規律が確立していく必要が
あるということだと思っています。それから，
もう１つ，先ほどご指摘があった人口集中によ
る大都市圏への財源の偏在に関しても，より偏
在性の低い税の導入であるとか，柔軟な地方税
制の見直しなどの継続的な取り組みによって改
善していく必要があると思っています。
そう考えていくと，やはり国と同様，拡大す
る地域の社会保障費を支える安定した財源とし
ては地方消費税が重要だと思います。それから，
地方の活性化の観点からも必要な子育てである
とか，医療・介護などのサービスを支えていく
ためにも，地方消費税については先ほど申し上
げました国税である消費税のさらなる税率の見
直しと併せて一層の充実を議論していくべきだ
と思います。
また，租研では応益性が低く，かつボラティ
リティが高い，つまり，景気次第で税収が不安
定になりやすい地方法人二税，特に法人住民税
の法人税割と法人事業税の所得割については基
本的に国税化すべきという立場を取っています。
以前，安倍政権下で法人税の引き下げが実現さ
れる前は，学会や経済界から，法人税の内外格
差は主として地方税によるものだということで，
地方法人税がやや目の敵にされているというよ
うなことがあったと思います。
一方で税源の偏在性に対応するためのプール
として国にいったん吸い上げるというのは地方
税制改革が実現するまでの一時的な措置として
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やむを得ないけれども，恒久化は望ましくない
と言った全国知事会の意見もあります。海外の
いわゆる先進国においても地方における法人課
税は全くないか，低い水準にとどまっていると
いうのも事実なのですけれども，地方税制にお
ける法人課税のあり方はそもそもどうあるべき
なのか。このあたりにつきまして，お考えをお
聞かせいただければと思います。

〔地方創生〕
２つ目が地方創生です。わが国が目指す地方
分権の実現というのは，その先に地方の経済の
活性化，雇用拡大，それから，地方行政サービ
スの維持・向上があると思います。内閣府が「ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」で示していま
すが，新型コロナウイルスの感染拡大で期せず
してテレワークが増加して，地方への関心が高
まり，人の流れも少しずつ生まれつつあります。
この流れを定着させるため，地域では自主的・
主体的な取り組みもやっておられますが，これ
に加えて，さらに地方へのビジネス，或いは人
の流れを促すような税制のあり方についてのお
考えを伺えればと思います。

〔徴税と納税のデジタル化〕
３つ目は徴税と納税のデジタル化です。先ほ
どお話がありましたが，地方税の行政サイドで
の手続きの効率化と納税側での納税事務の負担
の軽減の観点から eLTAXをプラットフォーム
にして，住民税などの申告と納税が電子化され
ました。これは極めて有益であり，ご説明資料
にもございますが，緩やかながらも利用率が上
昇しているというのは，行政におけるDXの
先行成功事例ではないかと思っております。
今後は，こちらも先ほどご説明がありました
が，源泉徴収義務者である雇用主企業であると
か，或いは取り扱い金融機関を経由しての給与，
利子・配当の源泉税額などの通知，それから，
固定資産税や自動車税など，eLTAXでの手続
き可能な税目を拡大していただく。さらには，

これは全銀協が要望していたのですけれども，
全国統一のQRコードの活用，次々に機能が加
わっていくということで，大変ありがたいと思
っております。単純に金融機関の事務負担が軽
減されるということだけではなくて，一部の試
算によると８，０００億円に上ると言われる自治体
自身の徴税コストの大幅な削減を図っていくと
いう上でも非常に重要なことだと思っておりま
す。
一方で，マイナンバーの活用についてはまだ
課題があると思います。スマホへの搭載である
とか，利用シーンの拡大など，利用者にとって
より使い勝手のいいように改善していくことが
利用率を上げるためには重要だと思います。ま
た，社会政策や税制面で，格差是正のための諸
施策を導入する上でも恐らく今後重要になって
いくのは，所得だけでなく，資産の把握だと思
います。ここに一歩踏み込んでマイナンバーを
活用していくべきではないでしょうか。その関
連で言えば，難しいとは思いますが，すべての
銀行口座に付番を原則化するということも積極
的に検討していくべきではないかと考えており
ますが，いかがでしょうか。以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） それでは，稲岡局長，ただ今のご意
見についてのお考えをお示しください。
―――――――――――――――――――――

（稲岡） まず，足立先生から多岐にわたるご
質問を頂戴し，ありがとうございました。１点
目の社会保障等の財源と地方交付税等の確保に
つきましてはご意見として承りたいと考えてお
ります。

〔負担調整措置や各種特例措置による固定資産
税の公平性・不透明性について〕
負担調整措置や各種特例措置による固定資産
税の公平性についてのお尋ねですが，固定資産
評価基準では地目によって評価額の算定の仕組
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みが異なっておりまして，負担調整措置の内容
も，先ほどの資料であったように，地目によっ
て異なります。住宅用地について面積に応じて
６分の１，３分の１の特例率を設けている他，
商業地等については課税標準額の上限を評価額
の７０％としております。また，農地につきまし
ては商業地等とは異なる負担調整の仕組みとな
っております。地目にかかわらず，全ての土地
の税負担が均衡することが望ましいといった考
えもあろうかと思いますけれども，住宅政策や
土地政策，農業政策といった観点から特例措置
や異なる負担調整措置を講じているところであ
り，地目ごとにそういったものが異なるという
のは必ずしも不公平とは言えないのではないか
と受け止めております。

〔負担調整措置による実際の土地の価格と固定
資産税の乖離について〕
次に，高まる財政需要を見据えた固定資産税
と地価の乖離，固定資産税の公平性についての
お尋ねがありました。固定資産税は基本的には
地価が上がれば税額も上がり，地価が下がれば
税額も下がります。７割評価や負担調整措置を
通じて地価に連動した税負担となる仕組みであ
ると考えております。いずれにしましても固定
資産税は市町村にとって税収の約４割を占める
重要な基幹税であることから，その充実確保に
努めてまいりたいと考えております。

〔固定資産税における均衡化と適正化につい
て〕
次に，固定資産税の最後ですが負担調整の均
衡化と適正化についてお尋ねがありました。固
定資産税は固定資産の保有と市町村が幅広く提
供する行政サービスとの間に存在する受益関係
に着目して課税されているという点はご指摘の
とおりです。一方で，固定資産税は財産税であ
り，その資産価値に応じ税負担が決まる仕組み
となっております。行政サービスとの一般的な
受益関係を課税根拠としているものですが，

個々の土地，家屋が受けている行政サービスの
水準に応じて税負担を求めるといった考え方に
立っているわけではない点についてはご理解を
賜りたいと思います。いずれにしましても税負
担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税
の充実確保の観点から，負担水準のさらなる均
衡化に取り組んでまいりたいと考えております。

〔自動車関係税における税制の簡素化につい
て〕
次に，自動車関係ですが税制の簡素化につい
てのお尋ねがありました。現行税制は多くの税
目が課されていて，複雑であるというご意見が
あることは承知しておりますが，一方，自動車
がCO２の排出や道路損傷等の様々な社会的費用
をもたらすことを踏まえ，取得・保有・走行の
各段階において課税し，全体としてバランスの
取れた税負担を実現していくことが大切である
と考えております。

〔今後の自動車関係諸税の見直しについて〕
次に，今後の自動車関係諸税の見直しについ
てのお尋ねがありました。令和３年度の与党税
制改正大綱では，２０５０年のカーボンニュートラ
ル目標の実現に貢献するものとし，また，自動
運転をはじめとする技術革新の必要性や保有か
ら利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化
の動向などを踏まえ，その課税のあり方につい
て，中長期的な視点に立って検討することとさ
れております。ご指摘のありましたカーシェア
リングや次世代自動車の普及といった点も考慮
要素に含まれており，現時点で具体的な方向性
を有しているわけではありませんが，こうした
観点も踏まえながら，地方の車体課税のあり方
について検討を行ってまいりたいと考えており
ます。

〔環境性能に応じた課税の仕組みの逆進性の問
題について〕
自動車の最後ですが，環境性能に応じた課税
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の仕組みの逆進性の問題についてのご指摘があ
りました。自家用乗用車に対する地方税におけ
る課税を念頭に申し上げますと，自動車税の環
境性能割は価格に応じて，それに税率を掛けて
負担をするということですので，高い価格の自
動車の方が税負担が大きくなっております。自
動車の所有においても排気量に応じた税率設定
となっていることから，排気量が小さく，一般
的に価格の安い車両ほど税負担が小さくなって
おりますので，基本的には負担能力に応じた税
制になっているものと受け止めているところで
す。

〔外形標準課税の適用対象法人のあり方につい
て〕
次に，外形標準課税の適用対象法人のあり方
についてのお尋ねがありました。外形標準課税
については，一般的には努力して利益を上げて
いる企業の税負担が軽減されることから，所得
を増加させるインセンティブになるというご指
摘がある一方で，赤字法人にもご負担いただく
ことから，経済界の方々などから，その適用対
象法人の拡大について慎重なご意見があるもの
と承知しております。こうした中で過去の与党
税制改正大綱においても地域経済，企業経営へ
の影響も踏まえながら，引き続き慎重に検討を
行うとされているところです。様々なご意見を
踏まえつつ，検討をしてまいりたいと考えてお
ります。

〔法人事業税の分割基準の見直しについて〕
また，法人事業税の分割基準の見直しについ
てお尋ねがありました。分割基準は各都道府県
における事業の規模や活動量などに応じて課税
権の調整を行うものであり，法人の事業活動の
規模を適切に反映する観点から，社会経済情勢
や企業の事業活動の変化を踏まえる必要がある
一方，法人の申告事務負担も考慮して，簡素で
明確である必要があると考えております。こう
した観点を踏まえ，税源帰属の一層の適正化を

図る観点から引き続き検討してまいりたいと考
えております。

〔収入金額課税制度について〕
収入金額課税制度についてのお尋ねがありま
した。その中のガス供給業ですけれども，与党
税制改正大綱において検討事項とされており，
税制改正プロセスにおいて今年の年末に議論さ
れることとなると承知しておりますが，大規模
施設を保有し，多大な行政サービスを受益して
いること，地方財政や個々の地方団体の税収に
与える影響などといった観点を踏まえて適切に
対応してまいりたいと考えております。

〔地方税制における法人課税のあり方につい
て〕
続きまして，平野副会長から地方税制におけ
る法人課税のあり方についてのお尋ねがありま
した。ざっくりとしたお答えになりますけれど
も，法人につきましても地方団体の行政サービ
スを受けて事業活動を行っているところであり，
課税根拠として，法人住民税は地域社会の費用
について，その構成員である法人にも個人同様
幅広く負担を求める，それから，法人事業税は
法人が事業活動を行うに当たって都道府県から
の各種の行政サービスを受けていることから，
これに必要な経費を分担すべきである，そうい
ったことを根拠としており，私どもとしては応
益課税としての性格を有した税であって，地方
の基幹税として引き続き重要な役割を担うべき
と考えております。

〔地方創生に対応した税制のあり方について〕
次に，地方創生に対応した税制のあり方につ
いてご指摘がありましたが，この点につきまし
てはご意見として承らせていただきたいと考え
ております。

〔マイナンバーの活用について〕
最後にマイナンバーの活用についてお尋ねが
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ありました。市町村における個人資産の把握に
ついては，現在固定資産税を課税しております
ことから，住民に係る土地や家屋の所有者，価
格などの情報は把握しておりますけれども，預
貯金や株式等の金融資産の価格についての情報
は把握していないというのが現状です。このう
ち固定資産税に係る土地や家屋については，住
所地が課税団体と異なる納税義務者について，
その住所の異動や，死亡の事実を適時に把握し
て，より適正に課税を行うため，固定資産課税
台帳とマイナンバーとの紐付けを進めており，
マイナンバーの活用については地方の現場でも
取り組んでいるところです。お話のありました
預金口座の付番の問題につきましてはご意見と
して承らせていただきたいと感じております。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 足立教授，平野副会長，何か補足的
なご意見がありますでしょうか。
―――――――――――――――――――――

（平野） 今日いろいろと私も勉強させていた
だいたのですが，１つ最後に申し上げておきた
いのは，今日本も世界も大きく変わろうとして
いるわけです。そのためのさまざまな政策の重
点が変わろうとしています。先ほど申し上げた
DXとグリーントランスフォーメーションはそ
の代表例ですけれども，もう１つ，例えば，今
日は言わなかったですが，格差みたいな問題も
ありますよね。もちろん税制に関しては安定性
は極めて重要です。しかし，一方で，その時々
の大きな課題に合わせるような形で税制の見直
しをやっていくという視点をわれわれは常に持
つべきではないかということを感じました。以
上です。

おわりに

（岩﨑） 令和の時代になってからの税財政改

革は，社会経済の大きな変化に対応するための
極めて重要な内容を含んだものであると考えて
おります。そういうなかで，本日は国の税財政
改革の状況につきまして住澤局長から，そして，
地方の税財政の改革の状況について稲岡局長か
ら大変わかりやすく解説をしていただきました。
それはとても有益なことではないかと思ってお
ります。これに対して足立教授，平野副会長か
らとても重要で，かつ重いご指摘がありました。
今後の税財政の改革に盛り込んでいただくこと
ができればとてもありがたいと考えております。
それでは，予定されていました本日の終了時
間になりますので，これで討論会の方は終わり
とさせていただきたいと思います。
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討論会２ ９月１４日㈫・午前

消費税率引き上げ後の
財政と社会保障

（財政経済研究会報告）

●参加者（五十音順）

お茶の水女子大学教授 大森 正博
慶応義塾大学教授 駒村 康平
慶応義塾大学教授 土居 丈朗
一橋大学大学院教授 山重 慎二

司 会 慶応義塾大学教授 小澤 太郎

大森 氏 駒村 氏

小澤 氏（司会）

土居 氏 山重 氏
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はじめに

（小澤） おはようございます。午前中の早い
時間帯からお集まりいただきましてありがとう
ございます。これから司会を務めさせていただ
く小澤でございます。よろしくお願いいたしま
す。
さて，皆さまご承知のとおり，消費税率１０％

への引き上げは，実現までに２度延期されまし
た。ところで，われわれの研究分野の中で行動
経済学という領域がありますが，そのプロスペ
クト理論によれば，人は自ら損失局面に立たさ
れていると感じたときには，過度なリスクを負
うことをいとわない傾向があるということが知
られているのですけれども，その意味では，多
くの有権者は消費税率を引き上げなくても何と
かなるという淡い期待にかけようとする傾向が
強かったということが言えるかもしれません。
そしてまた同じく行動経済学の中で，双曲型割
引モデルというのがございます。人は遠い将来
に対して理性的な判断ができても，いっときの
誘惑に溺れたり，今やるべきことを先送りした
りする傾向があるということが知られているの
ですが，仮にそうであれば，なるべく消費税率
の引き上げを先送りしたくなったとしても不思
議ではありません。ただ，理由はともあれ取り
あえず消費税率は１０％に引き上げられたのだか
ら全く問題がないのかと言いますと，実はそん
なことはとても言える状況にはないというのが
われわれの現状認識でございます。
そこで，消費税率引き上げ後の財政と社会保
障を全体テーマとしまして，夏や年末年始の時
期を除きまして月に１回のペースで研究会を開
催して，財政経済研究会のメンバー間で研究発
表，討論を重ねてまいりました。ただし，２０１９
年１１月１４日の第２回目の会合と２０２０年７月９日
の第８回目の会合に関しましては，外部講師の
先生方をお招きしております。第２回目につき
ましては，東京大学の山口慎太郎先生をお迎え

しまして，「『家族の幸せ』の経済学」について
ご講演頂いております。それから第８回目の会
合では，一橋大学の渡辺智之先生に「経済のデ
ジタル化と国際課税：最近の状況を中心に」と
いうタイトルでお話をしていただいております。
実はその両先生のお話しされた内容につきまし
ては報告書に記載されておりませんので，ここ
で簡単に私が触れたいと思います。
まず，山口先生のご講演ですが，その前半部
分は父親の育児休業取得に関するものでありま
す。制度だけ見れば育休先進国であるわが国の
父親の取得率が，実はわずか５％であるという
ことを指摘されておられ，ノルウェーの先進事
例の紹介の後に，父親の育休取得率を引き上げ
るために，ではどうしたらいいのかに触れてお
られます。もちろん給付金を十分な額にしたり
会社で表彰したりというようなことをするとと
もに，実は育休を取った男性社員がその後も職
場で不利に扱われなかったとの情報を社内で共
有することが本質的に重要であるという指摘が
なされております。「その後」というところが
とても重要だと思うのですが，その他にもカナ
ダのケベック州の話では，育休取得の経験がそ
の後の父親の子育て時間や，家族の時間を増や
す効果を持つということが紹介されております。
それからご講演の後半部分は，保育園におけ
る幼児教育に関わるものです。アメリカで低所
得の黒人家庭の子どもたちを対象に行われたペ
リー幼児教育プロジェクトというのがございま
すが，そのプロジェクトに言及されまして，幼
児教育は将来の高校卒業率，それから大人にな
ってからの就業率を引き上げる，そしてまた生
涯労働所得を増加させる，それから生活保護受
給率を下げる，警察に逮捕される回数を減らす，
こういった効果を併せ持つことが紹介されてい
ます。特に後半の一連の効果というのは，幼児
教育を受けた当人にとどまらず，社会全体に恩
恵をもたらす事から，幼児教育への税金の投入
が正当化されるとの非常に重要な指摘をされて
おられます。
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また，山口先生ご自身が関わった日本におけ
る調査結果についてもお話をされていまして，
保育園通いが子どもの言語発達を促進するだけ
ではなくて，恵まれない家庭の子どもの多動性，
攻撃性を減少させて，行動面を大きく改善する
こと，さらに恵まれない家庭の母親に関しまし
てもしつけの質の向上，それから子育てストレ
スの大幅な減少や，幸福度の大幅な改善が見ら
れたということが示されております。そして，
恵まれない家庭の子どもと母親にとってこうし
た好循環を何とか実現する上で，保育の質を高
く保ちつつ待機児童の解消を図ることが何より
国の政策として望まれると結論付けられており
ます。
次に渡辺先生のご講演に関しましては，今年
の７月９日，１０日にベネチアで開催されたG２０
財務相中央銀行総裁会議で採択されました共同
声明の内容と関わっております。G２０では各国
間の法人税率引き下げ競争に歯止めをかけて，
最低税率を少なくとも１５％とするとともに，従
来の PE（恒久的施設）なくして課税なしの原
則が適用されずに，グローバル収益が２００億ユー
ロ超かつ１０％超の利益率を上げている多国籍企
業に対して，その超過利益部分の２０～３０％を市
場国に配分することが承認されましたが，実は
これらは７月１日にOECD/G２０の「BEPS（税
源浸食と利益移転）包摂的枠組み」が公表した
「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対応
する２つの柱の解決策に関する声明」において
示されたものであります。
ご講演では，まず去年の７月９日時点までの
デジタル化と国際課税を巡る数年間の経緯に触
れた後に，「BEPS 包摂的枠組み」で既に提案
されていた多国籍企業の利益の再配分に関わる
第１の柱（pillar１）の特に利益A（Amount
A）の内容の解説とともに，こうした論点に横
たわる理論的問題の検討がなされています。例
えば市場国の顧客・ユーザーが提供するデー
タ・情報が多国籍企業の利益を増大させている
場合，伝統的 PEに代わって市場国におけるこ

うした持続的で重要な関与をネクサス，これは
課税の根拠となる結び付きを指しますが，ネク
サスと捉えて，その国での売り上げ指標に基づ
いて一定の課税権を認定しようとするのが利益
Aの考え方であるとの見方が明快に示されて
います。そしてそれに加えて，顧客・ユーザー
により提供されるデータ・情報が，無形資産と
して超過利潤の形成に寄与していることが，市
場国の課税権を超過利潤の一部に及ぼす根拠と
なっている点が指摘されております。なおデジ
タルサービス税につきましては，あくまでもデ
ジタル化へのアドホックな対応であるというこ
とで，統一的な国際課税ルールが形成されるま
での個別の暫定的な措置であるとの消極的評価
が与えられています。以上が外部講師の２名の
先生方のご講演の内容を要約したものでござい
ます。
それでは，早速本日の報告に入ってまいりた
いと思います。土居先生，駒村先生，山重先生，
大森先生の順番でお話をしていただきたいと思
っております。それでは，まず土居先生から財
政税制の総論とそれからご自身の各論につきま
してご講演をお願いしたいと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．財政・税制

（土居） 皆さま，おはようございます。慶應
義塾大学の土居でございます。今日は，このよ
うな形で機会を頂きましてありがとうございま
す。私から，まずこの研究会における財政・税
制の分野についてのご説明等ご紹介させていた
だきたいと思います。皆さまのお手元にもお配
りしておりますスライドと同じものをご紹介さ
せていただきます。

はじめに（資料①―２ページ）
まず，この研究会の２つのパートのうちの１
つであります財政・税制パートの方では，５つ
の論文を収録しております。私を含めて５人の
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先生方にこのようなラインナップで研究を発表
していただくことになります。第１節の私のと
ころは後ほどご紹介することにいたしまして，
第２節はMMT（現代貨幣理論）について，最
近いろいろ議論の種になっているわけですが，
これのどこが間違っているのかを中央大学の國
枝先生にご説明いただきました。特に私なりの
言葉で申しますと，MMTというのはこの研究
会に属している経済学者の先生方のメインフ
ィールドを，これを一応おこがましいですが，
主流派と言えば，MMTはだいぶ傍流でありま
して，あたかも異種格闘技戦を挑んできている
みたいに，こちらはプロレスでやっているのに
あちらはボクシングで挑んでくるような理論が
MMTという感じです。租税が貨幣を動かすと
か，財政赤字と同額の貯蓄が自動的に発生する
とかというようなことを根拠に立論しているの
ですが，なかなかそれをもって政府債務を増や
すということを正当化するというのは難しいと
いうことを國枝先生はご説明されました。
それから上智大学の中里先生は，この２０１０年

代における国と地方の財政関係を捉えて評価と
展望をなさいました。特に消費税は，これは国
の消費税だけではなくて地方消費税も併せて増
税されたということで，地方消費税というのは
地域間の偏在が少ないと言われながら，地方交
付税を受けていない東京都により多く税収が入
るという税収格差を実は拡大する面もこれはは
らんでいたということで，その点についてご指

摘されたということであります。
それから，林先生の生活保護の話は後ほど申
し上げるとして，次の節で，青山学院大学の西
川先生が，多数を占める中立的人々の意思決定
について取り上げています。これは原子力発電
所の核廃棄物，これの処理施設を作る自治体，
誘致する自治体でどういう地元の人たちの意見，
極端な賛成・反対ということでなくて中立的な
立場にある人がどのように意思決定していくの
かというところを捉えた論文でありました。

〔被保護者の就労収入の分布〕（資料①―３ペー
ジ）
東京大学の林先生は，生活保護受給者の就労
について考察しています。特に最近，リーマン
ショック後に生活保護受給者が増えているので
すが，元々は自立の助長というものが生活保護
の仕組みだったわけで，就労支援は非常に重要
な位置を占めているのです。けれども，これ以
上稼ぐと生活保護給付がカットされるという境
目となる閾値があるが故に，その手前で就労を
止めているというような現象が，このグラフか
らうかがえることを明示されました。さらに，
この就労支援は工夫が必要だというところをご
指摘されました。

１．日本の税制改革
それでは残り時間で私の部分で，この租税研

資料①－２

資料①－３
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究協会のメインフィールドと言いましょうか，
わが国の税制改革，これまで２０１０年代に行われ
てきたものの回顧と２０２０年代にこれからどうい
うことが期待されるかということを申し上げた
いと思います。

１―１．２０１０年代の回顧
〔２０１０年代に実施された所得税改革〕（資料①―
６ページ）
２０１０年代の税制改革は，皆さまのイメージで
言うと，消費税率が２度上がったということが
やはりどうしてもこれが一番だと思います。け
れども，所得税制もほぼ毎年のように控除の見
直し等が行われてきたということであります。

〔法人税改革〕（資料①―７ページ）
さらには法人税改革では，第２次安倍内閣で

２０１４年度と２０１５年度に法人税率が引き下げられ，
そして地方税であります事業税の外形標準課税
が拡大するということがあり，そして最終的に
は２０１８年の法人税率の引き下げでこの一連の法
人税改革が完結するのですが，その以前に，民
主党政権で菅内閣においても法人税率の引き下
げが行われてきたということは，実は意外と忘
れがちですけれども，この２０１０年代の税制改革
を語る上では欠くことのできないものであった。
ということで，２０１０年代というのはその以前の
２０００年代に比べると消費税，所得税，法人税と

いうこの３つの基幹税を全て何らかの形で変え
たという税制においては非常に意義深い１０年だ
ったと，私は言えるのではないかというふうに
思っております。

〔所得税の実効税率（負担率）〕（資料①―９～
１０ページ）
その間，この自民党総裁選でも少し話題にな
りましたが，所得税はどうだったかというと，
この２０１０年代の初めには，所得税の実効税率を
見ますと１億円をピークにして負担率が下がる
という，これは昭和の時代から有名な，知る人
ぞ知る，累進課税をしていながら必ずしも十分
に超富裕層には累進課税ができていないという
構図，これが以前からあったわけであります。
これが，最終的には２０１０年代が終わるころに

は緩和されました。その緩和された一番大きい
のは，やはり金融所得課税の一体化，譲渡所得
課税の軽減税率の廃止で，それが一番大きく作
用していたと思います。

〔ジニ係数とReynolds―Smolensky index〕（資
料①―１１ページ）
それでいながら最高税率も引き上げましたし，
さらには控除の見直しも多分に行われたという
ことで，ではわが国の所得格差是正にこれらの
一連の所得税改革がどれぐらい寄与したかを私
が共同研究で分析いたしました。ちょうど第２

資料①－７
資料①－６
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次安倍内閣の控除の見直しなどが行われる前の
２０１２年所得で見たときのジニ係数が０．３２４５とい
う数字だったわけですけれども，ちょうど２０２０
年度，これは単に税制改革が行われるだけでな
くて，基礎控除の見直しに伴って所得の額が変
わりますので，それに応じて社会保障の部分も
調整が行われることを経た後のジニ係数で言い

ますと０．３２２３と，確かに下がっている。けれど
も，残念ながらそんなに大きく下がったという
わけではない。確かに格差は是正できているけ
れども，是正の度合いが弱かったというのが
２０１０年代の所得税改革の効果ということだった
のかなと思います。

〔２０１５・２０１６年度法人税改革〕（資料①―１２ペー
ジ）
それから法人税改革。これは先ほども申し上
げたように，法人実効税率を引き下げるととも
に外形標準課税を拡大する等の課税ベースの拡
大が行われました。

〔法人税改革の増減税影響額（平年度ベース）〕
（資料①―１３ページ）
主だったところで税収影響額を見ますと，２
兆円の減税と２兆円の増税でほぼ税収中立です。
最終的にはマイナス１６０億円というところで若
干の減収ということではありますけれども，そ
の課税ベースの拡大の中で最も大きいものが法
人事業税の外形標準の拡大だったということで
あります。

〔収益配分額に占める報酬給与額の割合〕（資
料①―１４ページ）
ただ，これは経済界からも批判がありますが，
資本金１億円超の企業に課税されるのですが，
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報酬給与額といういわば人件費，これが９割以
上を占める企業が外形標準課税の課税対象企業
の半分を占めるという状況の中で，外形標準課
税の拡大が行われたので，あたかも人件費課税
ではないかという批判は以前からありまして，
その点についての影響を見たというところであ
ります。

〔動学的シミュレーション分析の結果⑴〕（資
料①―１５ページ）
私がいたしました動学的シミュレーションの
結果で見ますと，法人税の転嫁の帰着という伝
統的な経済学の問題がありまして，それは法人
税というのはいかにも企業という存在が負担す
るものであって，生身の人間には直接的には負
担が及ばないかのように見えるけれども，実は
従業員だったり株主だったり債権者だったり，

さまざまなステークホルダーが目に見えない形
で法人税を負担しているという話であります。
法人税を減税したということで，その減税の恩
恵は，ややもすると株主と言いましょうか資本
所得に影響が及んで，労働所得には法人税の減
税はほとんど影響は及ばない，恩恵は及ばない
という見方もあるのですが，私の研究で申しま
すと労働所得には８割帰着する。つまりこの減
税の恩恵は８割が労働者に帰属するということ
が，中長期的には言えるということであります。

〔動学的シミュレーション分析の結果⑵〕（資
料①―１６ページ）
これを分解して，先ほどご紹介した事業税，
外形標準課税の拡大と法人実効税率の引き下げ
というものが労働所得にどのように影響を及ぼ
したかを見ますと，法人実効税率の引き下げだ
け行われたとするともっと労働所得に恩恵が及
んだということだけれども，先ほどご紹介した
ように，特に付加価値割が人件費課税に類する
ような性質を持っているという面があるもので
すから，結果的にはそれを減殺する形で，最終
的にはこれら一体としては８割近くが労働者に
及ぶということではあるのですけれども，外形
標準の拡大が一部労働者への恩恵を減殺したと
いうような結果というのが見て取れるというこ
とであります。
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〔消費税増税の厚生分析〕（資料①―１８ページ）
そして最後に，消費税の増税も何らかの形で
分析ができないかということで，これはシミュ
レーション分析ではあるのですけれども，分析
いたしました。増税をすれば当然その経済厚生
は低下するということで，増税をしなければ下
がらないと言えばそうなのですけれども，しか
し同じ税収を得るためにどのような税制改革な
らばこの経済厚生の低下が抑えられるかという
観点が経済学では非常に重要なポイントで，そ
れを測る指標としては公的資金の限界費用
（MCF）を用いるということであります。そ
の指標は，限界的な税率変更が及ぼす税収の変
化額に対する経済厚生の低下，つまり税収が追
加的に１円増えるとどれぐらい経済厚生が下が
るのかという観点で見たのがMCFという指標

であります。
この指標は小さいほど望ましいということに
なります。低下の度合いが小さくなるという意
味です。

〔２０１０年代の税制改革の厚生分析〕（資料①―１９
～２１ページ）
これを私は，先ほどご紹介した２０１０年代の消

費税，所得税，法人税の全ての基幹税の税率変
更を織り込んだ形で分析をいたしましたところ，
結論から申しますと，２０１０年代初頭の税制をそ
のまま存置して２０２０年代までたどり着くという
税制の状況と，先ほどご紹介した２０１０年代の税
制改革を全て実現したとおりのタイミングで行
って，そして２０２０年代に到達するということに
なったときと比較したときに，どちらの方が経
済厚生は良かったか，人々の満足度，効用は高
かったか。それは，２０１０年代初頭の税制をその
まま残すよりも２０１０年代の税制改革を行ったと
きの方が経済厚生は改善したということであり
ます。
どうして改善したのかを簡単にご紹介すると，
法人税率を引き下げて消費税を引き上げること，
これは政治的には企業優遇，消費者冷遇という
ふうに取られるかもしれませんが，経済資源の
配分という観点，効率性の観点から見ますと，
法人税率による租税のゆがみを小さくしている。
消費税は引き上げることによって経済厚生は下
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がりますが，その法人税による租税のゆがみよ
りは小さなゆがみしか消費税の増税はもたらさ
ないということで，プラスマイナスで見るとプ
ラスの方が大きかったということであります。

１―２．２０２０年代の展望
〔２０２０年代に想定される税制改革の厚生比較〕
（資料①―２３ページ）
その発想で２０２０年代の税制を考えたときに，
やはり私は消費税の引き上げはいずれの時期に
かは避けて通れないと思います。そのときに，
早めに行うのがよいのか，できるだけ後回しに
した方がいいのかというところであります。例
えば消費税率を１年遅らせる，２年遅らせる，５
年遅らせるというような形で見たものと，それ
から比較対象として金融所得課税を今２０％の税
率のものを全て２５％に引き上げるというものの

そのそれぞれを，先ほどと同じようなMCFで
比較するという形にしてみたものがこちらでご
ざいます。

〔税制改革後のMCF〕（資料①―２４ページ）
これで見ますと，最初に消費税率を引き上げ
た場合のMCFが０．７５８１と一番上の数字です。
１年遅らせる，第５四半期，２年遅らせる第９
四半期，３年遅らせる第１３四半期ということで，
遅らせるごとにこのMCFは増えている。つま
り経済厚生の低下が大きくなっているというこ
とが言えます。なので，やはりその消費税率を
上げることを遅らせることは，将来の日本経済
にとってもあまりいいことはないということで
す。それから，金融所得課税の税率の引き上げ
は，やはりこれはMCFが大きいということで
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あります。

〔移行過程〕（資料①―２５ページ）
なぜ消費税率の引き上げを遅らせるとよくな
いのかというのをこの図でお示しいたしますと，
もちろん青い折れ線，これはいきなり１年目に
消費税率を引き上げたということですが，５年
間遅らせた赤い折れ線グラフと比較すると，こ
れは消費税を引き上げたときにいきなり消費が
下がるという左上の青い折れ線グラフ，これは
当然その分だけ消費が減るので効用が下がると
いう意味でネガティブな影響があるのです。け
れども，その反面，実は貯蓄がその分なされま
すので，貯蓄が民間資本の蓄積に貢献する。そ
の分だけ生産が上がってGDPが増えるという
のが赤い折れ線グラフになっているのですけれ
ども，その生産の貢献のために労働投入をより
多くしなければならない。労働投入は生産を増
やすという意味ではポジティブな影響ですけれ
ども，家計にとっては労働の不効用が増えると
いうことでネガティブな効果になっていて，経
済厚生を低下させる。最終的に到達する日本経
済はいつ税率を上げても結局は一緒なのですけ
れども，その税率を引き上げるのを早く行うか，
ためらって遅らせるかというそのタイミングの
ずれがもたらす効用の低下というものが，先ほ
どご紹介したような結果に表れていて，消費税
を引き上げたということがいつ引き上げるかと
いう二者択一の選択ということであれば，右下
にありますように，引き上げるのが遅れれば遅
れるほど引き上げたときの経済的な落差が大き
い，GDPの下がり方が大きいということにな
りますので，やはり早めに上げて滑らかに経済
成長していくということが望ましいということ
が言えると思います。

〔２０２０年代の税制改革の展望〕（資料①―２７ペー
ジ）
私からは以上でございます。ありがとうござ
いました。

―――――――――――――――――――――
（小澤） 土居先生，ありがとうございました。
それでは引き続きまして，駒村先生から社会保
障の総論とそれからご自身の各論をお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．社会保障

２．加齢が意思決定に与える影響
（駒村） よろしくお願いいたします。私は，
社会保障の方の取りまとめを担当させていただ
いております。社会保障の方は，今日ご参加の
山重先生と大森先生以外に和泉先生と中野先生
にご参加いただいてます。社会保障の方は社会
保障と税の一体改革で２０２５年に向けての持続可
能なめどはついたとされているものの，引き続
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き，特に新型コロナの下での急激な出生率の低
下が発生していること，それから医療・介護が
引き続き給付が増えているということ，さらに
団塊ジュニア世代がリタイアする２０４０年を視野
に入れると，やはりかなり社会保障の持続可能
性には不安が残っているという状況だと思いま
す。

２―１．進む高齢化
〔世界で上昇する中位年齢（日本は５５歳へ）〕（資
料②―２ページ）
人口動態は，ご案内のとおり引き続き高齢

化が進んでいるわけであります。特に出生率の
低下は近々の課題で，和泉先生，中野先生の両
先生のご報告は，この少子化にどう対応するか
という点を扱っています。消費税１０％との引き
換えに行われた就学前教育・保育の無償化，そ
れから教育の無償化の評価をやられたというこ
とになっております。和泉先生の方は，この無
償化の意義を問い直し，地方財政に与えた影響
と公立施設，私立施設に与えた影響，かなり複
雑な影響を与えているのではないか，それから
中野先生はむしろ高等教育の無償化について低
所得者層に偏っていて中間層へのメリットがな
いのではないかと，こういうお話をしています。
大森先生と山重先生が今日ご参加されておりま
すので，後ほどお話を詳しく聞けるものと思っ
ておりますので，お二人の報告は私はこれ以上
お話しいたしません。
いずれにしても，少子化が加速しておりまし
て，寿命も伸長しております。将来の中位年齢
を並べていってちょうど社会の真ん中に来る年
齢は幾つぐらいになっていくのだろうかという
点を少し図にしてみたものでありますけれども，
今後も，現在は概ね４７歳，４８歳ぐらいのところ
を通過しております。７０年代に入るまでは２０代
だったわけですけれども，日本の中位年齢は４７
歳ぐらいのところを通過している。将来的には
５５歳というところが中位年齢になっていくとい
うことになります。

少し笑い話になりますけども，サザエさんの
波平さんはお幾つの想定になっていたのかとい
うと５４歳という想定ですから，日本の半分，中
位の年齢が皆さん波平さんを超えるという時代
が２０４０年ぐらいに現れます。極めて深刻な高齢
化になるわけですけれども，サザエさんに出て
きた波平さんが今の感覚で言うと何歳なのだろ
うかというと恐らく多くの人に聞くと「７０歳ぐ
らいではないか」というふうにお答えする方が
多いのです。つまり，時代によって，年齢のイ
メージがかなり異なりわけです。社会の変化に
応じてやはり活躍できる年齢を引き上げていか
なければいけないというインプリケーションに
もつながるのではないかと思われます。

〔年間出生数の推移〕（資料②―３ページ）
次に，出生数の動きを少し見たものがこの図
でありますけれども，新型コロナの下でどうも
中位推計の出生数は維持できなくなっている。
今年は，去年を８４万人という年間出生数でした
けれども，どうも婚姻数が急激に減っているの
で，恐らく２０２０年は８０万人前後になるのではな
いか。これは，社会保障のさまざまな給付の制
度が前提にしている中位推計を下回っていて，
ちょうど現在は中位と低位のちょうど中間あた
りを通過しているという状況になってきていま
す。社会に大きな事件があると出生にどのよう
な影響を与えるか。過去に起きたことはその期
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間は出生を控えてその後しばらくたってから取
り返すという取り返し効果が期待されているわ
けですけれども，そういったものが起きるかど
うか，これは現在の現役，若い世代がどのくら
いダメージを受けているのかというのに注視し
ておかないと，自然に戻るという想定を置いて
はいけないと思います。出生数が８０万人を切っ
てくる来年の春ごろにはそういう統計は出てい
来ると思いますけども，非常に重要な問題にな
っていると思います。

〔新型コロナの影響〕（資料②―４ページ）
なお，仮に出生低位のパターンにこの人口が
進んでいった場合どういうことになるのか。数
理部会の報告書は，おととし出ておりますけれ
ど，仮に出生低位のパターンになると，公的年
金の所得代替率は，経済成長が高いケースも含
めていずれのパターンでも全てのパターンで目
標としている所得代替率５０％は維持できないと
いうことになる。これは同じような医療・介護
でも起き得るということになるのではないかと
思います。この金曜日に報道がありましたが，
厚生労働大臣が基礎年金の給付水準の低下を食
い止めなければいけないということで，厚生年
金と基礎年金のマクロ経済スライドの同時終了
を議論しろという指示を事務局に出したという
報道がありました。これは，基礎年金と厚生年
金の財政積立金の調整を行うということを伴う

わけでありますので，次回年金改革の大議論に
なってくると思いますし，国庫負担にも与える
影響が出てきますので，その辺はいろいろ議論
していかなければいけませんけれども，基礎年
金が大幅に下がるということは，これは生活保
護受給者が増えることを意味しますので，基礎
年金の過大な低下は食い止めなければいけない
というふうに私は紹介しています。

〔今後の高齢者数の見通し：７５歳人口の動向〕
（資料②―５ページ）
さて７５歳以上人口に目を向けますと，６５歳以

上の中に占めるさらに７５歳以上の割合，今後は
６５～７４歳の比重は下がっていき，７５歳以上が急
増加するということになり，概ね４，０００万人前
後に接近したところで止まっていくだろうとい
うのが当面の見込みになっています。
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２―２．神経経済学からのアプローチ
〔脳・神経伝達物質・ホルモンが意思決定に与
える影響〕（資料②―６ページ）
その中で私のテーマであります加齢が意思決
定にどういう影響を与えていくのか，高齢社会，
中位年齢が５５歳を超えていく。かつ７５歳以上の
人が増えていく社会というのは，その意思決定
が，そういう人たちの意思決定はどういうふう
になっていくのだろうかということについて，
これは今までにないアプローチかもしれません
けれども，加齢が意思決定に与える影響につい
て研究をしたわけであります。このアプローチ
は神経経済学と言われている脳の構造が意思決
定に与えるというものでありまして，今紹介し
ているのは脳のそれぞれのパーツが，或いは神
経伝達物質が，或いはホルモンが，意思決定に
どういう影響を与えているのかという神経経済
学の蓄積になるわけでありますけれども，当然
ながら加齢になってさまざまな意思決定にノイ
ズが出てくるということがわかってきていると
いうことです。

〔神経経済学からのアプローチ〕（資料②―７
ページ）
この神経経済学，あまり日本ではポピュラー
なテーマではありませんけれども，医療と経済
学がくっついた分野だというふうにご理解いた
だければと思います。行動経済学は心理学の研

究蓄積を使っているわけですけども，その行動
経済学の考えている心理的な部分をさらに掘り
下げて，脳機能からその心理がどう動いている
のかというところまで見ていく。そのことによ
って，加齢が人間の意思決定に与える影響，特
に経済的な活動に与える影響がわかりかけてき
ているということであります。そういったアプ
ローチを使って，高齢者の資産管理の議論をし
ていこうというのが金融ジェロントロジー（金
融老年学）と言われている分野であります。

〔加齢とともに増加する金融資産額とリスク性
資産の割合〕（資料②―８ページ）
平均的には高齢者の方が若い人よりも金融資
産を持っている。これは横軸が年齢，縦軸が平
均の金融資産額ということになりますけれども，
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これを見ていただいてわかるように，若いうち
は当然ながら金融資産はあまり持っていない，
そして高齢期にかけて金融資産を蓄積していく
わけであります。そして平均的に見ると７５歳以
降も高止まりしているということがわかるわけ
です。

〔金融資産の高齢化〕（資料②―９ページ）
ではこういう金融資産の分布を考えたときに，
年齢別の１，９００兆円の金融資産を誰が持ってい
るのかというものを推計したものがこれであり
まして，大体現時点で７５歳以上の方が全金融資
産１，９００兆円の２５％を持っているということが
想定されるわけです。逆に言うと若い世代，５４
歳より若い世代は全金融資産の２８％ぐらいしか
持っていない。実に７割の金融資産が５５歳より
上の世代によって保有されているということに
なるわけであります。

２―３．加齢と資産管理・運用との関係
〔加齢が意思決定に与える影響〕（資料②―１０
ページ）
金融資産をとにかくこれだけ金融資産を高齢
者が持っているわけでありますけれども，人間
の意思決定はそれほど合理的ではなくて，先ほ
ども小澤先生が触れていた行動経済学，カーネ
マンの考え方で，ノーベル経済学賞を受賞対象
の研究の議論でありますが，二重過程モデルと

いう下で合理的な意思決定がシステム２の下で，
直観的・情動的な意思決定がシステム１の下で
とこの２つのシステムによって人間は意思決定
が制御されている。メインは，実は情動的・直
感的なシステム１の方がすぐ動いてそれをシス
テム２が制御しているという構造になるわけで
あります。システム２の方は前頭葉によってコ
ントロールされていますので，加齢によって前
頭葉の機能が落ちてくるとシステム２の制御力
が低下してシステム１の影響が強くなってくる
というのが，この加齢が意思決定に与える影響
のメカニズムということになるわけです。

〔加齢に伴い変化する意思決定〕（資料②―１１
ページ）
実際に，いろいろな要素別に意思決定がどう
変化していくのかというのを見たのがこの図で
あります。横軸が年齢，縦軸がスコア化された
ものですけれども，１～６の意思決定の構成要
素を見たものでありますけれども，サンクスコ
ストというのは損切りということで何か失敗し
たときに「それはこれ以上こだわってもしょう
がないから，諦めよう」という損切りなのです。
この部分は，高齢者は割と得意というふうに言
われていますけども，他方で社会的な規範の遵
守とかリスクへの判断とかフレーミングへの抵
抗力，これは相手の説明によって容易にコント
ロールされやすくなるというような高齢者の特
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性とされています。それから自信過剰も出てく
る。スコアが下がるということは自信過剰にな
りがちだということなので，高齢になると自分
の能力を客観的に見られなくなって誤った判断
をする。自信過剰は，若いところと高齢者で多
い，発生すると言われている部分であります。
これはコロナのリスクに対して各年代層がどの
ように認知しているのかということについても
手掛かりになるのではないかと思います。

〔年齢と金融資産の管理能力の関係〕（資料②―
１２ページ）
こういうふうなパーツから見たときに，これ
はアメリカの神経経済学の研究蓄積ですが，横
軸に年齢，縦軸に借りるときのクレジットカー
ドの金利，ローンの金利を見たものですが，若
いところと高齢者のところで金利が高くなって

いる，つまり資産運用・管理が苦手だというこ
とで高い金利がつけられる。一番低い金利がつ
けられる，つまり一番資産の管理，金融に関す
る判断力が高いのは，恐らくおおむね５０代半ば
前半ぐらいであろうというのがこの神経経済学
等の研究であります。

〔年齢別のMCI 及び認知症の有症率〕（資料②
―１３ページ）
さらに加齢が進んでいくと認知症になってい
くという方も増えてくるわけであります。これ
は東京都健康長寿医療センターの粟田先生の推
計ですけれども，８５歳を超えると実に８０～１００％
の人が認知症かMCI（軽度認知障害）になっ
ているということであります。

〔認知機能の低下とともに低下する金融に関す
る認知機能〕（資料②―１４ページ）
資産の管理能力については緩やかに最初認知
機能が落ちていきますけども，そのうち急激に
認知機能が落ちてきてお金の管理が最初にでき
なくなってくるということがわかってきており
ますので，膨大な金融資産を持ちながら次第に
お金の管理ができなくなってくる。

〔資産管理・運用を巡る年齢の不都合な真実
（不都合な台形）〕（資料②―１５ページ）
この不都合な逆台形の下の部分に若い時期を
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意味していますが，若いうちはあまりお金がそ
もそも少ないし，複雑な資産運用はしない。だ
んだん加齢とともに相続や資産継承や住宅の改
修・リフォーム，有料老人ホームの準備等難し
い議論，意思決定が出てくるわけですけれども，
逆に難しくなってくればなるほど自分の判断能
力が落ちてきている。さらに認知症に至ればそ
もそもお金のことが動かせなくなってしまう。

〔資産の高齢化と金融ジェロントロジーの役
割〕（資料②―１６ページ）
恐らく現時点で認知症の方が保有する金融資
産は１００兆円という金額が想定されている。し
かもこれから高齢化が進むのは都市部である。
団塊世代のお金を持った世代が都市部に住んで
いて，その方の金融資産運用能力が低下してく

る。

〔加齢と資産管理・運用の関係〕（資料②―１７
ページ）
このことによって，日本経済に深刻な影響を
与えてくる。このお金の高齢化，或いはお金の
介護といった問題もこれから重要な問題になっ
てくるのではないかということでございます。
以上，私の報告とさせていただきたいと思い
ます。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
（小澤） 駒村先生，ありがとうございました。
それでは次に，山重先生お願いいたします。
―――――――――――――――――――――
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３．２０２５年以降の社会保障制度の持続可能性
（山重） 私は，２０２５年以降の社会保障制度の
持続可能性に関して研究会で報告させていただ
きましたので，今日はその概要をご紹介させて
いただきたいと思います。

３―１．はじめに（資料③―２ページ））
まず，なぜ２０２５年からなのかということなの
ですけれども，団塊の世代が全員７５歳以上（後
期高齢者）になるのが２０２５年からで，それから
１０～１５年程度ということで２０４０年頃までが社会
保障制度が最も厳しい状況に直面するという時
期だと考えられています。そこで，この時期を
ターゲットとしています。後で見ていただくよ
うに，２０４０年から楽になるというわけでは決し
てなく，その後は２０４０年ごろの厳しさがずっと
続くということなのですが，まずはこの一番厳
しい状況をいかに乗り越えていくかが問題にな
っているということです。
少子高齢化，人口減少，低成長，巨額の公的
債務といった日本の現状を，楽観的ではなく冷
静に考えてみると，現在の日本の社会保障制度，
そして社会というのは持続可能とは思えないと
いうのが私自身の基本的な認識です。持続可能
性を確保するためにはどうしたらいいかに関し
ては，これまで税制と社会保障制度の一体改革
という言葉がよく使われてきました。それ自身
は意味があるのですが，より広範な政策パッ
ケージを考え持続可能性を確保していくことが
重要ではないかと考えています。
特に，これまで財政の問題，社会保障の問題
というのは財政制度の中で考慮されることが多
かったのですが，社会政策が非常に重要になっ
てきているのではないかと思っています。特に
後でお話させていただくように，子育て支援を
含む家族政策，女性の労働参加といった形で出
てくる労働政策，教育政策，そして今回は取り
上げなかったのですが移民政策や地域政策，こ
ういった財政制度とは少し離れたところにある
政策についても一体的に検討することが重要で

はないかと考えています。

３―２．２０２５～２０４０年の社会経済
〔人口動態〕（資料③―３ページ）
基本的なデータを共有させていただきたいと
思います。左側の図は，平安時代ぐらいからの
日本の人口をプロットしたものです。２０世紀中
に極めて速いスピードで日本の人口は成長しま
した。これが２００８年にピークアウトして，１億
２，８００万人だった頂点から，今世紀末にはその
半分以下の６，０００万人を下回るぐらいになるだ
ろうというのが国立社会保障・人口問題研究所
の推計値です。もちろん政府としてはそういう
状況を望んでいるわけではありません。安倍前
首相が総人口は１億人程度に収束することを狙
っているというようなことをおっしゃっていた
と思いますが，現状はそういうふうには見えな
い。どちらかというとこの国立社会保障・人口
問題研究所の推計に近いのではないかという印
象を持っています。
さらに重要なのは，この総人口の推移を示す
線の下に書かれている，高齢化率というラベル
が付いている実線です。これは６５歳以上の人口
が全人口に占める割合を表しているもので，現
在２８％ぐらいです。すでに４分の１を超える日
本人が高齢者層に入っているのですが，これが
２０５０年ごろを目指して４０％に近づいていく。そ
してその後はずっと４０％程度にとどまるだろう
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というのが国立社会保障・人口問題研究所の中
位推計です。特に２０２５～２０４０年ぐらいまで高齢
化率は上昇し続け，２０４０年には高齢化率が３５％
程度になると考えられていますので，まず２０４０
年頃までがかなり厳しい状況になるということ
は，人口動態から察していただけるのではない
かと思います。
右側の図は人口を年齢階層ごとに示したもの
で，２０２５年と２０４０年のところにちょうど点線を
立てて，この期間の人口動態がどうなっている
かを少しハイライトしています。この期間，１５
～６４歳の人口層は急激に減少していく一方で６５
歳以上の人口はまだ絶対数で増えていく。２０４２
年に高齢者数もピークアウトするのですが，実
はその後７５歳以上の人口はさらに少し増えてい
きますので，２０４０年以降安心できるということ
では決してないという印象を持っています。こ
れはいずれも少子化がもたらした現象です。

〔財政〕（資料③―４ページ）
持続可能性の観点から，やはり財政の持続可
能性がやはり気になるところですが，狭い意味
で定義された日本の公的債務も既に２００％を超

えました。最後の大幅な増加はコロナの影響が
大きいと思うのですが，財政はこういう状況で，
大変厳しいということは，既に多くの方がご存
じではないかと思います。

〔社会保障給付（推計）〕（資料③―５ページ）
社会保障に関しては，社会保障審議会で次の
ような図が出されています。これに対して私自
身は非常に関心を持つと同時に疑問を持つこと

の方が多かったので，これに関する分析を中心
に研究会では報告させていただきました。特に
見ていただきたいのが，左の方で２０００～２０１５年
までは社会保障給付費がGDPに占める割合が
１４．８％から２１．６％にまで非常に急速に上がって
いる一方で，２０２５～２０４０年までは２．１～２．２％ポ
イントの上昇で，２０４０年でも２４％ほどにとどま
るだろうという結果です。推計なのか，目標な
のか，計画なのかよくわからないのですけれど
もそういう推計結果が出てきて，本当にこの程
度の増加で大丈夫なのかというのが私自身の問
題意識でした。特にここでは，GDPに占める
割合が２４％ぐらいになるという推計結果，そし
て，後ほど強調する「子ども・子育てのための
支出」がGDPの１．７％程度にとどまるという
見込みになっている点に，注目していただけれ
ばと思います。
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〔社会保障給付費（国際比較）〕（資料③―６ペー
ジ）
この図は先ほどと同じ社会保障給付費のデー
タなのですが，社会保障給付費のGDPに対す
る比率を縦軸に取っています。これは，国際統
計で公的社会支出と呼ばれるものに対応します
ので，国際比較を行いたいと考え，OECD諸
国の公的社会支出のGDP比を縦軸に取り，横
軸に高齢化率つまり６５歳以上の人口が全人口に
占める割合を取りました。これを見ると，日本
を除く多くの国が右上がりの傾きを持つエリア
で表現されるのに対して，日本は突出して右側
に来ています。高齢化が高いにもかかわらず公
的社会支出が非常に抑えられているという国で
すので，一見すると素晴らしい取り組みが行わ
れているような気がしますが，そのゆがみも出
ているのではないかと考えています。さらに興
味深いのは，高齢化率が３５％ほどになる２０４０年
には，社会保障給付費のGDP比率は２４％ぐら
いになるだろうという先ほど見ていただいた政
府の推計結果です。この点も他のOECD諸国
のデータからさらに離れたところにあって，こ
のような推計，計画が現実的なものなのかどう
かが，この国際比較を通じても疑問に感じられ
ます。

〔医療・福祉分野での労働力（推計）〕（資料③
―７ページ）
実際どうやってこのような低い公的支出で抑
えられるかということなのですが，資料を見る
と医療のところがほとんど増えないような形に
なっています。その一方で介護についてはかな
り急速に伸びています。高齢者には，費用が高
い医療から比較的人件費等も安い介護に移動し
てもらって，比較的安い費用で社会保障を賄っ
ていくというイメージを政府は持っているのか
なという印象を持っています。
あとはもう１つ，やはりかなり高い成長率を
予想して，分母となるGDPが大きくなるだろ
うという予想になっています。
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〔子育て支援のための公的支出〕（資料③―８
ページ）
次の図は，各国政府が，GDPの中でどれぐ
らい子育て支援のために使っているかを示して
います。日本については先ほどの図では現在１.
４％程度という数字が出ていたのですが，それ
がこのグラフでも見てとれます。図の左側の
国々を見ると，特に北欧諸国を中心にGDP比
で見てかなり高い公的支出を子育てのために向
けていることがわかります。やはり日本の子育
て支援というのはかなり貧弱だという強い印象
が残ります。

３―３．課題先進国となった本質的問題
〔先送り問題とタダ乗り問題〕（資料③―９ページ）
以上の分析を踏まえて，私は現在の日本には
２つの構造的な問題があると考えています。１
つ目は先送り問題です。日本では失敗するとた
たかれる一方で，成功してもあまり褒めてもら
えないので，失敗を恐れるあまり問題解決を遅
らせようとする傾向があるのではないかと思っ
ています。スライドに見られるように先送りの
例というのが幾つか考えられます。それから，２
つ目にただ乗り問題があります。政府が，公債
を発行し続けるというのも将来世代へのただ乗
り問題と考えることができそうです。政府が安
全・安心を提供するということを言い続ける限
り国民はそれに依存してしまうため，いろいろ

な問題がこのただ乗りで説明できるのではない
かと考えています。

３―４．持続可能性を高めるために何をすべきか
〔保護から強化へ〕（資料③―１０ページ）
これら２つの問題をどうやって解決していく
かに関しては，政府がインセンティブのシステ
ムを強化し，国民に自立を求めるということが
大事だと思います。たとえば，教育・訓練の機
会を充実させるという支援を通じて自立のイン
センティブを与え，タダ乗りしないように自立
してもらうことが有用と考えています。インセ
ンティブとしてはやはり支援が大事だと思いま
すので，これからは保護ではなくて支援を通じ
た国民の強化ということを考えるべきではない
かと考えています。
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〔女性と全体最適〕（資料③―１１ページ）
そのような取り組みの中で，特に重要と思わ
れるのが女性です。これまで女性は日本社会の
中で，或いは日本の文化の中でどちらかという
と養われるべき人と考えられてきたように思い
ます。「被扶養配偶者」という言葉が象徴的だ
と思いますが，立派な大人の女性も，いつのま
にか養われる人になっている。そのような現状
に問題意識を持っている女性も実は一定数いら
っしゃると思うのですが，高齢化がさらに深化
する中で，これからはみんなが社会を支えてい
かなければいけないわけですから，女性も養わ
れる人ではなく，もっともっと自立できるよう
に環境を整えて，自立してもらうことが必要で
はないでしょうか。そして，それによって税収
や社会保険料収入を増加させ，女性扶養のため
の財政負担を軽減していくことが重要ではない
かと思っています。
最後になりますけれども，これらの話を通じ
て理解していただきたいのは，やはり全体を再
設計しなければいけないということです。財政，
社会保障だけを見ても駄目で，制度・政策の一
体的な再設計が重要ではないかという主張をさ
せていただきました。

―――――――――――――――――――――
（小澤） 山重先生，ありがとうございました。
それでは最後に大森先生，よろしくお願いいた

します。
―――――――――――――――――――――

４．COVID―１９への政策対応・・・国際比較の
視点
（大森） 今ご紹介いただきましたお茶の水女
子大学の大森と申します。よろしくお願いいた
します。本日，「COVID―１９への政策対応」と
いうタイトルで，財政経済研究会でお話しした
ことをかいつまんでお話しさせていただきたい
と思っています。
２０１９年１２月に中国の武漢で原因不明の肺炎患
者が発見された後，間もなく新型のコロナウイ
ルスによる感染症（COVID―１９）であるという
ことが明らかになり，瞬く間に世界全体に流行
し，それまで当たり前に行われていた消費，生
産，文化的活動を含む社会的活動が制限され，
国民の生活が大きな影響を受けています。
COVID―１９とは，ここに出ていますようにCo-
rona Virus Disease ２０１９の頭文字を取った略称
であり，日本語では新型コロナ感染症というふ
うに呼ばれています。COVID―１９のウイルスは
変異を繰り返し，感染力を増して人類の脅威に
なってきています。本報告では，COVID―１９の
流行がもたらした問題を経済学の視点から分析
し，望ましい対応策について考察を行おうと思
っております。

４―１．日本におけるCOVID―１９と国際比較
〔COVID―１９とそのもたらす問題〕（資料④―２
ページ）
本日のお話の流れは，お示しのとおりであり
ます。最初に日本と世界の幾つかの国における
COVID―１９の感染状況についてお話しします。
ただし，今日は時間の制約がありますので，皆
さまにお配りした資料の中にグラフをお示しし
ておりますので，それを後で詳しく見ていただ
くことにして，本当にかいつまんで結論的なと
ころだけを申し上げるという形になるかと思い
ます。

資料③－１１
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次に，COVID―１９に対する政策の検討を行い
ます。経済学の視点で，COVID―１９を捉えて，
どのような政策が望ましいのかを，実際に行わ
れている政策を検討しながら考えていきたいと
思っております。

〔COVID―１９とそのもたらす問題－国際比較〕
（資料④―３ページ）
感染の状況について，世界の全ての国を扱う
ことはできませんので，それぞれの地域ごとに
幾つか国を取り上げまして，新規感染者数，新
規死者数，実効再生産数の推移を見て分析を行
いました。

〔人口１００万人当たりの新規感染者数の推移－
アジア〕（資料④―４ページ）
ここに，日本を含むアジアの幾つかの国々，

人口１００万人あたり新規感染者数の推移をお示
ししています。日本の感染の現状に関するグラ
フを見ることはあっても，世界の国々のものを
見る機会はあまりないかもしれません。このグ
ラフでは，日本と韓国・台湾・中国との比較を
行っていますが，実はアジアの中で見ると，日
本は，相対的に人口１００万人あたりの新規感染
者数の水準が高い国であるということが分かり
ます。

〔オセアニア，アメリカ，ヨーロッパ〕（資料
④―５～７ページ）
オセアニアの国々，具体的には，オーストラ
リア，ニュージーランドと比較しても，日本の
人口１００万人あたり新規感染者数の水準は高い
のですが，北米のアメリカ，南米のブラジルと
比較すると，感染の水準は低くなります。ヨー
ロッパの国々のグラフをお示ししていますが，
国が多すぎてよくわかりませんので，ヨーロッ
パの国々を２つに分けて，グラフにしてみまし
た。

〔欧州北部〕（資料④―８ページ）
欧州を北部欧州と南部欧州に分類してみまし
た。日本は北部欧州と比べると，「第５波」の
ところが感染の水準が高いですが，それ以外は
概ね感染の水準は低いことが分かります。

資料④－２

資料④－４

資料④－３
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〔南欧〕（資料④―９ページ）
お示ししているグラフでは，日本と南欧のフ
ランス，イタリア，スペインの感染状況を比較
しています。日本の感染状況は，比較的低水準
であることがわかります。

〔新規感染者数の推移（まとめ）〕（資料④―１０
ページ）
残りのグラフは，実効再生産数，人口１００万
人あたり新規死者数の推移をお示ししています。
簡単にまとめさせていただきますと，日本は，
アジアの韓国，台湾，中国，オセアニアのオー
ストラリア，ニュージーランドといった国々と
比べると，人口１００万人あたり新規感染者数，
死者数等少し高い水準なのですけれど，おおむ
ねヨーロッパ，アメリカ等の国々に比べると水
準が低くなっています。特に２０２０年３月,４月
のいわゆる「第１波」のときは，日本は世界の
国々と比較して，感染を極めて上手にコント
ロールできていることが特徴的です。
後ほど，感染に対する緊急事態宣言等の政策
措置について述べるのですが，感染状況に関す
るグラフを見ると，緊急事態宣言等が出され，

資料④－５ 資料④－８

資料④－９資料④－６

資料④－７
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人々の行動が抑制されると感染が低下する傾向
があることが分かります。日本の緊急事態宣言
のような，人々の行動を抑制する政策を世界の
各国が採用しているのですが，世界の国々の感
染状況に関するグラフを見ても，同様の傾向が
見られます。やはり「人流」と感染には相関が
あるということです。
次に少し急ぎ足になってしまうのですけれど
も，Covid―１９の感染が景気に与えた影響につ
いて見ていきたいと思います。

〔完全失業率の推移〕（資料④―２５ページ）
このグラフは，日本の完全失業率の推移を示
しています。感染が拡大して第１回の緊急事態
宣言が発令された時，いわゆる「三密」を避け
るという「ソーシャルディスタンス政策」を行

った２０２０年４月以降，完全失業率は増加してい
ます。COVID―１９が景気に与えた影響は決して
小さくないということがわかります。

〔完全失業率（年齢階級別）の推移〕（資料④―
２６ページ）
このグラフは，年齢階級別の完全失業率の推
移を示しています。Covid―１９の感染拡大以前
から，若年層の完全失業率は高い傾向がありま
すが，２０２０年４月以降の状況を見ると，若年層
が，他の年齢階層と比較しても，より大きな影
響を受けていることが見て取れます。

〔景気（まとめ）〕（資料④―２７ページ）
「まとめ」をご覧頂いて，次の話題に移りた
いと思います。

資料④－１０

資料④－２６

資料④－２５ 資料④－２７
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４―２．COVID―１９に対する政策
〔COVID―１９と政策⑴〕（資料④―２８ページ）
ここからは，COVID―１９を経済学の視点から
どの様に捉えることができるのかを考え，問題
に対して，どのような施策が必要かを考えてい
きたいと思います。COVID―１９は経済学の概念，
「外部性」として捉えることができます。「外
部性」から発生する問題に対して，消費者，生
産者・企業以外の第三者，政府が政策を発動す
ることが処方せんになります。政策としては，
第一に，外部性を抑制することを挙げることが
できます。具体的には，予防を含めた公衆衛生
サービスが必要になってきます。第二に，感染
症のワクチン・治療薬の開発・生産，それから
病床の確保をはじめ医療供給体制の整備を行う
ことが挙げられます。第三に，感染症の流行に
よる社会経済活動の低下に伴う，景気悪化に対
する政策が必要になります。
さらに，他の先生方のご発表の中でも指摘さ
れておられたと思うのですが，COVID―１９の流
行とともに進展する産業の変化に対応した長期
的な政策が必要になってくると考えております。

〔COVID―１９と政策⑵〕（資料④―２９ページ）
この後は，具体的にはどの様な政策が採られ
たかを見ていきましょう。具体的には，予防サー
ビスとしてのワクチンの接種，マスク着用の促
進，ソーシャルディスタンスの政策を挙げるこ

とができます。ソーシャルディスタンス政策を
推進し，ワクチン接種の予防施策を行うために，
まずは，「感染症法」によってCOVID―１９を二
類感染症相当に指定し，それに対応する検疫，
予防接種，施設の利用抑制，他の対応施策を行
っています。
さらに２０２１年２月には，ソーシャルディスタ
ンス政策を強化するために，「新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法」により，罰則を伴う感
染抑制施策である「新型インフルエンザ等まん
延防止等重点措置」を措置し，さらに「新型イ
ンフルエンザ等緊急事態宣言」を可能にする「新
型インフルエンザ等緊急事態措置」を措置しま
した。

〔ソーシャルディスタンス政策と新規感染者

数〕（資料④―３２～３４ページ）
この後の３枚のスライドは，「緊急事態宣言」，
「まん延等防止重点措置」等がどういうふうに
取られたかを具体的に示しています。

〔COVID―１９と政策⑷〕（資料④―３５ページ）
COVID―１９の流行による景気悪化に対する政
策としては，「特別定額給付金」に見られるよ
うな需要側（消費者サイド）に対する政策も採
られました。その一方で，供給側（生産者サイ
ド）に対する施策として，「持続化給付金」，資
金繰り支援，Go to キャンペーンに見られるよ

資料④－２９

資料④－２８
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うな，行動制限により需要が減少した旅行・外
食等の特定の産業に対する需要創出策が取られ
ています。

〔COVID―１９と政策の評価⑴〕（資料④―３６ペー
ジ）
これらの外部性抑制，感染症対策，景気対策
といったCOVID―１９に対応する政策をどのよ
うに評価することができるのか，考えていきた
いと思います。まず外部性抑制のためのソーシ
ャルディスタンス政策は，外部性をコントロー
ルする，感染を抑制するために一定の効果があ
ると考えます。しかし，「まん延等防止重点措
置」は供給側に対する罰則になっていますが，
本来はソーシャルディスタンスの行動を取って
いない個人に対する罰則であるべきだと，私は
考えています。

〔COVID―１９と政策の評価⑵〕（資料④―３７ペー
ジ）
また，この政策措置の効果は，規制の対象と

資料④－３５資料④－３２

資料④－３６資料④－３３

資料④－３４
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なっているサービスの需要の価格弾力性に依存
します。例えば飲酒を伴う外食が，規制の対象
になっています。需要の価格弾力性が低いとい
うことは，価格が上がっても需要を変化させな
いことを意味します。飲酒を伴う外食は高くて
もどうしても行きたいという方は少なくないで
しょう。この場合，需要の価格弾力性が低いと
いうことになります。価格が上がっても，罰則
金が高くなっても，やはり行きたいという人は
行くという傾向があるのであれば，政策効果に
疑問が残ると思います。

〔COVID―１９と政策の評価⑶〕（資料④―３８ペー
ジ）
現在，ソーシャルディスタンス政策，緊急事
態宣言が継続中ですが，COVID―１９の感染が拡
大した昨年の３月，４月から比べると，だんだ
ん感染抑制効果がなくなっているのではないか
と考えられています。その理由について考えて
みました。
先ほど駒村先生から，神経経済学の観点から
の分析があり得るのではないか，示唆があるの
ではないかというお話がありましたが，経済学
の分析の枠組みで，ゲームの理論による分析が
考えられます。私は「囚人のジレンマ」的状況
にあるのではないかと考えているところです。
以下では，「ゲームの理論」を用いて，現在の
状況を表現してみましょう。

単純化して，社会が個人Aと個人Bだけか
ら成っているというふうに考えます。個人A
と個人Bに「外出しない」と「外出する」と
いう行動の選択肢があると考えます。個人A
と個人Bが，それぞれ行動の選択をした結果，
個人Aと個人Bの幸せ度は，スライドにお示
しのようになります。お互い外出をしないとい
うことになりますと，外出の楽しみがないもの
の感染のリスクが低下するので，それぞれ幸せ
度は６ぐらいと中程度であるというふうに考え
ます。しかし，個人Aが外出しないで，個人
Bが外出をすると，個人Bは感染リスクなし
に外出を楽しむことができますので幸せ度は１０
と大きくなるのですが，個人Aは，個人Bが
外出をして楽しんでいるのに，自分はそれを指
をくわえて見ていなければいけないということ
になるので，結果として幸せ度はマイナス１，
ちょっと不幸せな気持ちになってしまうという
ことになります。個人Aと個人Bの両者がお
互いに外出すると，外出の楽しみはあるのです
けれども感染のリスクが出てくるということで，
幸せ度は３になります。個人Aと個人Bが立
場が入れ替わる場合も，同様です。
ゲームの理論におけるナッシュ均衡を求めて
みましょう。ナッシュ均衡とは，プレーヤーが
相手の行動を所与としてそれぞれ最適な反応を
するという行動をした場合の均衡になります。
この場合のナッシュ均衡は，個人A，個人B
共に「外出する」を選択することになります。

資料④－３８

資料④－３７
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個人A，個人Bがお互いに協力して，「外出し
ない」を選択すれば，両者共に６の幸せ度を得
ることができるのに，個人A，個人B共に「外
出しない」を選択し，両者ともに３の幸せ度し
か得られないことになります。これは，「囚人
のジレンマ」と呼ばれている状況です。私は，
Covid―１９流行の下での人々の行動は，まさに
こういう状況にあるのではないかと考えていま
す。
なぜこの様な結果になるかを考えてみましょ
う。要は個人Aも個人Bも，世の中の多くの
人々が外出しないよりは外出をすることを究極
的に好んでいるからです。これはゲームの理論
の用語で言うと「外出する」が「ドミナント・
ストラテジー」，「支配戦略」になっているとい
うことです。感染症流行下でも，なかなか人々
が外出をやめないのは，「囚人のジレンマ」状
況に陥っているからだと考えています。
この状況は，政策措置を執ることで，改善す
ることができます。

〔COVID―１９と政策の評価⑷〕（資料④―３９ペー
ジ）
具体的には，外出をしたことに対してペナル
ティを科すということによって改善されます。
外出をすることに対して５のペナルティを科す
と，個人Aと個人Bの行動の結果の幸せ度が，
お示ししているスライドのように変化し，ナッ

シュ均衡を求めると，個人Aも個人Bも「外
出しない」を選択し，お互いに６の幸せ度を実
現することができるのです

〔COVID―１９と政策の評価⑸〕（資料④―４０ペー
ジ）
従って，個人の行動に罰則を科すことには，
ある意味では，合理性があると考えますが，罰
則を科すことに伴う事務費用は無視できません。
個人の行動に罰則を科すためには，監視を行う
必要があります。例えばEU諸国の多くでは，
警察官がこの仕事をやっているのですが，監視
を完全に行うためには，警察官を相当数配置す
る必要があり，予算の関係で限界があります。
そこで何をしているかというと，行動する個
人に対して罰則を科すのではなく，個人が違反
行動を行いそうな施設側に対する命令，罰則で
す。つまり，感染を促進するような外出等の行
動が行われそうな施設の開設をしないように促
したり，命令したり，しています。この様な対
応は，合理性がないわけではないのですが，実
際には，感染が発生することが危惧される施設
でも，最大限の努力をして，感染防止措置を執
っているところもあるので，やはり画一的に，
サービスを供給する施設側を規制することの弊
害は小さくないと私は思っております。

資料④－３９
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〔COVID―１９と政策の評価⑹〕（資料④―４１ペー
ジ）
感染症対策として，ワクチン接種が促進され
ていますが，これについても，先ほど述べた「囚
人のジレンマ」的状況が起こって，ワクチンを
どうしても受けない人が出てくる可能性がある
のではないかと考えています。そういう意味で
いうと，ワクチン接種に褒賞を与える政策は，
群馬県などで導入されているようですが，ワク
チン接種を促進するためには有効である可能性
があります。

〔COVID―１９と政策の評価⑺〕（資料④―４２ペー
ジ）
次に，景気対策についてです。第一に，需要
側の所得補償を行う政策が考えられます。特別
定額給付金は，その一つの方策ですが，国民に
一律に給付するのではなくて，本来は，国民そ
れぞれの所得状況に応じた給付が望ましいと考
えます。所得捕捉の観点からすると難しいかも
しれませんが，その場合は生活保護制度を活用
して，生活保護の受給を促進する政策も考える
ことができます。この政策によって，生活保護
の受給者が急激に増加することも予想され，行
政的効率の観点から，果たして望ましいかとい
う問題はありますが，検討しても良い施策では
ないかと考えます。
第二に，供給側の生産者の経営支援策が挙げ

られます。この政策は，需要側，消費者の所得
保障政策に限界がある以上，雇用促進の観点か
ら，合理性があると考えます。「Go to キャンペー
ン」は，人流を増やす側面があり，感染拡大を
促すことになるので，COVID―１９の治療法が十
分開発されていない段階で行うことは，景気対
策として合理的な政策とは考えられません。ま
た，もしCovid―１９の治療法が確立した後，こ
のような政策を行わなくても，外出の好きな
人々は，自然と旅行とか外食に向かっていくと
いうふうに考えます。

〔COVID―１９と政策の評価⑼〕（資料④―４４ペー
ジ）
結論的な話に入っていきたいと思います。い
わゆる「ポストコロナ」を考えますと，社会経
済の変容を助ける施策というのも必要になって
くると考えます。一例を挙げると，男女共同参
画の流れの中で，国民の社会経済活動を促進す
るために，リモートワーク，リモート学習など
を容易にする施策が必要だと思います。必須の
条件である高速，大容量のインターネット回線
など ITインフラへの投資を促進すること，利
用者に対する IT教育の充実も必要になってく
ると思います。そしてそれに関連する法制度の
整備も必要になってくると考えます。
COVID―１９は社会経済に現在，悪影響をもた

らしていますが，「災い転じて福となせ」とい

資料④－４２資料④－４１

― 94 ―



•
•
•
•
•
•
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•

う考え方で，新しい未来に向かって努力するき
っかけとして，前向きに捉えることもできるの
ではないかと考えています。
ご清聴ありがとうございました。

Ⅲ．今回のテーマに対する感想・
質問

（小澤） 大森先生，ありがとうございました。
それでは，今，４人の先生方にプレゼンをして
いただきましたが，最初の土居先生のお話では
２０１０年代の税制改革が３つの基幹税を改革した
ものであって，所得税改革については，所得控
除の縮小には着手したのだけれども税額控除へ
の切り替えが行われなかったということから，
所得格差が小幅にしか縮小されなかったという
ご指摘，それから公的年金等の控除の上限設定
の時期の遅れや額の問題から，世代間格差是正
の効果が相対的に小さかったことが指摘されて
おりました。また，法人実効税率の引き下げの
恩恵というのは，資本所得のみならず労働所得
にも相当程度及んだということ，それから消費
税率の引き上げと併せて全体として租税による
資源配分のゆがみが是正されたことが評価され
ておりまして，今後の税制改革の展望としては，
消費税率の早期引き上げを図ることで経済厚生
の悪化やGDPの減少の影響を最小化し，最終
的に引き上げなければならない税率を，その結

果としてより低くとどめることができるのだと
いう大いに注目すべきお話がございました。
次に駒村先生に関しましては，まずコロナ禍
によって人口減少とか高齢化が加速しているこ
とから，将来的に現行年金制度が維持できなく
なる可能性が懸念されること，特に基礎年金の
給付水準の大幅な下落が問題とされています。
また，加齢が意思決定に与える影響のお話では，
経済力を持ったまま認知機能が低下する高齢者
が増えるという今までに前例のない事態に直面
することになるが，神経経済学の知見によると
認知症に至らなくても加齢とともに意思決定の
質の低下が避けられずこれから多くの個人は，
加齢とともに資産管理・運用が難化していくの
に対して，自らの資産管理・運用能力が低下し
ていくという状況への対応に迫られることにな
るという，非常に重要なご指摘がありました。
それから山重先生のお話では，わが国の社会
保障制度，財政制度の持続可能性が低いという
現状認識があり，なぜこうした事態に立ち至っ
たのかということに関しては，楽観的な予測の
下で痛みを伴う改革の先送りが行われていたと
いうこと，それから制度のただ乗りが許容され
ていたという分析が示されて，解決のためには，
インセンティブシステムの強化，教育訓練の充
実，女性のエンパワーメント等が重要で，制度・
政策の一体的な再設計が必要とのことでした。
そして最後に，大森先生のプレゼンでは，現
在われわれが苦しんでいるコロナ禍について多
角的なお話がありましたけれども，特に
COVID―１９というのは外部性として捉えること
ができるという経済学的な分析が行われていて，
対策は４つのカテゴリーに分けられ，１番目が
公衆衛生，２番目が感染症のワクチン，治療薬
の開発・生産，それから病床の確保，医療供給
体制の整備，そして３番目が感染症の流行によ
る景気対策，４番目がCOVID―１９の流行に呼
応する産業の変化に対応した政策であるという
重要なご指摘を頂いたわけでございます。
さて，時間が押してまいりましたので，これ

資料④－４４
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から討論に入りますが，質問される側は申し訳
ありませんが，２分以内に質問していただくと
いうことをお願いしたいと思います。それから，
お答えになられる側は，６分以内でお答えいた
だければ幸いです。
それでは，まず土居先生へのご質問というこ
とで，最初に駒村先生からお願いしたいと思い
ます。
―――――――――――――――――――――

（駒村） あまり時間もないので，非常にシン
プルに２つ質問を差し上げたいと思います。

〔格差縮小に向けて効果が期待できる税制改革
は何か〕
１つは，このポストコロナ社会を展望すると，
アメリカでも，日本でも同様なのですけども，
格差に対する問題というのが非常に注目されて
います。格差縮小に向けて即効性のあるという
か効果が期待できる税制改革は何だろうかとい
うのが１点目です。

〔財政再建〕
それから，今，自民党の総裁選真っただ中に
入ってくるわけですけれども，ポストコロナで
財政再建をどうするか。一部にはプライマリー
バランスの一時的な停止みたいな議論も出てい
ます。MMTの影響力もだんだん強くなってい
ると思いますけども，これにどう対応していけ
ばいいのか。この２点，お願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それではもうお一方，山重先生にも
質問していただいて，その後土居先生にまとめ
てお答えいただくという形式にしたいと思いま
す。
―――――――――――――――――――――

（山重） 私も手短に２点お伺いしたいと思い
ます。

〔個人所得税，法人所得税，消費税のバランス〕
基本的な土居先生のご提案には共感できると
ころが多いのですが，今後１０年，２０年といった
長期的視点で考えたときに，個人所得税，法人
所得税，消費税をどうバランスさせていくかに
ついてはビジョンをもう少し描けるといいな感
じています。このあたりについての土居先生の
ご意見を伺いたいというのが１つ目です。

〔国税，地方税，社会保障負担のバランス〕
それから税制に関しても，私は他の制度など
と一体的に見直した方がいいと考えているもの
ですから，国税，地方税，社会保障負担のバラ
ンスのあり方についてもご意見をお伺いしてみ
たいと思います。

―――――――――――――――――――――
（小澤） では土居先生，お願いします。
―――――――――――――――――――――

（土居） 両先生，ご質問ありがとうございま
す。まさに今後のことを考える上で非常に重要
なご質問だったと思います。

〔格差是正〕
それで私なりに申し上げますと，やはりこれ
からはどなたが総理大臣になっても，税制で所
得格差の是正をどう図るかを考えないといけな
いと思います。特に２０００年代みたいに経済成長
していれば税制は自分の政権では興味がないか
らと言って，そのまま棚ざらしにしているわけ
にはとてもいかない。安倍内閣ですら，むしろ
総選挙で「所得税の改革をする」と安倍総理が
おっしゃったわけでもないけれどもあれだけ変
わったということですので，やはりこれからも
所得税が格差是正にどういうふうに働くかを考
えながら制度設計していく必要があると思いま
す。
格差是正は，不幸中の幸いと言うべきか，わ
が国では所得控除が多すぎるので，これを税額

― 96 ―



控除に変えることを通じて格差がまだ是正でき
る余地が残っている。つまり累進課税の税率を
引き上げることよりも所得控除を減らすことに
よって格差が是正できるという余地が不幸中の
幸いでまだある。先進国はもう既にそういうこ
とを２０００年代ぐらいまでにも行っているわけで
すけれども，わが国はまだできていなかったと
いうことで，そこの部分を改める。
あともう１つは，金融所得課税の税率を上げ
るのかどうなのかということです。先ほど私の
スライドでもお示ししたように，やはり１０％を
２０％に引き上げたということは格差是正には相
当顕著に効果が出ている。だけども，２５％まで
上げるということについてどれだけコンセンサ
スが得られるのかというところは，いろいろあ
るかと思います。一時的に譲渡益が多く上がっ
ていてそれが必ずしも経済の活性化を阻害しな
い時期があるとすれば，格差是正のために一時
的に金融所得課税の税率を上げるということは
あるかもしれないけれども，私は長期にわたっ
て金融所得の税率を上げっ放しにすることでい
いのかというところは，若干この効率性の観点
との絡みでなかなか悩ましいところもあるなと
いうふうに思っています。

〔バランス〕
それから山重先生のバランスという意味で申
しますと，やはり地方税で法人課税が多すぎる，
ウエートが大きすぎるということなので，これ
が地域的な偏在にもつながっているということ
なので，いかに地方税の中で法人課税を減らし
て，私は行き先は消費課税だと思うのですけれ
ども，消費課税の方にシフトしていくかという
ことはいずれ近い時期に議論しないといけない
かもしれない。そのときには，消費税を上げる
という口実の１つとして地方での財源確保，地
方税の改善，税収構造の改革を行うための消費
税という話は避けて通れない時期がいずれ来る
のかなというふうには思っています。

〔財政改革〕
もちろん税制の話は全然自民党総裁選のアジ
ェンダにすらなっていないのですけれども，あ
まりにも低金利にあぐらをかいたような財政拡
張，どうせ金利が低いのだから，ほとんどゼロ
なのだから借金しても大したことないというこ
とを続けていくことで，改革努力が鈍るという
ことを私は大変恐れています。確かに金利がゼ
ロでも借りられる現状はあるけれども，それと
財政改革を怠っていいという話とは全く別問題
だと思います。
ですから，急には借金は減らせないのですけ
れども，財政改革は財政改革，これは税制改革
も含むというわけですけれども，財政の構造を
改革していく，社会保障の財政も変えていく，
そういうことを着手するということ，国債を用
いた財政出動のことを議論するならば財政改革
のことは議論できないなんていうことは決して
ないというふうに思っています。私からは以上
でございます。

―――――――――――――――――――――
（小澤） 土居先生ありがとうございました。
今度は駒村先生へのご質問ということで，大森
先生と山重先生にお願いしたいと思いますが，
まずは大森先生からお願いします。
―――――――――――――――――――――

（大森） それでは，駒村先生のご発表に対し
て質問をさせていただきたいと思います。

〔高齢者の認知機能低下への解決策〕
先生のお話は，非常に身につまされるという
か，私も近いうちに高齢者になっていく人間で
すが，加齢により，認知機能がこれだけ低下す
るということに愕然と致しました。認知機能の
低下がもたらす具体的な課題として，個人の資
産の運用・処分，それから遺産の処分・相続に
関する意思決定，政治的な意思決定，災害時の
対応があると思います。資産の運用・処分，遺
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産の処分・相続に関する意思決定等については
代理人を選定する制度があり，ある程度解決策
があると考えているのですが，そこに何か新た
な問題点があるか，或いは他の解決策があれば，
お教えいただきたいと思います。
それからあと政治的な意思決定ですね。具体
的には選挙で自ら意思を表示すること，あと災
害時の対応，こういったことについても何か具
体的な施策があればご教示いただければと思っ
ております。私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それでは山重先生，お願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

（山重） 私も２点，駒村先生に質問させてい
ただきたいと思います。

〔高齢者の労働参加〕
まず，今回のご報告は，本当に興味深いアプ
ローチで，私ももっと勉強したい，勉強しなけ
ればと思いました。高齢者の行動に関しては，
今回の金融資産の話も非常に興味深いのですが，
例えば年金の支給開始年齢を引き上げるといっ
た政策を考える上で，高齢者がどれくらい労働
に参加し続けられるか，あるいは参加してくれ
るのかといったところがどうしても気になって
しまいます。高齢者は若いときとやはり違うマ
インドになるという研究がいろいろあるようで
すが，高齢者の労働参加に関する何か知見があ
れば教えていただければというのが１点目です。

〔社会保障サービス関連での政府の司令塔とし
ての役割〕
それから大森先生のご質問とも関わるのです
が，今後もさまざまな災害が起こると考えられ
る中で，今回のパンデミックで私たちの社会保
障制度の弱みもいろいろ見せつけられたと感じ
ています。特に，社会保障のリソースは医療に

しても介護にしても結構あるのに，それをうま
く統合して使い切れていないところに日本の弱
みがあるのではないかということを多くの国民
が感じたのではないかと思います。
私も，緊急時には政府が司令塔としての役割
を強化して，必要なところにさっとリソースを
動かすこと，英語でいうとmobilize という言
葉ですけれど，それがやはり限られた資源の中
で災害対応をしっかり行っていくために必要な
ことではないかと思っています。そういう意味
で，政府の司令塔としての役割，特に緊急時の
社会保障サービスの提供に関する司令塔として
の役割が重要だと思うのですが，それをどうや
って政府が果たしていくのかについてご意見，
或いは現在議論されているようなことがありま
したら教えていただければと思います。よろし
くお願いします。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それでは駒村先生，お願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

（駒村）
〔お金の介護〕
大森先生のまず前半のご質問になりますけれ
ども，金融の方は，ご指摘の方に民間の信託，
あるいは代理人制度というものが開発，利用さ
れているという状態であります。問題は，認知
機能が低下しても本人は認知機能低下を意識し
ないこと，つまり認知症になってから２年ぐら
いは自分が認知症になっていることがわからな
いという状態なので，意識的にかなり早く準備
をしなければいけないということなので，誰で
も認知機能が低下します，これは一般的なリス
クですという情報をまず共有するということが
大事だと思います。
その上で，信託というのは実はなかなかハー
ドルが高い部分もあり，商事信託，家族信託等々
ありますが，これももう少し使い勝手がいいよ
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うにしなければいけない。それから銀行・金融
機関の店頭にも既に認知症になってきた方がや
ってきていろいろな問題を起こすのですけれど
も，実は対応できていない。これは，社会福祉
協議会或いは地域包括ケアと連携しなければい
けないのですが，この連携が全然できていない
ということで，この問題については，私は実際
に今連携するように研究チームを作って全国社
会福祉協議会，それから地域包括ケアと金融機
関をつなげるというプロジェクトを今やってい
ますので，これが広がっていくということが大
事かなと思います。「お金の介護」というふう
に呼んでいますけども，金融庁，それから厚労
省，その他いろいろな省庁に関わる問題なので
ちょっと今まで手付かずだったのですけれども，
急ぎ対応すべきテーマだと思います。

〔投票権の制限は危険〕
政治的には実はかなり難しい問題だと思いま
す。認知症になられた８０歳以上，８５歳以上の方
の投票行動ということについて，たしかに認知
機能が低下するといろいろな問題が起きる可能
性があるわけですね。きちんと判断して投票が
できるのか，これはヨーロッパのある国で１回
そういう議論が出ましたけども，安易に議論す
ると非常に危険なことにもなるということで，
これは少し今後じっくり考えなければいけない
テーマかなと思います。

〔高齢者の自信過剰バイアス〕
それから災害を抑えるには同じ話だと思いま
す。今回のパンデミックも同じですけれども，
結局情報が認知機能の減退になかで，どう捉え
られるのかということが前提としてわかってい
なければいけない。若年者と高齢者に自信過剰
バイアスが出やすいということも考えておかな
ければいけないわけです。根拠がなく自分だけ
はかからないとかかかっても大丈夫だというこ
とによって，行動は変わってしまう。
それから情報の出し方です。これは認知心理

学，認知科学の研究蓄積をうまく生かした国民
とのコミュニケーションが必要で，今の状況の
国民とのコミュニケーションはあまりうまくい
っていないのではないかというふうに思ってお
ります。

〔金融資産を使った後は年金〕
山重先生からのご意見なのですけれども，加
齢とともにさまざまな認知機能は落ちる一方で，
いわゆる結晶性知能と言われる経験知は実は７０
代ぐらいまではまで維持できるということも研
究によってわかっていますので，必ずしも全て
の能力が落ちるというわけではない。これから
寿命の伸長を考えると，例えば女性の場合，２０６０
年ぐらいには６５歳まで生きた女性は残り３０年ぐ
らい生きるはずなのです。そう考えると，４０年
間年金を払って３０年間もらうなんていう社会は
とても無理だと思いますので，７０歳ぐらいまで
は働いてもらう。できたら年金の支給開始年齢
は７５歳ぐらいまで遅らせていただく。６０歳後半
から７５歳までの間に金融資産は使ってしまって
もいいわけです。この時期はまだ頭しっかりし
ています。むしろ早めに金融資産を使ってしま
って，そして年金の支給開始年齢を遅らせる。
年金の方は認知機能が落ちていても運用する必
要はないわけですから，７５歳まで遅らせれば
１．８４倍の年金になりますから，生きている限り
年金がもらえますので，認知症による資産管
理・運用能力喪失リスクを考えれば，７５歳まで
は就労と自分の金融資産を取り崩す，７５歳以降
は１．８４倍になった自分の公的年金を生きている
限りもらうというのも１つの考え方かなと思い
ます。
働く方は，１つの企業に６５歳，そして７０歳ま

ではたらくというのは無理だと思いますので，
それこそプラットフォームを使ったような新し
い働き方，ネット上で仕事と自分の技能をマッ
チングするような働き方はもう出てきています
ので，それを生かすというのも一歩の方法かな
と思っています。
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〔高齢者に使いやすいデジタルツールを〕
あと情報統合の話になりますけども，これは
いろいろな情報を統合するためにはマイナン
バーが非常に有効だと思います。いろいろな情
報を載せるアイデアも出ています。
ただ一番の問題点は，当面の今の高齢者がデ
ジタルツールを使えない。高齢者というのもデ
ジタルツールを使えますよという反論があるの
ですけれども，テクノロジージェネレーション
ギャップがあって，これに関する研究分野が実
はあって，高齢者がなぜデジタルツールが苦手
なのかも学術的に明らかになっている。個人の
努力の問題ではない。これは今のデジタルの仕
組みの中に高齢者が操作ミスをしやすいような
トラップ，ダークパターンともいいますが，そ
うした不適切なものも多く，ネット上のそうし
た問題を克服しないと，高齢者のデジタルツー
ルの利用度は上がらない。高齢者だから一概に
デジタルツールは使えないとは言わないですけ
ど，全般的にはやはり加齢とともに苦手になっ
ていくということは確認しておいた方がいいと
思う。
やはり現役時代に使ったことがない技術とい
うのは，なかなか身に付かない。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それでは今度は山重先生へのご質問
ということで，大森先生と土居先生にお願いし
たいと思います。それでは大森先生からお願い
します。
―――――――――――――――――――――

（大森）
〔先送り問題の原因〕
「先送り問題」が，１つのキーワードだった
と思うのですけれども，「先送り問題」が生じ
る理由は，政府の予測能力の低さというよりも，
民主主義社会における選挙を中心とした政治的
意思決定のあり方に起因しているのではないか
と私は考えているのですけれども，先生はどの

ようにお考えでしょうか。
あと，政治が，負担増などの痛みを伴う政治
的選択が選挙に与える影響を考慮して，あえて
悪いシナリオを排除して国民に情報提供してい
るというようなことは考えることはできないで
しょうか。

〔赤字国債脱却への報酬〕
２つ目のご質問は，政府が赤字国債に依存し
た財政運営を行うことにペナルティを与えると
ともに，赤字国債への依存から脱却する努力に
対して何らかの報酬を与える仕組みを設けるこ
とを先生は提案されていると思うのですが，何
か具体的なアイデアがあればご教示いただけれ
ばと思います。よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それでは土居先生，お願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

（土居） 山重先生のご発表を，私も先送り問
題とただ乗り問題という非常に重要なご指摘だ
ったと思います。残念ながら無意識的に先送り
問題，ただ乗り問題を地で行ってしまっている
というのが，自覚してそうしている，意図的に
そうしているというのがもっと顕著にあれば改
めようという機運も出てくるのかもしれません
けども，なかなか無意識的にそういうことをし
てしまっているというところは非常に悩ましい
問題としてあるなと思います。もちろん，言論
の自由に絡めた民主主義の劣化というような話
をわが国でもしているわけですけども，その言
論の自由，言論が自由にできないということで
民主主義が劣化するということもあるかもしれ
ないけれども，まさに山重先生がご指摘になっ
た先送りとかただ乗り，特にただ乗りはそれだ
と思いますけれども，ただ乗りによって民主主
義が劣化しているということも看過できないも
のかなと思います。
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〔低金利は意思決定へどう作用しているか〕
私からの質問は２点なのですが，１点は大森
先生と同じ質問ということなので，１点だけに
絞りたいと思います。１点は先送り問題に関し
てなのですけれども，先送り問題は確かに政府
の問題発見・解決能力の低さということを挙げ
ておられてそのとおりだなと思いますとともに，
わが国の国債の金利がほとんどゼロだというこ
とでついつい国債を増発してしまう，債務返済
を先送りしてしまうという面もあると思うので
すけども，その点はどういうふうに作用してい
るというふうに，金利が低いということがどの
ように意思決定に作用しているとご覧になって
おられるかというのをお伺いしたいと思います。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それでは山重先生，お願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

（山重） 私の２つの主張である先送り問題と
ただ乗り問題に関してご質問いただき，大変感
謝しています。両先生のご指摘，そのとおりだ
と感じるところが多いです。

〔現実的な見込みを提示できない政府〕
私としては，今回は，先送り問題というのは
政府の予測能力があまり高くなく，問題発見・
解決能力が高くないことに原因があると説明さ
せていただきましたが，多分その背後には，政
治的な選択として，現実的な見込みを国民にあ
まり提示できないというロジックが働いている
と思います。それが先送りの原因の一つである
ことは間違いないと思います。

〔安いから借りることに一面の合理性はある〕
それから土居先生にご指摘いただいた点はあ
まり考えていなかったのですが，低金利である
が故に今借りるということは，確かに合理的な

選択ですので，合理的な先送りというふうに考
えれば決して批判するようなことでもないのか
なという気もします。ただその一方で，例えば，
ケーキを安売りしているのでそれを今買って食
べて楽しもうと考えて楽しんでいたら，その習
慣が身に付いてしまい，後から価格が上がって
もそれに依存することがやめられなくなってし
まう状況に陥りがちというのが人間行動として
はあると感じます。政府は違うかもしれません
が，金利が低いからといって今借りるというこ
とは必ずしも長期的には合理的とは言えないか
もという印象も持ちました。

〔予測能力・問題解決能力が必ずしも高くな
い〕
ただ，先送りには，そのような合理性もある
と思いますので，いろいろな理由で現在の選択
が行われているというご指摘は非常に参考にな
りました。しかし，一国民，一研究者として政
府の先送り行動を見ると，どれが本当に根源的
な理由かは不明です。きちんと先読みした上で
政策が提案されるのであれば，それを感じる力
が研究者としてはあると思っているのですが，
なかなかそれが感じられないというフラスト
レーションがあり，政府はやはり予測能力とか
問題解決能力が必ずしも高くないのではないか
と感じてしまいます。
さらに言えば，政府の問題発見・解決能力，
先読み能力は低いと指摘することで，政府が発
奮してくれるのではないかという期待もありま
す。先ほど土居先生がおっしゃってくださった
ように，無意識でやってしまっていることを言
語化して意識してもらうことにも意味があるの
ではないかと考えて，このようなお話をさせて
いただきました。

〔政府部門のリカレント教育〕
政府部門でお仕事されている人との付き合い
を通じて，個々人の能力は高い人が多いと感じ
ているのですが，組織から出てくる政策提案は
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何となくシャープさに欠けると感じます。政治
を意識せざるをえないにしても，もうちょっと
先読みして問題解決に取り組んでもらえたらと
いう希望があります。そういう人材を育成して
いくということも私たち高等教育機関に所属し
ている者の役割ではないかと思っています。現
在，国際・公共政策大学院という大学院に所属
していますので，そこでしっかり先読みや問題
解決を行える人材の育成，そして大学院で学び
直してみたいと考える省庁や自治体の方へのリ
カレント教育を行なっていければと感じている
ところです。

〔政治家への報酬とペナルティ〕
それから大森先生のご質問にあったただ乗り
問題に有効な政策提案についてですが，将来世
代へのただ乗りと考えられる公債の累積をどう
やって食い止めたらいいのかという問題は，財
政学者や財政に関わる人たちが常に考えていら
っしゃることだと思います。ひどい財政運営に
対してペナルティを科し，きちんと財政運営を
持続可能なものにするような取り組みに報酬を
与えるという仕組みがやはり有効だし，必要だ
と感じています。
具体的にどうしたらいいのかというご質問で
すが，特効薬というのはもちろんないので，地
道に考え続けていくしかないと思います。ただ，
公債発行に関しては，やはり政治家が最終的な
決定権を持っていると思いますので，報酬やペ
ナルティは選挙に勝つ確率を高める，あるいは
低めるという形で与えるしかないのかなと感じ
ています。
政府が掲げる目標として，財政再建を行う，
待機児童をなくす，少子化対策を実施するなど，
いろいろな目標があって，いずれも素晴らしい
と思うのですが，それが結果的には十分実現で
きていないことが現状に至っている原因だと思
います。目標が公表されたのであれば，その目
標がどれくらい実現されたのかを集計し，例え
ば選挙前に国民が確認できるというような仕組

みを作ることで，目標実現に必死になってもら
う可能性があると考えています。そのような仕
組みを通じて，財政運営を本気で良くするイン
センティブを与えられるのではないかと感じて
います。
具体的には，今，議論されていますけども，
独立財政機関による客観的な推計は政府の楽観
的な見込みとはまた違うものになると思います
ので，政府の財政運営の事後評価においても有
効なものになるのではないかと思っています。
さらに，財政再建に関しては，計画だけが出さ
れて事後評価が十分行われないため，事後評価
に基づく改善の取り組みも出てきにくいと考え
ています。いわゆる PDCAサイクルを財政再
建の取り組みに関してもきちんと回しそれを公
表することで，国民が財政再建のプロセスを確
認し，うまくいっていない場合にはネガティブ
な反応を，うまくいっている場合には賛同の票
を与えるというような仕組みが有効ではないか
と思っています。

〔国民の財政リテラシーの引き上げ〕
最後に，そのような仕組みがうまく機能する
ためには，これも私自身の役割と思っているの
ですが，国民の財政リテラシーを引き上げるこ
とが重要だと考えています。ちょっと時間がか
かることですが，財政再建のためには，国民が
財政に関する知識や情報を持ち，将来世代に対
する思いやりを持つことが重要だと思いますの
で，やはり私たち財政に関わる教育者・研究者
が国民のリテラシーを高めていく努力を続けて
いかなければいけないと思っていて，自分事と
して捉えたいと考えているところです。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それでは最後に大森先生へのご質問
ということで，駒村先生と土居先生からお願い
したいと思いますが，最初に駒村先生，お願い
いたします。
―――――――――――――――――――――
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（駒村） 大森先生のお話，今日新しく加わっ
た部分，ゲームの理論の話，囚人のジレンマ，
大変面白く伺いました。少しコメントになりま
すけれども，囚人のジレンマについて，認知心
理学で興味深い実験が行われています。被験者
のグループをランダムに２つのグループに分け
て囚人のジレンマをいくつかのペアにやっても
らってもらう。その際には，片方のグループに
は「ウオール街ゲーム」でやると宣言する。も
う一つのグループには，「コミュニティゲーム」
を行うと宣言する。ウォール街というと利己的
なメッセージで，コミュニティゲームは利他的
メッセージになりますが，同じルールにもかか
わらず，ウオール街ゲームと言われたグループ
は，ペアは両方とも相手を裏切り，囚人のジレ
ンマに陥り，コミュニティゲームのグループの
ペアの方は両方とも約束を守るという結果にな
った。だから，政府のメッセージとコミットメ
ントは人々の期待とか行動に大きく影響を与え
るのではないかと思います。

〔コロナ対策と整合性のある経済回復策〕
大森さんの今の話で，今の政府のコロナ対策
は感染予防，ワクチン接種，それからコロナ病
床の増加・整備ということであります。今日こ
れについていろいろそれぞれコメントを頂いた
と思います。その中で気になったのは，この３
つの政策と整合性のある経済回復策は一体何な
のか。ゴートー○○のような政策は大森さんは
これはあまり評価していない。ただ，これの方
が国民を直接刺激するので，種ポピュリズム的
な部分もあるのですけども，大森さんは企業支
援みたいな方に重点を置くべきなのか，その点
を確認したいと思います。

〔デジタル経済に起きる問題点は何か〕
それからもう１つ，デジタル経済が将来期待
できるという一方で，われわれも今日デジタル
でやっているわけですけれども，デジタルによ
って新しく発生する問題，例えば監視資本主義

の問題が起きてくるのではないか。お掃除ロボ
ットが設定次第によっては家の間取り情報を全
部ネット上で売っているというような丸裸にな
るような社会，或いはデジタル上では従来考え
てきたような倫理観とか利他感が消滅するみた
いなデメリットもあると考えられていますけど，
この辺デジタル経済にどういう問題点が起きる
と見ているか，ちょっとお話を聞きたいなと思
いました。以上です。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それでは土居先生，お願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

（土居） 私も今日改めて大森先生のプレゼン
テーションを聞かせていただいて，大変勉強に
なりました。まだ第５波が完全に収束していな
いという状況ですので，なおリアリティが非常
に増しているなというふうに思いました。

〔ステイホーム政策の可否〕
その中でステイホームの政策ということであ
まり効果がない，効果が限定的だというふうに
ご指摘されている点は，非常に注目に値すると
思います。今までどちらかというと感染症の専
門家の意見を取り入れるということで，緊急事
態宣下，ステイホームをわが国ではそれを強く
取ってきたということかと思います。もちろん
いわゆるロックダウンというところまではいき
ませんけれども，そういう意味では中途半端な
のかもしれませんけれども，ステイホームに割
と感染症の専門家は，経済社会の専門家という
よりはまさに病気の専門家，ないしは公衆衛生
という観点からの専門家ということではあるの
で，そのあたりのバランスの問題というのはあ
るのかなというふうに思いながら，このステイ
ホーム政策の効果が限定的だというご指摘は大
変重要な意味を持つのかなと思います。
その観点からしたときに，感染抑制というこ
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ととして捉えるのか，それとも経済活動も回し
ながらということで考えるのかというところで，
総合的に見たときに，ステイホームという政策
はいいといえるのか，それともやはり問題があ
るということなのかというのを１つ目の質問と
してお伺いしたいと思います。

〔ウィズコロナ戦略かゼロコロナ戦略か〕
もう１つの質問は，ウィズコロナ，コロナの
感染者がある程度いても経済活動は抑制しない
というウィズコロナ戦略なのか，それとも徹底
的に感染者を抑制してそのためには一時的に経
済活動を止めるというゼロコロナ戦略なのかと
いうところは，世界各国のコロナ対策をご覧に
なっている大森先生にとってどちらをどういう
ふうに評価されるか。もし優劣がつけられると
いうことであれば大森先生なりのご評価をお伺
いしたいと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（小澤） それでは大森先生，お願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

（大森） 駒村先生，土居先生，貴重なご質問
ありがとうございました。

〔ステイホーム政策は限定的効果〕
まず駒村先生の１つ目のご質問については，
先ほど申し上げたとおり，人々の「外出しない」，
「外出する」という行動の選択は，「囚人のジ
レンマ」ゲームであり，感染予防策を行っても，
どうしても限定的な効果しか持たなくなってい
ると思います。ある程度の有効性があるとは思
いますけれども，長期的には。この政策に依存
するのは難しいのではないかと考えています。

〔野戦病院〕
恐らく今，最も大事なことは，外部性を起こ
さないようにするために，２つ目の方策として，

ワクチン接種を促進していくことです。それか
ら，あとどのぐらい時間が必要かわかりません
が，仮に感染したとしてもきちんとケアをされ
る，治療薬が開発されてある程度直るようにな
るという状況をできるだけ早く作るということ
に，特に重点を置くべきではないかと思ってい
ます。したがって，呼び方はちょっと良くない
のですが，「野戦病院」を作る案が出ています
が，適切な政策だと私は考えています。

〔コロナを奇貨とする〕
短期的な対応としての景気対策は必要なので
すが，もう一つ大事なポイントは，今回の
COVID―１９の感染に対応して行われている「働
き方改革」を促進することです。例えば，今ま
で，「男女共同参画」を実現するにあたって壁
になっていたものが，COVID―１９の流行によっ
て，リモートワークが必要になって，そのリモー
トワークできるようになることが，「男女共同
参画」を促進するばかりでなく，いろいろな人々
の社会参加を促進するという方向性があるとい
うふうに私は考えています。こうした動きを助
けるような政策，具体的には企業が労働環境を
改善するための IT投資を促進する政策を行う
ことが望ましいです。或いは，昨年（２０２０年），
特別定額給付金によって消費者の所得保障を意
図すると政策をおこないましたが，ある程度国
民の所得状況をきちんと把握できていれば，必
要なところにもう少し重点的に所得保障をする
ことができるようになるわけで，例えば，マイ
ナンバーカードをより有効に活用する政策を推
進することが望ましいと思っています。

〔IT の教育の促進〕
駒村先生の２つ目のご質問に関してですが，
プライバシーに関する問題は，非常に重要だと
考えています。「デジタル経済」は，「もろ刃の
剣」なのかなと思っています。例えば，「デジ
タル経済」は，いわゆる「働き方改革」と連動
しているところがあります。私たちも，大学で
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オンラインで講義をしますし，まさに，今，租
研大会をオンラインでやっていますが，オンラ
インの会合は，遠隔にいる方も参加できるなど，
利便性が高く，活動が促進されますが，機密情
報をやりとりする場合に情報が漏洩するリスク
もあります。しかし，前者の社会活動を促進す
る側面のメリットは大きく，後者の情報漏洩，
プライバシーの侵害の問題は情報保護の技術開
発によって解決する方向性が望ましいと思いま
す。
「デジタル経済」の展開，促進の中で，イン
ターネット回線が，電力・ガス・水道と同じ社
会的インフラになりつつあるいうことも重要で
す。
デジタル化は，いわゆるデジタルインフラ，
インターネット回線なども必要ですが，同時に
それを使いこなすユーザーの IT知識も必要に
なってきます。IT教育を促進することがとて
も大事になってくるのではないかなと思ってお
ります。ちょっと答えになっているかわかりま
せんが，以上が，駒村先生のご質問に対するお
答えです。

〔ステイホームの説得，ワクチン接種の促進〕
土居先生のご質問に対するお答えですが，先
ほど駒村先生のご質問に対するお答えとして申
し上げたことと重複しますが，感染防止のため
にステイホームをしなさいという政策は，限定
的な効果しかないのではないかなと，私は思っ
ています。しかし，ステイホームをしないで外
出をしたことに対して，個別に，個人にペナル
ティを科すことは，「囚人のジレンマ状態」を
転換することが，可能になり有効であるという
ことです。しかし，これは，監視のコストが大
きいという問題点を持っています。
そこで，経済的インセンティブではなく，社
会主義的な性格を持った政策になりますが，ロ
ックダウンするという政策も考えられます。外
出をすることが，軽度の罰金程度では済まなく
なるような状況を作ることもあり得ます。それ

は，ある程度，感染防止の効果を持つと思うの
ですが，民主主義社会の中で，そうした政策に
あまり頼りすぎることは，私たちが大事にして
きた自由，民主主義を損なう可能性があり，そ
こは慎重にしなければいけないのではないかな
と思います。
大事なことは，経済的インセンティブを与え
ながら，できるだけ外出しないように説得をす
ることです。その政策効果がなくなってきてい
るのが現状ではありますが，それを補うように，
感染しても対処できる状況，ワクチン接種を促
進し，感染を抑制すること，治療薬の開発を促
進をして，問題解決を図ることが望ましいと考
えています。

〔ウィズコロナの方向〕
土居先生の２つ目のご質問についてです。社
会経済活動を活性化すると，どうしても「人流」
の増加を伴い，感染を拡大させる傾向がありま
す。したがって，経済活動を促進するためには，
ある程度，感染を容認する必要がどうしても出
てくると思っています。COVID―１９の流行の当
初，昨年３月ぐらいから今日に至るまでの状況
は，ワクチン接種がかなり進んできて，治療法
もようやくちょっと見えてきているかなという
ところだと思います。今後は，COVID―１９に感
染しても，治療が可能という状況が十分に出て
くると思います。
少なくとも今日までは，ワクチン接種が進ん
でいなくて，治療法が十分に開発されていない
状況にあったわけであり，社会経済活動を活発
にすると，感染が拡大して，医療サービスの供
給の上限を超えれば，多くの死者を生み出す危
険性がありました。したがって，今日までは，
「ゼロコロナ戦略」を取ることが最適な戦略だ
ったと思います。
ただ，現在は，ちょうど中間地点に来ていて，
ワクチン接種も相当進んでいて，かつ治療法も
開発され，具体的な治療法も出てきている中で，
「ゼロコロナ戦略」ではなく，「ウィズコロナ
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戦略」の方向でやっていくことが望ましいと考
えています。人流抑制をして経済活動を抑制し
た結果，景気が悪くなり，社会経済状況に悪影
響を与えることは，東大の仲田先生がシミュ
レーションにより，明らかにされています。私
からのお話は以上です。

おわりに

（小澤） ありがとうございました。他のご参
加の皆さま方から特にご質問はないようですの
で，結びに入らせていただきます。
ご承知のとおり，全く予期しなかったコロナ
禍に突如見舞われて，本研究会も実は２回ほど
休会を余儀なくされた時期がございます。ただ
事務局の方々とご相談して対面での研究会が無
理であってもリモートで行うことは十分可能で
はないかということで見解が一致しまして，す
ぐに研究会を再開することができたのは幸いで
ありました。今回の租研大会に関しましても，
もちろん事務局の方々の素晴らしいサポートが
あるということは前提になるのですけれども，
このようにリモート開催で無事ご報告を伺い，
質問その他も満遍なく行えたことを大変うれし
く思っております。
ところで，コロナ禍への政府の対応につきま
しては，本日のご報告でも，或いは報告書の中
でも必要に応じて触れられております。もちろ
ん非常に評価できるものもあれば批判の対象に
なっているものも少なくありません。ただ，そ
のような状況ではあるのですが，われわれにと
って何が言えるのかということを考えたときに，
ノーベル経済学賞受賞者のアマルティア・セン
教授の書かれたものを思い出しました。『合理
性と自由』という本の中に書かれてあるのです
けれども，社会的帰結というのはそれが実現さ
れるに至った際に他の選択肢はなかったのか，
なぜそれが選ばれたのか，どのようなプロセス
でそれが選ばれたのかというようなこと，そう
した付随的なものもすべて含めた上で一体的に

評価されなければいけないという主張です。繰
り返しますと，何が実現されたかということだ
けではなくて，どのようなプロセスで実現され
るに至ったのか，そしてまた何が実現されなか
ったのかということも含めて，総合的に評価さ
れるべきであるということです。まさにセン教
授がケイパビリティ（潜在能力とわが国の規範
的経済学者は訳してもいますけれども）と呼ん
でいるものです。
そうした観点からすると，どうして政府の政
策は現状のものになっているのかについて，今
まで十分に説明を受けてきたという実感にやや
乏しいところがあったのではないかなと思う次
第です。実はこの報告書に関して言えば，ポス
トコロナの時代に財政と社会保障がどうあるべ
きかということについての提案が多数含まれて
おります。本日の租研大会でもいろいろなご提
案がありましたが，皆さまの選択肢の中に今回
の提案であるとか報告書の中に書かれてある提
案であるとかを加えていただければ，これこそ
がセン教授の言うケイパビリティの充実に資す
るということにつながるのではないかと思って
おりまして，もしそのようにお感じいただけま
したなら望外の幸せでございます。
それから最後に中立的な立場から，私たちに
学問的な議論を自由に行える貴重な機会を提供
していただきました日本租税研究協会の関係者
の皆さま方に，深く感謝の意を表したいと思い
ますし，また本日最後までお付き合いいただき
ました皆さま方にも改めて厚く御礼申し上げた
いと思います。本日はどうもありがとうござい
ました。
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討論会３ ９月１４日㈫・午後

国際課税を巡る現状と課題
－経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応－

●参加者（五十音順）

千葉商科大学大学院客員教授 青山 慶二
財務省主税局参事官 木原 大策

三菱商事㈱主計部部長代行 兼 税務チームリーダー 幸福健太郎
早稲田大学大学院教授 渡辺 徹也

司 会 一橋大学大学院教授 吉村 政穂

青山 氏 木原 氏

吉村 氏（司会）

幸福 氏 渡辺 氏

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編５５頁～７６頁」に掲載されています。
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はじめに

（吉村） それでは，パネルディスカッション
「国際課税を巡る現状と課題」，副題としまし
て，「経済のデジタル化に伴う課税上の課題へ
の対応」のウェビナーを始めさせていただきま
す。本日，司会を務めます吉村でございます。
よろしくお願いいたします。パネリストはただ
今ご紹介いただきました４人の方々でございま
す。この４人の方々はそれぞれ組織に属してい
らっしゃいますけれども，本日はその組織のメ
ンバーとしての資格というよりは，パネリスト
個人としてご参加いただいております。また，
意見も個人としてのものを言っていただくよう
お願いしております。従って，ご発言は個人の
ものとして皆さまも受け止めていただければと
存じます。従いまして，ここではパネリストの
方々のお名前を，肩書なしで「〇〇さん」と呼
ばせていただきたいと思います。その点もご了
解いただきたいと思います。
本日のパネルディスカッションのテーマは，
昨年と同様，「経済のデジタル化に伴う課税上
の課題への対応」についてです。そして，国際
課税ルール見直しの２つの柱にそれぞれ関連す
る項目を取り上げまして，第Ⅰ部，第Ⅱ部と分
けて議論してまいりたいと存じます。第Ⅰ部は
いわゆる第１の柱，pillar１と呼ばれているも
のについて取り上げます。すなわち市場国に対
して適切に課税所得を配分するための国際課税
原則の見直しです。BEPS プロジェクト以降，
OECD・G２０，そしてBEPS 包摂的枠組み会合
において，国際課税ルールの見直しが進められ
てきました。参加国の対立から議論が難航して
いると伝えられてきましたが，政権交代後のア
メリカの態度変化もありまして，ついに２０２１年
７月に大枠合意に至りました。一定水準の売上
と利益率を基準として，市場国への新たな課税
権の配分を認める内容で，２０２３年の実施を目指
しています。また，デジタルサービス税のよう

な一国限りの措置との適切な調整を要請してい
ます。
第Ⅱ部は，いわゆる第２の柱，pillar２と呼
ばれているルールについてです。多国籍企業が
軽課税国に利益移転をすることによって生じる
税源浸食のリスクに対して，グローバルな最低
税率に合意し，各国が対抗措置を導入すること
を認める内容になっています。従来のBEPS
プロジェクトの取り組みからさらに踏み込む内
容となります。しかしその議論の過程では，税
制優遇を用いた企業誘致や産業育成を進める途
上国・新興国との対立もあらわになりました。
進め方といたしましては，第Ⅰ部，第Ⅱ部そ
れぞれにつきまして，最初に木原さんからご説
明を頂きます。その後，青山さん，幸福さん，
渡辺さんの順番でご意見ご質問を頂戴し，さら
に木原さんから，お三方のご意見ご質問に対し
てお答えいただくということにしたいと思いま
す。
それでは，早速ですが，第Ⅰ部の国際課税原
則の見直しに入らせていただきます。最初に木
原さん，説明をよろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．BEPSプロジェクト及び国際
課税原則の見直し

（木原） ご紹介ありがとうございます。木原
です。本日はお時間を頂きましてありがとうご
ざいます。まず，吉村さんからお話がありまし
たように，冒頭に私の方から説明をさせていた
だければと思います。
第Ⅰ部では，吉村さんから，足元で２つの柱
に基づいて国際交渉が進んでいるという話があ
りましたけれども，少しだけBEPS プロジェ
クトというものがどういう経緯で始まって，今，
足元で行われているデジタル課税の議論が具体
化するまでの取り組みとして，どのようなもの
があったのかということを簡単にご説明させて
いただいた上で，いわゆる１つ目の柱，pillar
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１と言われるデジタル課税の話に進めさせてい
ただければと思います。

１．BEPSプロジェクト
〔「BEPSプロジェクト」について①〕国際課
税関係資料（３ページ）
資料の３ページで，まずBEPS プロジェク
トについて１つ目の丸印でお示しさせていただ
いておりますけれども，元々はリーマンショッ
ク後の２０１２年くらいに，特に多国籍企業が課税
所得を人為的に操作して課税逃れを行うこと，
Base Erosion and Profit Shifting の略として
BEPS が使われていますけれども，そういう動
きに世の中の注目が集まるようになりました。
そういう中で，国際課税ルール自体が少し時
代遅れになってきているのではないかという問
題意識が，世界各国の税務当局，財務当局の中
で強まってきて，それと併せて，各国政府・グ
ローバル企業の透明性を，実際の税負担である
とか税のルールに関して高めていくことを目標
とする必要があるのではないかということで始
まっています。それにより，いわゆる Level
Playing Field（公平な競争条件）をグローバル
に確保していくことがうたわれてきています。
２つ目の丸印の背景というところで，グロー
バルな経済活動，ローカルな課税ということが
書かれておりますけれども，電子商取引が進み，
経済活動がグローバル化する中で，課税自体は
引き続き各国のガバメントがやるということで
ございますので，いわゆる二重非課税と言われ
るような事態が少しずつ見られるようになって
きました。そういう中で，課税ルールの見直し
が時代に合わせて必要ではないか，というのが
背景の１つ目です。
あとは，既に若干申し上げましたけれども，
負担の公平性ということで，リーマンショック
の後にBEPS プロジェクトの始まりとして，
各国の財政状況が悪化し，追加的な国民負担を
求める中で，多国籍企業にもきちんと納税をし
ていただくことが大事なのではないかという議

論が強まってきました。この議論そのものにつ
きましては，足元，去年来のコロナ禍において
大きな財政出動が各国で必要になり，その後の
財政の持続可能性の取り組みをどうするかとい
う議論が少しずつ始まる中で，より一層注目が
集まってきているということかと思っておりま
す。

〔「BEPSプロジェクト」について②〕国際課
税関係資料（４ページ）
次に，資料の４ページにおきまして，簡単で
はありますけれども，BEPS プロジェクトの経
緯と今何をしているのかということをご説明し
たいと思います。経緯としましては，大体２０１２
年くらいからOECDの租税委員会というとこ
ろで，BEPS プロジェクトのいろいろな取り組
みが始められてきております。よくBEPS に
ついては日本が主導してきたと言われています
けれども，浅川元財務官が当時の議長を務める
中でこのプロジェクトを始めてきたというとこ
ろがございます。
当初はどちらかと言うと先進国クラブと言わ
れるOECDの中で議論してきたわけでござい
ますが，２０１３年に G２０の方で新しく，OECD
だけではなくてメンバーを拡大して，新興国も
入る形で議論するということが，１つの変化と
して出てきております。その中で，２０１４年，２０１５
年と G２０，OECDの租税委員会の中で議論し
て，２０１５年１０月に最終報告書を出しまして，こ
こでBEPS プロジェクトとして１つの成果が
出ました。こちらの最終報告書で具体的にどう
いう提言があったのか，少し後の資料でご説明
させていただきます。
その後，大きな動きとしては２０１６年６月に，
これは日本がG７の議長国であった年でござい
ますが，京都でBEPS の合意事項を実施に移
すために，BEPS 包摂的枠組み，これは Inclu-
sive Framework（IF）と言っておりますけれ
ども，これを立ち上げました。これによりまし
て，G２０のメンバーだけではなくて，より多く
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の途上国も参加したグローバルな枠組みで，こ
のBEPS の議論をしていこうという取り組み
が確立したということでございます。
当初は６０～７０カ国くらいでスタートしており

ましたけれども，年々メンバーが拡大して，直
近ですとトーゴが加わって，資料では約１４０カ
国となっておりますが，正式に今は１４０カ国が
参加しています。Level Playing Field，あるい
は全体の制度として漏れのないものを作るとい
う観点から，幅広い参加が必要になってきます
ので，１４０カ国まで拡大しているというのは１
つ大きな成功の証しとして言えるのではないか
と思っております。
２つ目に，BEPS プロジェクトの下で，今ど
のような取り組みをしているかということを３
つほど挙げさせていただいておりますけれど
も，１つ目は，各国による合意事項の実施状況
のモニタリングということで，いろいろなワー
キンググループをつくりまして，最終報告書に
ある提言についてそれぞれの国がどういう取り
組みをしているのかというのを，ピアレビュー
という形を主に活用しながらチェックしていま
す。
２つ目は残された課題，あるいは新たな課題
を継続検討していくということで，これの１つ
の例が，今日詳細にご説明させていただくデジ
タル課税の話ということかと思います。
３点目で，特に参加国がG２０だけではなくて

IFに拡大した中で重要とされている点が，開
発途上国を含む幅広い国々と関係機関が協調す
る枠組みである③の部分です。途上国のキャパ
シティをきちんと強化していって，グローバル
に見て制度としてきちんと質を向上させていく
という取り組みが，メンバーシップが拡大する
中でより重要視されています。これはいろいろ
なプラットフォームを作ったりですとか，日本
であれば国際機関を通じて技術支援をしたりで
すとか，そういう形で取り組みを進めています。
最後のポツになりますけれども，日本として
はG７・G２０それぞれ参加していますし，特に

２０１６年 G７議長国，２０１９年 G２０議長国ですので，
そういうタイミングを生かしながら取り組みを
主導してきています。

〔BEPS包摂的枠組み（Inclusive Framework
on BEPS）参加国・地域〕国際課税関係資
料（５ページ）
資料の５ページはメンバーシップ，先ほど申
し上げましたように１４０カ国ということでお示
ししていましたが，一番左側のOECD加盟国
だったものが，まずG２０メンバー＋８カ国に拡
大して，さらに右側に非常に多くの国々，これ
は大きな新興国だけではなくて途上国ですとか，
あるいはいわゆるスモールアイランドカント
リーのようなところ，場合によってはいわゆる
タックスヘイブンと言われているようなところ
も含めて今，議論に参画しています。

〔「BEPSプロジェクト」の三本柱〕国際課税
関係資料（６ページ）
BEPS プロジェクトで何を重視して進めてき
たのかということですが，大きく柱としては３
つあると考えていまして，１つ目は実質性，こ
れは払うべきところで税金を支払っていただけ
るような仕組みを作るということで，グローバ
ル化，デジタル化が進む中で経済活動の実態に
即したルールを作る，これはルールメイキング
のところということかと思います。
左下の透明性の部分は，いろいろな情報交換
を各国の税務当局間で進めたり，あるいはグ
ローバル企業の方からもいろいろな情報を各国
の税務当局に出していただくことによって透明
性を確保していくという取り組みです。
右下は予見可能性ということで，これは特に，
実際に企業で財務を担当されている方の視点か
らすると，租税に係る紛争，いわゆる二重課税
の問題の発生や，いろいろな新しいルールがで
きることによって不確実性が増します。そうい
うものをできるだけ排除するために，これまで
バイの租税条約でいろいろ対応してきたわけで
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すけれども，それをさらに強化していくような
取り組みを併せて進めています。

〔「BEPSプロジェクト」最終報告書の概要〕
国際課税関係資料（８ページ）
続きまして，２０１５年にまとまったBEPS 最
終報告書の概要ですが，大きく分けると行動と
しては１５あるわけですけれども，幾つか例をお
示しさせていただきます。Aの実質性の部分
では，⑴の電子経済の発展への対応について，
日本では平成２７年度税制改正で国境を越えた役
務の提供に対する消費税の課税方式の見直しを，
この最終報告書を踏まえてさせていただいてお
ります。この議論の積み残しの課題として，足
元の pillar１，pillar２の議論があるということ
かと思います。
それ以外にも⑵の方で，各国で国際的な一貫
性をもって税制を作っていきましょうというこ
とで，例えば行動３の外国子会社合算税制の強
化について，これも最終報告の内容を踏まえて
日本では平成２９年度税制改正で対応しています。
行動４の利子控除の制限，これも従来からあっ
た過大支払利子税制について令和元年度税制改
正で対応しました。そういう形で徐々にではあ
りますけれども，日本としていろいろな法制度
の整備を進めています。
同じように右上の透明性ですと，いろいろな
情報交換が進められており，あるいは右下の予
見可能性ですと，⑸の法的安定性の向上という
ところがありますけれども，紛争解決メカニズ
ムの構築ということで，いろいろな租税条約を
日本としても拡充する中で対応してきています。
これが，２０１０年代を通じて取り組んできた
BEPS プロジェクトと，日本としてどういう対
応をしてきたかということをまとめた資料にな
ります。
ここから先は，今まさに足元で議論されてい
る経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題と
いうことで，pillar１，pillar２の議論のご紹介
をさせていただきます。第Ⅰ部の方では主に

pillar１の説明をさせていただければと思いま
す。

２．経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題
〔経済のデジタル化に伴う国際課税上の課
題〕国際課税関係資料（１０ページ）
まず，資料の１０ページをご覧いただければと
思います。経済のデジタル化に伴う国際課税上
の課題について，なぜ議論が必要になっている
のかということにつきまして，まず２つ挙げて
います。１つは，過去１００年くらい続いてきた
と言われていますけれども，いわゆる物理的拠
点（PE：Permanent Establishment）なければ
課税なしという原則（PE原則）が，時代にそ
ぐわなくなってきている部分があるのではない
かということで，特にデジタル化が進む中で，
市場国に全く PEがない中でビジネスができる，
そういうことがより多く見られる中でどうして
いったらいいのか，ルールとしてやはり変えて
いく必要があるのではないかという視点です。
２つ目は，独立企業原則に基づく利益配分

ルールと黄色でハイライトさせていただいてお
りますけれども，従来であればいわゆる移転価
格税制の枠組みの下で，そのグループ内部の国
際取引については，独立した企業同士であれば
成立したであろう独立企業間価格で取引が行わ
れたものとして所得を計算するというやり方を
してきたわけですけれども，無形資産の重要性
が増してくる中で，この枠組みだけで必ずしも
捉えられないようなケースが出てきているので
はないかという問題意識がより強まっていると
いうことです。
そういう中で②でございますが，軽課税国へ
のBEPS リスクが増してきて，これにきちん
と国際社会としても対応していく必要があるの
ではないかという問題意識が強まってきていま
す。また，この資料で明確に書いていませんけ
れども，３点目として特に足元で議論になって
いる重要な点として，既に若干触れましたよう
に，国際的な Level Playing Field の確保です
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とか，あるいは法人税の引下げが１９８０年代くら
いから４０年にわたって続いてきた中で，それに
少し歯止めをかけて，各国ともコロナで多額の
財政出動を行った後の財政の持続可能性を確保
していく取り組みの一環として，法人税のより
バランスの取れた課税をしていくことも大事な
のではないか，という問題意識が強まってきて
います。この点も，①，②に加えて背景として
あるのではないかと思っているところでござい
ます。
ここから先は，具体的な第１の柱の内容につ
いてご説明をさせていただければと思います。
資料は１６ページまで飛んでいただければと思い
ます。

３．第１の柱 国際課税原則の見直し
（市場国に対し適切に課税所得を配分するた
めのルールの見直し）
〔第１の柱：市場国への新たな課税権の配
分〕国際課税関係資料（１６ページ）
第１の柱は具体的に何をするかということで
すが，左側の図をご覧いただきますと，PE原
則を見直し，PEで捉えられない，従来では市
場国で課税できないようなケースについて課税
を認めるのが第１の柱ということになります。
左側の図をご覧いただきますと，多国籍企業
がどこかの国にあって，企業所在地国とは異な
る市場国に対してビジネスを提供する，このビ
ジネスの提供の仕方が音楽の配信，映像の配信，
あるいは広告を出す，いろいろなやり方はある
と思いますけれども，特にデジタルの技術を通
じてビジネスを提供する場合，市場国の方に何
ら物理的拠点がなくても多額の売上が発生する
事例が年々増えてきています。そういう中で，
今の PE原則ですと，物理的拠点がないので市
場国の方では課税ができません。市場国ではカ
スタマーがいることにより生み出された価値が
あるにもかかわらず，市場国側で課税ができな
い今の PE原則はどうなのだろうかという問題
意識の下，新しいルールを作ろうと議論してい

ます。
具体的にどういうことをするかについて，右
側に書かせていただいていますが，まずどのく
らいの企業が対象になるのかということですが，
グローバルに見て非常に大きな企業，大体，全
世界で見て１００社くらいと言われています。売
上高２００億ユーロ超で利益率が１０％を超えてく
るような，非常に大きい，かつ，利益水準の高
いグローバル企業が念頭に置かれている制度で
す。
その上で，この多国籍企業グループの利益率
の１０％を超える部分，これを超過利益と見なし
ます。その超過利益と見なされた部分の２０～
３０％を市場国に配分することになります。この
配分された利益が市場国において，市場国の税
率によって課税されるというのが，pillar１の
基本的な内容です。市場国に利益Aを配分す
るに当たっては，右下の吹き出しで書いていま
すけれども，売上等に応じて配分することが考
えられています。今は２０～３０％と幅を持った数
字を書いていますけれども，この数字の具体化
をこれから１０月の半ばまでに交渉して決めてい
くことになっています。

〔BEPS包摂的枠組みの大枠合意（２０２１年７
月）第１の柱①〕国際課税関係資料（１７ペー
ジ）
１７ページから少し文字ベースで，より詳細に
第１の柱の説明をさせていただければと思いま
す。
課税対象につきましては，先ほど申し上げま
したように全世界売上が２００億ユーロ超，かつ，
利益率１０％超の多国籍企業となっています。pil-
lar１の実施に当たってはマルチ条約が必要に
なりますけれども，このマルチ条約が発効して
から７年後にその実施状況をレビューして，そ
の時点で円滑に制度が実施されているというこ
とであれば，この２００億ユーロの閾値を１００億
ユーロまで引き下げる，これによって対象企業
を拡大しようということが，既に合意事項に含
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まれています。配分割合につきましては，先ほ
ど申し上げましたように超過利益の２０～３０％，
具体的にその２０～３０％の間のどこにするかとい
うのは，１０月に向けて交渉していくということ
でございます。
次のネクサス（課税根拠）でございますが，
こちらは市場国側で利益Aの配分を受けられ
る国はどういう国なのかということですけれど
も，手続きの簡素化のようなところも含めまし
て，それなりに規模のある市場国として，売上
が１００万ユーロ以上あるような国にしようとい
うことです。ただし，先ほど IFメンバーの中
でもスモールアイランドがあるという話をしま
したが，GDPが小さい国には少し低めの閾値
を設けようということで，GDPが４００億ユーロ
（５兆円弱）よりも少ない国に対しては，２５万
ユーロの売上があればネクサスを認める，市場
国としてカウントするということが合意に含ま
れています。
次のセグメントの部分ですが，これは例えば，
売上が非常に大きいのだけれども，企業全体と
しては利益率が１０％に達していないので，全体
としては利益Aの対象になりません，pillar１
の対象になりませんという会社であっても，そ
の会社の中の一部のセグメントだけを取り出し
てみた場合に，依然として売上の閾値を超えて
いて，かつ，そのセグメントにおいては利益率
が１０％を超えているような場合に，セグメント
単位で pillar１の対象にするということが，併
せて決められています。

〔BEPS包摂的枠組みの大枠合意（２０２１年７
月）第１の柱②〕国際課税関係資料（１８ペー
ジ）
もう１つこれまでお話ししていない pillar１

の重要な論点として，税の安定性という点があ
ります。pillar１の下では，ある国からある国
に課税所得が移りますので，様々な税の紛争が
いろいろな国にまたがって起こることが事前か
ら想定されます。こうした中で，利益Aに関

する全ての争点について，義務的・拘束的な紛
争解決のメカニズムを，pillar１のパッケージ
の一部として導入することが議論されておりま
す。これについて特に途上国などから懸念が示
されていますが，何らかのルールを入れようと
いうことで今議論をしています。
次の一方的措置ですが，こちらはデジタル・
サービス・タックスとして，既に pillar１の合
意を待たずに，デジタル企業に対して売上税の
ような形で課税をしている国々がございます。
pillar１の仕組みが入った暁にはそういった一
方的措置，各国が独自に入れているデジタル・
サービス・タックスや類似の制度は廃止をする，
ということを基本認識として共有しています。
そういう中で，どういう措置を対象にどうい
うスケジュール感でデジタル・サービス・タッ
クスや類似の措置を廃止していくのか，これを
これから議論する予定です。１０月の段階で，で
きるだけ具体化を図るという方向で今，議論し
ています。
最後に実施目標，タイムラインですが，pillar
１の実施には多国間条約が必要だと申し上げま
したが，条約の案をこれから，恐らく１０月を越
えて引き続き議論ということになると思います
けれども，２０２２年のなるべく早い段階で作った
上で署名開放し，各国が国内手続きを終えて
２０２３年中には適用を開始したいということで今，
議論しています。
この後の何ページかの資料は，今お話しした
内容をステップ・バイ・ステップでご説明して
いるものですので，資料の２４ページをご覧くだ
さい。

〔暫定的措置（デジタル課税）に関する諸外国
の主な動き（２０２１年８月時点）〕国際課税関
係資料（２４ページ）
デジタル・サービス・タックスの話を少しさ
せていただきましたけれども，現状ですとこの
資料にあるような国々で，一方的措置としてデ
ジタル・サービス・タックスが導入されていま
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す。G７で言えばフランス，イタリア，イギリ
ス，あとはカナダも２０２２年１月から施行予定と
なっています。日本企業の皆さまと話をしてい
ると，特にインドの平衡税について，手続きと
していろいろなものが必要になってくるという
ことを聞きます。また，EUはコロナ対応とし
ていろいろな計画を作って，そのファンディン
グとして幾つかの案も出していますが，その中
の１つがデジタル賦課金です。元々は６月に制
度の概要を提案すると言っていたのですが，足
元で IFの議論が進んでいるので，少しそれを
見守るという形で，実際の中身の発表は秋まで
保留ということになっています。
少し資料を飛ばさせていただきましたけれど
も，まず私の方から pillar１の概要ということ
で，BEPS のこれまでの経緯と併せてご説明を
させていただきました。私からは以上になりま
す。

―――――――――――――――――――――

Ⅱ．BEPSプロジェクト及び国際
課税原則の見直しに対する意
見・質問

（吉村） 木原さん，大変複雑な仕組みですけ
れども，短時間に，しかも分かりやすくまとめ
ていただきまして，本当にありがとうございま
す。
それでは，ここでパネリストの皆さんから順
次ご質問・ご意見を頂戴したいと思います。最
初に青山さん，どうぞよろしくお願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

（青山） それでは，私の方から最初にBEPS
プロジェクト全体と第１の柱に分けて幾つかコ
メントと質問をさせていただきたいと思います。
まずその前に，今，大変詳細なご説明を頂き
ましたけれども，財務省の参事官室が特にこの

デジタル課税についてのOECD Inclusive
Framework の検討の中で，タスクフォースの
中心的メンバーとして多大な貢献をされたとい
うふうに伺っております。このご貢献に対して
敬意を表したいと思います。
そこで，木原さんのBEPS プロジェクト全
体の流れの説明についてですが，先ほどの説明
にございましたように，１０月に詳細な実施計画，
それから設計項目の最終化が完成されますと，
ようやく長年にわたるBEPS プロジェクトの
使命が一応終了するということになります。た
だ，デジタル経済対応の議論が６年間の長期間
にわたりました。この間，２０１５年の最終報告書
当時から見ますと，かなり経済環境の変化，特
にデジタル化の一層の進展などに加えて
GAFAなどによる市場独占，こういったもの
が強まったと感じております。

〔実施スケジュールについて〕
そうした中で完成間近のBEPS プロジェク
トの全体について３点お尋ねいたします。１点
目は，最後の締めくくりとして提出された実施
のスケジュールについてです。２つの柱とも，
これは後ほどまた第２の柱についてもご説明い
ただけると思いますが，２０２２年の税制整備，そ
して２０２３年の実施ということで，かなり前のめ
りのスケジュールのようにも感じられます。こ
れもその未確定事項のボリュームとか，それか
ら協議の難航の可能性，特に途上国，先進国の
間での課題，こういったものを見ますと，果た
してこのスケジュールでうまくいくのかという
ことについて懸念が持たれますが，この点につ
いてどのような見通しを持っておられるのかお
伺いしたいと思います。

〔新興国・途上国への支援，モニタリング状況〕
２つ目は，先ほどBEPS についてはモニタ
リングをしっかりやっていくのだというご説明
がございました。特にミニマムスタンダード基
準のものがきちんと行われているかどうかを中
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心に行われているようです。そこで，国際課税
関係資料８で個別の整備状況をご説明いただき
ましたけれども，わが国のような優等生的な立
法対応は他の国ではどの程度行われているので
しょうか。特に移転価格や PE帰属所得，さら
には紛争処理システムなどの改革は，そういう
ことをやるに当たっては支援を必要とする新興
国，途上国ではどのように実施されているのか，
これはわが国の産業界にとって大変関心の高い
事項でございます。国際機関との協調関係もご
説明がございましたけれども，これらの支援，
モニタリング状況について今少し詳しく教えて
いただければと思います。

〔税に関する情報交換の推進との連携の見通し
について〕
そして３点目，税に関する情報交換の推進と
の連携の見通しについてお尋ねします。先ほど
は，３点セットでBEPS の趣旨は達成される
のだということで情報交換についても触れられ
ました。BEPS プロジェクトの下では実体法で
の勧告に加えて，国別報告書などによる企業情
報の開示やルーリングの開示など，課税情報の
拡大が行われていますが，他方で共通報告基準
などによる金融口座の情報交換やプラットフ
ォーム企業からの情報収集など，税の透明性の
確保に資する情報交換の取り組みもグローバル
フォーラムで進展していると伺っています。少
し気が早い話ではありますけれども，これらを
併せてもしポストBEPS の OECDでの活動の
焦点はどのような方向に向いていくのかという
ことについて伺えればと思います。
以上は，BEPS 全体についての質問でした。

次が，第１の柱についての質問になります。私
自身，経団連の２１世紀政策研究所で企業の方々
と２つの柱問題を議論してきました。そこでの
要望を踏まえますと，これまでの移転価格や
PE帰属主義の課税と並行して新設される市場
国への課税権配分は，重複負担が発生しないよ
うな丁寧な仕組みと予測可能性を高めるための

事前協議を含めた紛争防止措置が必要と考えま
す。その観点からは市場国への新しい課税権配
分が，高い閾値でかつADSと CFB，即ち，デ
ジタルサービス＋コンシューマー向けのビジネ
スという執行上困難な対象事業の定義認定を回
避して提案されましたことは，実効性の観点か
ら歓迎できると思います。市場国の要請に配慮
したと思われる７年後のレビューで閾値を半減
する案についても，制度の円滑な実施を条件に
したのは賢明と考えています。

〔連結財務会計に基づく課税標準の確定〕
そこで，簡単に４点の関心事項についての質
問を申し上げます。１番目は，連結財務会計に
基づく課税標準の確定は，各国，各種企業グルー
プが採用するGAAPによっては不平等が発生
する可能性があるものの，許容できる期ずれの
範囲とも考えられます。第２の柱とも関係いた
しますが，この問題についてどのような議論が
行われてきたのか教えていただければと思いま
す。なお，セグメント別計算は例外的に実施す
るように求めていますけれども，その区分けは
企業の開示情報を尊重すべき，これは企業の負
担を少なくするためという趣旨でそのように考
えますがいかがでしょうか。

〔源泉地ルール〕
２点目，源泉地ルールについて先ほどネクサ
スルールとして市場国へ課税権を配分するため
の現地の売上を測定するルールを，これは青写
真（ブループリント）では非常に詳細かつ煩雑
なルールが提示されておりました。ビジネスか
らはこれに対して大きな反発があったと思いま
す。これはどのように解決されたのでしょうか。
教えていただければと思います。

〔既存の課税との二重計上リスクへの配慮〕
そして３点目，既存の課税との二重計上リス
ク，これは既に物理的拠点があって，そこに対
して移転価格税制等で利益が適正に配分されて
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いる場合の，今回の新しい利益Aの配分額を
減額するセーフハーバーは必要と考えますけれ
ども，具体的にどのような検討がされているの
でしょうか。

〔紛争解決メカニズム〕
最後に紛争解決メカニズムについてです。義
務的・拘束的な紛争解決メカニズムについては
どのような制度設計を考えておられるのか，特
に仲裁制度に否定的だった途上国の反応はいか
がなものでしょうかという点です。以上，よろ
しくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（吉村） それでは，続きまして幸福さんから
ご質問・ご意見を頂戴できればと思います。よ
ろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（幸福） 木原さん，分かりやすいご説明を頂
きありがとうございました。私の方からは，企
業の税務担当者という視点から４点ほどお伺い
したいと思います。その前に，まず企業の税務
担当者には２つの顔があるということをお伝え
しておきたいと思います。
１つ目は，もちろん納税者としての顔です。
それともう１つは，税制を社内で浸透させる役
割を担うという顔です。会社の申告書は税務担
当者だけが頑張ればできるというものではあり
ません。会社の中で事業を担うそれぞれの部局
に制度を理解してもらって必要な情報を提供し
てもらう，そういう営みをしないといけません
ので，会社の中で税制の目的，趣旨，そういう
ものをしっかり説明していかないといけないと
いう立場です。こういう観点から，一部青山さ
んと重複しますけれども，第１の柱について４
点，お伺いします。

〔納税者の関与について〕
まず１点目は，納税者の関与です。ご説明が

あったように，第１の柱はある国からある国に
税収の再配分としての機能を担うということで
すので，これに限定すればある国からある国へ
の再配分は政府間で実現していただくという理
解でよいでしょうか。再配分に必要な情報の提
供はともかくとして，再配分のプロセスそのも
のを納税者が担うということになると，本来不
要な還付のリスク，あるいは納税者から国への
資金の移転という元々のデザインとは違うもの
も出てくるかと思います。これは避けていただ
きたいと思います。実際の施行に際して国家間
の税源の再配分に納税者が関わるということは
最低限にしていただくようにお願いしたいと思
います。

〔会計基準の取扱いについて〕
２点目は，会計基準の取扱いです。先ほどの
御説明にもありましたけれども，第１の柱では
売上高の測定が重要となります。最近でも国際
会計基準の新基準の適用によって，売上高が大
きく増減するという会社も多くありました。こ
のような会計基準の変更というのはそのまま受
け入れるということで国際合意は取れているの
でしょうか。また，セグメントのお話もありま
したけれども，事業のくくりであるセグメント
は経営者の評価に基づくもので，同じ事業をし
ていてもそのくくり方は企業によって異なりま
す。実際の経営評価で用いられ，監査上も容認
されているものは今回の国際合意でも尊重され
るという理解でよいでしょうか。

〔既存のPE課税や移転価格課税について（対
象事業・企業・利益率）〕
３点目は，今回の国際合意の位置付けについ
てです。今回の国際合意では結果的にデジタル
にこの pillar１でも事業を限定していません。
また，歴史的な合意として国際課税の原則を修
正しているということからすると，国際課税に
おける普遍性のある合意と捉えてよいでしょう
か。あるいは対象企業を限定して，日本企業も
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あまり影響を受けないという報道もありますけ
れども，そういう見込みのように，必ずしも普
遍性のある合意ということではないと理解すれ
ばよいでしょうか。この質問は途上国への対応
という観点です。途上国では PE課税，移転価
格課税を通してグローバルな利益に対して高い
帰属率，あるいは利益率を認定してくるという
手法がよく見られます。それらと比較すると，
今回の合意はある意味穏やかな形にも見えます。
今回の合意が多国籍企業における本社機能，あ
るいは重要な機能，そういうものに対する価値
を相当程度認めた上で，市場国への配分を部分
的に認めたという考え方なのか，あるいは先ほ
どのお話にあった物理的な拠点がないという場
合とか無形資産に対するあくまでも特例的な措
置なのか，そのあたりを，多くの途上国が合意
している経緯ということも含めてお伺いしたい
と思います。

〔利益Ｂについて〕
最後の４点目は，利益Bについてです。３
点目と重複するかもしれませんが，今回の合意
はあくまでも利益Aのみで，利益Bについて
は２０２２年に向けて継続協議と理解しています。
物理的な拠点を持っている場合の課税の考え方
について，今回の合意を踏まえて，今どのよう
な方向になっているのかということを，可能な
範囲で教えていただければと思います。どうぞ
よろしくお願いします。

―――――――――――――――――――――
（吉村） それでは，次に渡辺さんの方からご
質問・ご意見を頂きたいと思います。よろしく
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（渡辺） 私の方からは大きく４点，コメント
および質問をさせていただきます。

〔ブループリントとステートメントの関係〕

最初は，ブループリントとステートメントの
関係です。２０２０年１０月のブループリントの内容
は大変詳細で分量も多いものでした。しかし，
結論を出すというよりは方向性について両論併
記されていたり，具体的な数値を入れていなか
ったりする部分も目につきました。それに対し
て，今年の７月１日にOECDから出されたス
テートメントの内容はとても簡潔で，骨子だけ
しか書かれていないように感じます。そこで，
今後の議論のためにもブループリントの内容で
既にアウトオブデートになった部分などありま
したら，この場でご教授いただけますと助かり
ます。例えば，ブループリントの段階では議論
する必要があったけれども，今はもう決着がつ
いてしまったと思われるような部分があれば知
りたいと思います。

〔途上国への配慮〕
２番目は，途上国への配慮についてお伺いし
たいと思います。２０１５年の BEPS 最終報告書
から今年７月１日のステートメントまでの流れ
を見ていると，多国間交渉の重要性と合意に至
る難しさが伝わってきます。当事者である担当
官の方たちは大変な苦労をされたのではないで
しょうか。また，今回の合意については政権交
代によってアメリカの態度が変わったことが大
きいと言われていますが，途上国の要求にどう
応えるかという問題もあったと思います。例え
ば，対象企業の数が大きく絞られ，かつデジタ
ルに限らないとされたのはアメリカへの配慮が
あったようにみえるのですが，その一方で，途
上国からの合意を得るために，国連モデル条約
１２条 B案の動向などを横目で見ながらの交渉
になったのではないかと推測しております。こ
のあたり実際どうであったのか，できる範囲で
お聞かせいただけないでしょうか。資料の５
ページの図を見ると，BEPS の IF を構成する
国にいかに途上国，新興国が多いかということ
が分かります。これらの中には，国連の議論に
おいて主導的な役割を果たしている国もあると
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思われます。OECDでの合意を取り付けるた
めに，日本を含めた先進国が妥協を強いられた
点がないのかどうかご教授いただけますと幸い
です。

〔一方的措置〕
３つ目は，一方的措置についてお聞かせくだ
さい。まず，日本はデジタルサービス税（DST）
の導入について考えていないということでしょ
うか。それとも交渉がうまくいかなかったとき
のために，まだDSTの導入の可能性は残され
ているのでしょうか。先ほど優等生というご発
言が青山先生からもあったと思うのですが，例
えば金子宏先生の『租税法第２３版』の５６１ペー
ジは，ご説明で使われた資料の８ページの図と
ほぼ同じものを掲載した上で，「日本はドイツ
とともに優等生のような位置を占めている」と
記されています。OECDでも日本の態度は高
く評価されているのであれば，仮に日本がDST
を導入するつもりはないとしても特に驚くもの
ではありません。
次に，一方的措置に関するステートメントの
記述は，“all Digital Service Taxes and other
relevant similar measures on all companies”と
なっているわけです。この“relevant similar
measures”の中には，例えばインドの平衡税は
入ると考えてよいのでしょうか。平衡税はデジ
タル取引だけをターゲットにしたものではあり
ませんが，強烈な一方的措置だと思います。今
回第１の柱の対象がデジタル関連企業に限られ
ないことになったので，DSTだけでなく平衡
税も取り下げの対象になっているようにも読め
ます。一方で，利益Aの対象となる企業は１００
社に限られてしまったわけですから，そのリス
トに入ってこない企業については引き続き
DSTや平衡税の対象になることも考えられま
す。もし日本がDSTを導入しないと考えてい
るのであれば，この際，他国の一方的措置は一
掃したいところです。しかしこれらを課してい
る国からすれば，なかなか取り下げたくないと

いうのが本音ではないでしょうか。
例えば資料の２４ページで示されているEUの
デジタル賦課金においても，「２０２１年７月の
OECD/G２０の大枠合意を踏まえて秋ごろまで
留保」とあります。大枠合意をしたのに留保す
るのはなぜか，それとも取り下げる動きが既に
起こっているのかどうか，わかる範囲でお聞か
せいただけるでしょうか。

〔会計情報への依存〕
最後は，会計情報への依存についてです。課
税ベースの決定について，ステートメントでは
“reference to financial accounting income,
with a small number of adjustments”と書かれ
ています。伝統的に日本の法人税法では企業会
計における利益と租税法会計における所得の衝
突や調和が議論されてきました。また，平成３０
年度改正で導入された収益の認識基準に関する
法人税法２２条の２について，そのような議論が
再び盛んになる可能性もあります。今回のス
テートメントでは課税ベースの決定だけでなく，
セグメンテーションや第２の柱におけるETR
の計算においても企業の財務会計上の利益概念
が用いられています。
第２の柱についてはこの後で詳しいご説明が
あると思いますが，会計情報に関することなの
でここでまとめて質問をしたいと思います。ブ
ループリントでは，国際的最低税率１５％に関し
て，親会社の財務会計基準（parent financial ac-
counting standards）を使用するとされていて，
簡素化のオプションについても示されています。
これはセクションの１．２とかセクションの５あ
たりに書かれているものです。また，これも後
でご説明があるはずですが，資料の３３ページの
ビルディング・ブロックの二つ目「実効税率
（ETR）計算・最低税率」において，最終親
会社の会計基準に基づく個社の財務諸表上の利
益が基準になることが示されています。そうす
ることによって，子会社が存する国ごとの税務
会計のルールに従って所得や利益を再計算する
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コストや複雑さが回避されるからであって，
IFRS と USGAAPの間の簿価調整が要求され
ることもないのだと思います。日本で言えば
IFRS と JGAAPのいずれの方でもよいという
ことになるのではないかと思います。
ここで，課税に関するルールが会計に基づい
ているのは，簡素化が主な理由と考えてよいの
でしょうか。これが質問です。特に新しい制度
を立ち上げる際に複雑化は避けなければいけま
せん。従って合意を得るためにも，できるだけ
当事者や行政庁の負担のかからない方法が選ば
れたということでしょうか。仮にそうだとして
も，例えば国別報告書（CbCR）のような報告
義務あるいは開示義務を履行するために会計情
報を使用する場合とは異なって，今回は課税
ベースや税率に会計情報が直接影響を与える可
能性があるようにも見えますが，この点につい
てはどのようにお考えでしょうか。私からは以
上です。

―――――――――――――――――――――
（吉村） それでは，お三方からご質問・ご意
見を頂きましたので，木原さんの方からご回答
いただければと思います。木原さん，よろしく
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（木原） 青山さん，幸福さん，渡辺さん，ご
質問，コメント等を頂きましてありがとうござ
います。幾つか似たようなご質問をまとめて，
私の方から回答させていただければと思います。
まず，青山さん，渡辺さんから，２０１０年代に議
論していたBEPS の合意事項の実施状況につ
いてコメントがございました。日本の取り組み
について，ねぎらいの言葉を頂いてありがとう
ございます。実際に担当しているメンバーにも，
きちんと伝えたいと思います。

〔BEPSの合意事項の実施状況について〕
日本のBEPS 合意の実施状況が，具体的に

グローバルに見てどの程度なのかということに
ついて，一覧性があるような形ですぐお出しで
きるようなデータはないのですが，個別の行動
ごとにいろいろなピアレビューが進んでいます
ので，ご紹介できる数字をお示ししてご説明さ
せていただければと思います。
例えば，行動５の有害税制への対抗でござい
ますと，ビアレビューした国が９４カ国ある中で，
日本も含めて６２カ国が無勧告，つまり基準を既
に満たしています。行動６は租税条約の濫用防
止ですが，日本ですと，審査対象となった条約
が適用国数で７３，そのうちの３０が既にミニマム
スタンダードを満たしています。７３分の３０が満
たしていますが，この割合で見ると，日本は，
今，１３７カ国中９位くらいということで，他の
国と比べても，既にスタンダードを満たしてい
る割合が非常に高くなっています。
他に例として挙げられるのは行動１３で，これ
は多国籍企業のいろいろな報告制度ですが，日
本はミニマムスタンダードを全て遵守というこ
とになっています。１３１カ国くらいで既にいろ
いろな形でレビューされており，大体７０～９０カ
国くらいで取り組みが進んでいますが，日本の
ように全てについてスタンダードを満たしてい
るところは必ずしも多くありません。最後に，
行動１４は紛争解決メカニズムですが，こちらは，
法制面について６つの評価項目がございます。
それぞれの項目について勧告を受けた租税条約
の数の割合の平均値を見ますと，日本は３．１％
ということで，勧告を受けた割合は非常に低い
わけですけれども，例えばドイツですと６．１％，
他のG７諸国はこれが１０～１６％くらいになって
います。日本も比較的古い租税条約については
勧告を受けていますが，他の国と比べても取り
組みとしては非常に進んでいるということが言
えると思っています。
併せて，青山さんの方から新興国，途上国を
念頭に国際機関との協調体制についてのお話が
ございました。BEPS 合意を実施していくに当
たって，特に途上国をきちんとサポートしなけ
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ればいけないという点は，税と開発というテー
マで，IFや G２０の枠組みで最近ずっと議論さ
れています。途上国でも国際スタンダードを遵
守してもらったり，あるいは domestic revenue
mobilization と言ったりしますけれども，国内
できちんと資金動員する，援助の資金も大事だ
けれども，やはり自国できちんと税収を上げて
いくことも大事だという目的意識の下で，
OECD，IMF，世銀，日本の場合は特にADB
もございますが，そういうところに日本として
資金拠出をしながら技術支援でしっかりサポー
トしていくということをやらせていただいてい
ます。

〔ブループリントとステートメントの関係につ
いて〕
２点目で，渡辺さんからブループリントとス
テートメントの関係ということで，ご指摘があ
りました。ブループリントは非常に大部の文書
であった一方で，７月のステートメントは簡潔
なものとなっております。一番分かりやすい違
いとしては，pillar１のスコープについて，ADS，
CFBに限定していたものが業種を限定しない
形へと拡大したという点があります。他に幾つ
か例を示させていただくと，数字の部分では多
くのところで具体化されたということだと思い
ます。例えば，スコープはブループリントの段
階では収入の閾値が７．５億ユーロから１００億ユー
ロの範囲でしたが，最終的に２００億ユーロにな
ったりですとか，利益率の閾値もブループリン
トでは８～２５％のレンジだったものが１０％にな
っています。
あと収入の源泉地について，ブループリント
の段階では源泉地の特定はヒエラルキーアプ
ローチということで，指標が階層ごとに提示さ
れて，上位の指標が利用できない場合はそれよ
り下の指標を採用していくような，やや複雑な
仕組みが提案されていました。現時点では簡素
化の方向から，企業ごとに信頼できる方法，re-
liable method と英語では言っていますけれど

も，そういう方法で何か別のものを指標として
見つけていこうという議論になっています。
同じように pillar２についても具体化された
部分としては，例えば国際海運所得の除外につ
いて，ブループリントでは今後検討になってい
たのが明確化されています。
あるいは，pillar２についても一部の企業の
み，売上が大きい企業のみが対象になるわけで
すけれども，今回の合意の中で，それより売上
が小さな企業に対しても，IIR という，あとで
ご説明させていただきますけれども，pillar２
の適用を可能にする道を開いても構いませんと
いうことをはっきりさせたりですとか，あとは
カーブアウトのマークアップ率について具体的
な数字を入れたり，スプリット・オーナーシッ
プ・ルール，これも pillar２の話になりますけ
れども，そういうものを少し具体化させるとい
うことも議論として進んでいます。

〔途上国への配慮について〕
続きまして，同じように渡辺さんからお話の
ありました途上国への配慮，交渉の過程でどう
いうダイナミクスがあったのかということです
が，渡辺さんのご指摘のとおり全体の IFメン
バーは１４０カ国で，新興国・途上国も非常に多
い中で一つのルールを作らなければいけないと
いう交渉になってまいりますので，基本的には
なるべく各国歩み寄りの姿勢を見せながら，少
しでも多くの国の参加を確保しなければいけな
い。ただそういう中であっても，実質的な内容
がある，要するに抜け道の多いルールではなく
て，本当に意味のあるルールをどうやって合意
としてまとめていくのかが非常に大事だという
ことで日々取り組んでいます。渡辺さんがおっ
しゃったように先進国，途上国の対立軸という
のは，もちろん非常に大きな論点の１つとして
ありますが，他にもタックスヘイブンの国があ
り，あるいは国ごとに産業構造も違いますので，
様々な立場の違いを背景にした鋭い意見の対立，
そういうものが絶えずあります。
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そういう中で，途上国に特に配慮が示された
項目について申し上げます。１点目は，pillar
１の下で，紛争防止・解決メカニズムが非常に
重要な要素の１つとして議論されていますが，
こちらについて途上国全てではありませんけれ
ども，今までのトラックレコードを見て大丈夫
であろうという一部の途上国について，紛争解
決の制度を選択的な制度にするということを入
れております。他にも，pillar２の方でご説明
させていただきますけれども，STTRという
租税条約を使った，GloBE（Global Anti-Base
Erosion）ルールの仕組みよりも簡易な形で途
上国の方で課税できるような制度を盛り込んで
います。ただ，他方で STTRは全ての国に導
入を義務付けるわけではないので，先進国にも
ある程度歩み寄りをしています。そういう形で
バランスを取りながら，７月の合意はまとめら
れています。

〔会計基準の取扱いについて〕
続きまして，これはお三方全員からご指摘い
ただいた点ですが，財務会計と税務会計，特に
今回の pillar１，pillar２ですと財務会計に依存
するところが非常に多い中でどうなのか，併せ
て渡辺さんからは特に pillar２ですと課税ベー
スの話にも直接影響がある中でどうなのかとい
う話がございました。基本的な認識として，pil-
lar１，pillar２ともにグローバルに新しい制度
を入れなければならない中で，各国が比較可能
な形で，できるだけ consistent なベースを使わ
なければいけない。そういう中で，pillar２に
ついては税率も含めてですが，課税ベースをな
るべく共通のものにしなければいけないという
前提条件があります。各国の裁量で相当程度が
決まってくる税務会計ではなくて，財務会計を
１つの取っ掛かりとして使うということが，簡
素化の観点からも現実的な方策として出てきた
アイデアだと認識しております。
ご指摘のとおり，いろいろな財務会計の間で
差異はあるわけですが，現時点の共通認識とし

ては，IFRS とそれに準拠する日本を含めた
GAAPのみが許容されるということになって
います。それ以外の会計基準については，重大
な競争上のゆがみがない場合においてだけ使っ
ていいということが，共通認識として示されて
います。その上で，税務会計と財務会計のブリ
ッジとして，一時差異の調整という言い方もし
ますけれども，税金費用ですとか，賄賂や罰金
の足し戻しについては，事務負担に配慮してき
ちんと手当てをしていくということを議論して
います。
あとは，幸福さんから企業会計の変化と，そ
れが税負担にどういう影響があるのかという話
がございました。こちらについては，現行の日
本の租税法もある程度企業会計に準拠して計算
を行うことにはなっていますので，財務会計の
ルールが変わった場合に，それに応じて企業の
税負担が変わってくるということは，現行の日
本の税制の世界では既に見られることだと思い
ます。実際には個別の内容をきちんと見ていく
ことが必要ですが，企業会計のルール変更に伴
って税負担に影響が出ること自体に問題はない
ということかと思います。
あとは，これは議論していてなかなか難しい
ところがあったと認識していますが，様々な財
務会計基準をなるべく consistent なものにしよ
うという取り組み自体はこれまでもございます
し，今後も続いていくと思っています。

〔セグメント情報の開示〕
続きまして，青山さん，幸福さんからお話が
ありましたセグメントの部分でございます。こ
ちらも先ほどの企業会計の部分と重なりますが，
基本的には企業の開示セグメントを尊重すると
いう方向で，今，議論がされています。
企業会計基準では，マネジメントアプローチ
という方式を採る中で，経営上の意思決定を行
って業績を評価するために経営者の皆さまが事
業の構成単位に分割した方法を基礎としてセグ
メント情報を開示する，というルールだと認識
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しています。
個々の経営者の方々の裁量が完全に認められ
ているわけではなくて，そもそものセグメント
の目的に合致しているのか，あるいは一定の集
約基準，量的基準，いろいろな基準があると聞
いています。また，どういうルールに基づいて，
どういう考え方に基づいて事業セグメントを識
別したのかというメソドロジーをきちんと開示
する，という制約もかかっています。企業の既
存の開示セグメントは，ある程度信頼に足るも
のであろうという前提の下で，今の制度設計に
なっています。
ただし，完全に恣意性が排除されるかどうか
という点はきちんと考えなければいけないため，
実務的な負担を考慮しながら，意図的なセグメ
ント操作に対してどういう対応が必要なのかに
ついて，今回の合意の一環として考えていくこ
とになっています。

〔国際合意の位置付け〕
続きまして，幸福さんから，今回のこの pillar
１の課税を普遍性がある合意と考えていいのか
というご質問がございました。一義的に，ある
いは端的にこうです，という回答を申し上げる
のはなかなか難しいかもしれませんが，今回の
新しいルールに基づく課税権の配分が導入され
た後でも PE原則自体は残ります。そういう意
味では経済のデジタル化に対応するために，今
までの制度をいわば補完するような形で市場国
における価値創出を認めて，少なくとも当面は
企業数も限られますので限定的にはなりますけ
れども，市場国における課税権を一定程度認め
るというのが pillar１です。２つの課税方式が
並立しますので，それに伴ってきちんと二重課
税の除去の仕組みも入れる必要があるというの
が，今の議論の構図なのかなと考えています。
途上国の現場では，幸福さんがおっしゃるよ
うに，いろいろな形で課税権の主張があるかと
思います。他方で，少なくとも pillar１の文脈
に限っては，PEがなくて課税できない，課税

権が全くないことに対する不満感をバックに，
これまでの議論が進んできていると認識してい
ます。

〔源泉地ルールについて〕
次に，青山先生から，源泉地ルールについて
ブループリントが非常に複雑なルールを提案し
ていたので，それについてどういう議論がなさ
れているかというご質問がございました。ブ
ループリントの段階で，例えば独立第三者経由
の販売について，源泉地を決めるためだけの理
由で契約変更を強いられることに対して，産業
界から非常に強いご懸念が示されていました。
こういうご意見も踏まえながら今，議論を続け
ていますけれども，税収の確保と併せて，産業
界の過度な負担を回避するという点も実現でき
るような制度に向けて，各国とも知恵を絞って
いるというのが現状です。
基本的な考え方として，最終市場国を源泉地
とするという考え方はシェアされていますので，
それに向かって実現可能な枠組み，いろいろな
指標としてどういったデータがあるのかを踏ま
えつつ，最終的に詰めの議論をしています。

〔既存の課税との二重計上リスクへの配慮〕
同じように，青山先生から既存の課税との二
重計上リスクへの配慮として，セーフハーバー
のようなものがどのような議論になっているか
というご質問がございました。セーフハーバー
については，マーケティング販売活動に関する
利益を収入に対する固定率で決める，いわば簡
易な形で決めた上で，市場国にある子会社や
PEの利益がそれを上回っている場合には，そ
の上回った部分については既に利益Aが市場
国側で計上・課税されているということで，利
益Aを配分しないという方向性が，ブループ
リントで示されています。その基本的な考え方
は変わっておりませんので，具体的な制度設計
について執行可能性も考量しつつ，テクニカル
な議論をしています。
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〔紛争解決メカニズムについて〕
続きまして，紛争解決メカニズムですが，こ
れも青山先生から，具体的にどのような制度設
計なのでしょうかというご質問がありました。
紛争防止・解決メカニズムは，主に２つの区分
に基づいてブループリントの段階から議論され
ています。１つ目は，利益Aそのものに対す
る紛争防止メカニズムです。こちらについては，
希望する多国籍企業グループに対して審査パネ
ルと決定パネルという２つの段階を念頭に，義
務的・拘束的な手続きの利用を可能とする方向
で今，議論しています。具体的なパネルのメン
バー構成ですとか，どのようなプロセスで議論
を確定させるのかという点について検討してい
ます。
２つ目の利益A以外の紛争解決メカニズム
として検討されていた部分については，大枠合
意において，利益Aの対象となる多国籍企業
グループに対して，つまり対象の企業グループ
は限定されるわけですけれども，利益Aに関
連する全ての紛争について，これには二国間の
いわゆる移転価格の問題ですとか PEの問題が
含まれますが，義務的・拘束的な紛争解決手続
きを入れることになっています。具体的にどう
いう制度にするかを検討しているところです。
ただ，利益Aに関連する紛争に対して仲裁
制度のようなものを入れることに対しては，途
上国の方から強い警戒感が示されるという経緯
があります。途上国の一部については，冒頭に
私の方からも話をさせていただきましたが，選
択的なメカニズムを用意するという形で議論が
なされています。

〔政府間の税収の再配分について〕
続きまして，幸福さんから納税者の関与とい
うところで，政府間で税収の再配分をするのか
どうなのかという話がございました。この部分
につきましては，pillar１に国家間の課税権の
配分という側面があるのは事実だと我々も認識
しております。他方で，その配分自体は市場国

における納税義務の発生と，その税額について
居住地国側で二重課税を除去することの結果と
して生じるものというのが，現行の交渉をして
いる中での理解です。したがって，国家間で資
金移動を行うという制度を作るのではなく，納
税者である企業の皆さまに納税の手続きをして
いただく中で，所得がある国から他の国へ動く
ということが担保され，かつ二重課税も除去さ
れる仕組みを新たに作るということになります。
事務負担の軽減は当然念頭に置かれている重
要な論点でございまして，例えば単一の事業体
を通じて申告手続きを行うような案を今，具体
的な中身として検討しています。まさに幸福さ
んがご懸念されているような問題があるが故に，
紛争防止のようなメカニズムも併せて重要な要
素として，pillar１で議論されています。

〔利益Ｂについて〕
利益Bにつきましても，幸福さんからお話
がございました。こちらは物理的な拠点がある
ところで，今の独立企業間原則に基づいて市場
国に一定の利益率による課税を認めるという制
度です。既存のルールの下で，簡素な方法によ
り市場国にある拠点の利益を決めて課税できる
ようにしましょうという取り組みですが，利益
Bの対象範囲，固定利益率，具体的な実施方法
等を，これから１年かけて議論していくことに
なっています。

〔一方的措置について〕
最後に幾つかの論点については駆け足になり
ますが，渡辺さんから一方的措置，例えばイン
ドのような平衡税というところも含めてお話が
ございました。日本としては，各国が独自にば
らばらのデジタル・サービス・タックスのよう
な制度を導入すると，税負担だけではなくて企
業のコンプライアンス・コストも生ずるので，
pillar１にできるだけ早くマルチで合意をして，
それを早期に実施すべきという立場でこれまで
交渉を主導してきました。この考え方に現時点
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で変更があるかというと，それはないというこ
とだと思います。
どの措置を対象として，どのタイミングで一
方的措置を撤廃していくのかについては，現時
点で議論しているところ，というのがお答えで
きる範囲です。

〔実施スケジュールについて〕
続きまして青山さんから，pillar１，pillar２

それぞれ非常に野心的な実施スケジュールが示
されているという話があったかと思います。各
国とも，非常に野心的なゴールが設定されてい
ることを認識しています。他方で，特に年明け
以降一気に議論のモメンタムが強まって進んで
きていますので，そのモメンタムを維持して，
可能な限り早く合意を実施に移していこうとい
う考え方の下で掲げられているゴールです。こ
ういう目標も梃子にしながら，各国ができるだ
け早期に国内手続きを進めていくことが重要だ
という認識の表れだと受け止めています。

〔ポストBEPS〕
最後になりますが，青山先生からポスト
BEPS のようなものを見据えてどのようなもの
が考えられるかという話がございました。現時
点で明確な見通しがあるわけではないというの
が正直なところでございますが，幾つか既に新
しい議論として始まっているものはございます。
例えば情報交換ルールの見直しですと，暗号資
産についてどのように対応すべきなのか，足元
で起こっている変化にタイムリーに対応しなけ
ればいけないのではないか，という問題意識を
持って議論しています。あとは同じようにデジ
タル関係になりますけれども，プラットフォー
ム事業者からどういう情報を各国税務当局が取
るのか，それをどのように各国間で情報交換し
ていくのか，こういう議論も足元では着々と進
んでいます。特に税の透明性の分野においては，
足元で様々な議論がなされています。
また，pillar１，pillar２につきましても非常

に大きく仕組みが変わりますので，導入して終
わりということでは全くなくて，実施状況をピ
アレビューを通じてモニタリングしていくとい
う作業が，これから非常に重要になってくると
思います。それも踏まえながら，例えば pillar
１の閾値を下げるのかという判断が７年後であ
りますけれども既に予定されています。そうい
った将来的な見直しを含めて，各国の実施状況
をモニタリングしていくことが，今後の IFの
非常に重要なテーマになると思っております。
すみません，少し長くなりましたけれども，
頂いた問題意識に回答させていただきました。
ありがとうございます。

―――――――――――――――――――――
（吉村） 木原さん，どうもありがとうござい
ました。現時点で答えるのは難しい質問もあっ
たかと思いますけれども，率直かつ分かりやす
いご回答をありがとうございます。それでは，
以上で第Ⅰ部の「国際課税原則の見直し」につ
いて終わらせていただきます。引き続き第Ⅱ部
「グローバルミニマム課税の導入」に入らせて
いただきます。それでは最初に，木原さんから
ご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．グローバルミニマム課税の導
入

１．第２の柱
〔第２の柱：グローバルミニマム課税の導入〕
国際課税関係資料（２７ページ）

（木原） それでは資料の２７ページからお話を
させていただきます。
第２の柱は，標題で書かせていただいていま
すように「グローバルミニマム課税の導入」と
いうことで，背景としては，これは必ずしも経
済のデジタル化だけではないのですけれども，
軽課税国への利益移転リスクが増大していたり
とか，２つ目の○印で書かせていただいていま
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すけれども，低い法人税率や優遇税制によって
多国籍企業を誘致する国が実際にある中で，企
業の公平な競争環境の確保の必要性，あるいは
法人税の引下げ競争や産業空洞化への対抗とい
う問題意識をバックグラウンドに，議論が進ん
できています。
下の方に書かせていただいていますけれども，
その目的意識は何かということになりますと，
必ずしもデジタル企業への対応ということでは
なくて，むしろ多国籍企業が経済活動の拠点を
どこに置くのかにかかわらず，最低限の租税負
担率を確保することを考えようというのがこの
第２の柱の目的です。それにより公平な競争条
件，Level Playing Field の確保を実現しようと
いうのが第２の柱でございます。

〔第２の柱：主要な２つのルール（イメージ）〕
国際課税関係資料（２８ページ）
具体的に，第２の柱には主にどのようなルー
ルがあるのかというのが資料の２８ページです。
基本的にはこの２つのルールと，後ほどご説明
させていただく途上国向けのやや例外的なルー
ル，この３つで pillar２は構成されます。こち
らの２つのルールを，まとめてGloBE ルール
と呼んでおりますけれども，その１つ目が⑴に
ある所得合算ルール，Income Inclusion Rule
です。
下の絵で見ていただきますと，上の方の所得
合算ルールと書いてあるものです。想定されて
いるケースは，A国に親会社がありまして，
ここは通常の税率であり，いわゆるタックスヘ
イブン国ではありません。一方でB国に子会
社があって，B国の方が軽課税国となっている
ケースです。B国の方で実効税率が非常に低く
なっている場合には，合意される最低税率に達
するまで，親会社の方で課税ができる仕組みを
入れようというのが基本的な考え方です。B国
が税率を低くしていたとしても，親会社のある
A国で，合意される最低税率の水準までは課
税できるような制度を入れてしまうという考え

方です。
この所得合算ルールを補完するものとし
て，２番目に軽課税支払ルール，これはUnder-
taxed Payment Rule と言われていますが，図
の方で申し上げますと下の軽課税支払ルールと
書かれている部分です。所得合算ルールでは，
親会社が軽課税国にあった場合に対応できませ
ん。そのバックストップとして，右下を見てい
ただくと親会社がB国（軽課税国）にあって
子会社が通常の税率国にあるときには，子会社
から親会社に対して支払われるものに対して，
損金計上を否認するなどの形で課税することに
よって，軽課税国にある親会社側の実質的な税
負担が最低税率の水準に達するまで課税できる
ような仕組みを併せて導入していく。これによ
って，グローバルに，一体として，できるだけ
広い範囲で実効税率ベースで最低限の税負担を
実現しようというのが pillar２の考え方です。

〔第２の柱：所得合算ルール（イメージ）〕国
際課税関係資料（２９ページ）
資料の２９ページは，同じことを別の図で説明
しているものですが，子会社の居住地国の実効
税率は，青で網掛けされている部分で非常に低
くなっています。縦軸の少し高いところに親会
社等居住地国の法人税率ということで，日本の
場合は法定の実効税率は２９．７４％です。そこま
ではいかないにしても，合意された最低税率，
現状ですと１５％以上という書き方になっていま
すけれども，そこまで達するように親会社のあ
る国でトップアップ課税ができるというのが，
pillar２の基本的な仕組みです。

〔BEPS包摂的枠組みの大枠合意（２０２１年７
月）第２の柱①〕国際課税関係資料（３０ペー
ジ）
その上で，具体的に文章ベースで pillar２の
中身をお話しさせていただければと思います。
第２の柱は，先ほど申し上げたように３つの
ルールで構成されており，１つ目は所得合算
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ルールです。これは，軽課税国にある子会社の
所得について，親会社側で最低税率まで課税で
きる制度です。
②の軽課税支払ルールは，反対に軽課税国に
親会社がある場合，かつ，それが所得合算ルー
ルの対象になっていない場合に，子会社側で支
払控除否認などの形で最低税率に達するまで課
税できる制度です。これによって①の所得合算
ルールを補完するという仕組みです。
③は租税条約上のルールで，途上国から軽課
税国の関連者に対する支払いについて，源泉地
国側，すなわち途上国側で源泉徴収の形で一定
程度課税権を認める制度です。キャパシティが
高くなく，GloBE ルールの適用が困難な途上
国においては，軽課税国への支払いに対して，
源泉徴収による課税をある程度認める制度を補
完的に入れるということでございます。
より具体的に，どういった企業が pillar２の
対象になるのかを含めてご説明させていただき
ます。課税対象は，年間総収入金額が７．５億ユー
ロ，日本円にすると１，０００億円以上の多国籍企
業が対象となり，pillar１と比べると対象企業
は増えます。この基準になった理由は，既に
BEPS の枠組みの中で実施されている国別報告
書の提出対象企業が同じ閾値で設定されていま
すので，執行可能性も考えた上でこの水準に決
めています。
実効税率の計算は，国別に計算をするという
ことで，異なる国の中に複数の会社がある場合
にはそれを合計して実効税率を計算します。そ
の実効税率が合意された最低税率よりも低い場
合には，その差分を上乗せ課税します。

〔BEPS包摂的枠組みの大枠合意（２０２１年７
月）第２の柱②〕国際課税関係資料（３１ペー
ジ）
３１ページに移っていただきますと，７月の合
意では最低税率は１５％以上ということになって
いますので，この数字を１５％より上の具体的に
どの数字にするかについて，１０月までに合意す

べく，今，交渉しています。最低税率とセット
で非常に重要になってくるのが，適用除外，カー
ブアウトと呼んでいます。有形資産の簿価と支
払給与のそれぞれについて５％以上の所得を
GloBE ルールの対象から除外し，特に当初の
５年間については７．５％以上の割合で除外を認
めるということになっています。こちらもそれ
ぞれ「以上」というのが付いておりますので，
具体的な数字をどこにするか，これから交渉し
ていくことになります。
あとは米国GILTI 税制との共存ですが，pil-
lar２に似た仕組みとしてアメリカでGILTI と
いう制度が，トランプ税制改革で導入されまし
た。今，バイデン政権の下で pillar２に非常に
似た制度に改正する方向で，政権側と議会で調
整をしています。このバイデン政権の下で改正
されたGILTI がアメリカにおける pillar２の実
施ということになりますので，その改正後の
GILTI が，GloBE ルールときちんと共存して
いけるのかどうか，consistent な仕組みになっ
ていくのかどうかをきちんと見なければいけな
いというのが，この米国GILTI 税制との共存
ということでございます。
次の STTRは，先ほど，途上国向けのルー
ルと申し上げましたけれども，最低税率は７．５
～９％ということで，軽課税国側で名目の法人
税率が７．５～９％の範囲で合意された税率より
も低い場合には，原則として，途上国側で課税
できることになります。これも今，レンジで７．５
～９％となっていますので，具体的な水準を決
めなければいけません。例えば９％になれば，
軽課税国側の法人税率が９％より低い場合には
このルールを使って，途上国の方で租税条約の
中に規定を設けた上で，課税できるようになり
ます。
実施目標につきましては，青山さんからご指
摘がありましたけれども，pillar２は各国が個
別に国内法を導入して実施していくというフ
レームワークになりますので，２０２２年中に国内
法を導入して，２０２３年から施行開始を目標とす
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ることが合意されています。

〔第２の柱：租税条約上のルール〕国際課税関
係資料（３２ページ）
STTRについて，途上国向けの制度という

ことでお話をさせていただきましたけれども，
この資料のA国が途上国で，B国は軽課税国
ということです。先ほど，議論されている税率
のレンジが７．５～９％と申し上げましたけれど
も，例えば９％で合意されるのであれば，B国
側で税率が９％よりも低い場合には，原則とし
て，その差分をA国側で使用料等が支払われ
る段階で課税できるような仕組みを入れるとい
うことです。GloBE ルールのような仕組みを
執行できなくても，使用料を支払う段階で，グ
ロスベースで途上国で課税ができる仕組みを入
れることによって，ある程度簡易な形で途上国
側にきちんと税収が入るような仕組みを併せて
入れるということが合意されています。

２．今後について
〔（再掲）Ｇ２０財務大臣・中央銀行総裁会議コ
ミュニケ（仮訳抜粋）（２０２１年７月１０日 於：
ベネチア）〕国際課税関係資料（３６ページ）
最後に，今後について説明させていただきた
いと思っています。資料の３６ページでございま
す。これは今年の７月にベネチアでG２０財務大
臣・中央銀行総裁会議がありまして，そのコミ
ュニケの抜粋でございます。
線で引いてある部分が今後のアクションでご
ざいますが，IFに対して，１０月の財務大臣会
合までに，残された課題を解決して，２つの柱
の詳細な実施計画と合わせて，設計項目を最終
化してほしいということです。今の予定ですと
G２０はワシントンで開催されますけれども，１０
月１２～１３日が予定されております。それまでに
IFで，より具体的な中身を含む合意事項と合
わせて，詳細な実施計画についても合意してほ
しいということで大臣レベルから指示が出てい
ます。

具体的な残された課題としては，幾つか既に
申し上げた最低税率の水準ですとか，あるいは
pillar１ですと市場国への配分割合が２０～３０％
の間のどこで決まるのかですとか，紛争解決な
どの幾つかの大きな論点がございます。これら
をできるだけ具体化して１０月の合意として発表
することが，今後事務的に作業していかなけれ
ばいけない内容です。

〔令和２年度与党税制改正大綱（抜粋：経済の
デジタル化に伴う課税上の対応）〕国際課税
関係（３７ページ）
最後に２枚ほど，これは政府ではなくて与党
側のプロセスになりますけれども，与党の税制
改正大綱の抜粋を付けています。資料３７ページ
は，令和２年度の税制改正大綱なので，２０１９年
１２月です。

〔令和３年度与党税制改正大綱（抜粋：経済の
デジタル化に伴う課税上の対応）（抄）〕国際
課税関係資料（３８ページ）
資料の３８ページは，令和３年度の税制改正大
綱ということで，昨年末にまとまったものをお
示ししています。去年の１２月にまとめられたも
のなので，その時点の考え方を党の方でもご議
論いただいて示したものです。今後の党プロセ
スは，現状ですとなかなかスケジュール感が分
からないところもございますが，年末に向けて
党税調の方で令和４年度税制改正についてご議
論いただきます。
スケジュール感として，pillar１，pillar２の
実施が令和４年度改正にすぐ乗ってくることは
恐らくないと思いますが，他方で重要な合意が
まとまるので，何らかの形で今年の党税調で議
論される可能性はあると思います。そこでの議
論を踏まえて，与党の税制改正大綱でも，今ご
覧いただいた考え方をさらにアップデートした
内容が示されることが考えられます。駆け足に
なりましたけれども，私からは以上になります。
―――――――――――――――――――――

― 170 ―



Ⅳ．グローバルミニマム課税の導
入に関する質問・意見

（吉村） 租税競争に対抗するという非常に野
心的な取り組みであり，また対象企業も多くな
るということで，皆さまの関心の高い分野であ
ろうと思います。丁寧にご説明していただきあ
りがとうございます。それでは先ほどと同様，
パネリストのお三方から，今，頂いたご説明に
対する質問・ご意見を頂戴したいと思います。
最初に青山さん，よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（青山） では，私から質問事項を申し上げた
いと思います。まず今回，今のご説明で良く分
かったわけですが，所得合算ルールを中心とす
るGloBE ルールにつきましては，この制度を
主導したアメリカの税制改正とのマッチングも
見込まれますので，底辺への競争への実効性の
ある国際協調の処方箋と考えられます。ただ，
各国が並行して実施している，目的で見ると違
う趣旨によって設定されたいわゆるタックスヘ
イブン税制（CFC税制）とのすみ分けが最低
税率の設定いかんでははっきりしなくなるので
はないか。この両制度の間での調整を，国内法
改正を考えるのであれば留意する必要があるの
ではないかと感じました。その点を踏まえ３点
の質問を申し上げます。
〔最低税率〕
まず最低税率ですけれども，バイデン政権の
国内法改正では当初GILTI 税制を２１％と高め
に打ち出していたわけです。それが恐らく１５％
以上というアバウトな形での提言につながって
いたと思うのですが，最近の報道では１６．５％と
いうのを議会の民主党が考えているとのことで
す。１６．５％はかなり１５％の方に近い数字という
ことで，これを検討しているということは国際
合意がそのような線にいくのかどうかという気
も致します。最低税率については，恐らく IF

の中でも非常に活発に議論されていると思いま
すけれども，具体的な折衝の中で最低税率につ
いてどのような協議が行われているのか，これ
について承りたいのが１点目です。

〔適用除外〕
２点目は，適用除外です。CFC税制と同様
の考慮から実質的な経済活動からの所得を適用
除外とするための仕組み，有形資産と支払給与
の５％控除が提案されていることはアイデアと
して歓迎できると思います。ただ，先ほどもま
だ幅があるというお話がございましたが，当初
７．５％で始めて５％に落とすという閾値の設定
根拠の合理性についてはどのような議論がされ
ているのかということが２点目でございます。

〔途上国向け投資〕
最後は途上国向けの投資についての，特に日
本の企業から見ますとアジアの優遇税制などを
利用して物理的な投資をしっかりやった企業，
こういった納税者企業がこの税制によって影響
を受けるのではないかという懸念がございます。
この制度がそのまま施行されますと，既存の投
資企業にとってはいわゆる遡及適用の懸念もあ
るということになるのではないかと思いますの
で，予測可能性の保証の観点から一定の経過措
置などが望ましいと考えられますけれども，こ
の点について議論はどうなっているのでしょう
か。
そして，最後に各論になりますが，先ほどご
説明のあった途上国向けに STTR，条約上の
軽減税率をこれも要請があった場合に認めると
いう今までにないような制度設計がされている
わけですけれども，これについては恐らく先進
国からは大きな反対もあったのではないかと思
われます。この点についての調整がどのように
行われたのかということを承れたらと思います。
以上です。

―――――――――――――――――――――
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（吉村） それでは続きまして，幸福さんから
ご質問・ご意見を頂きたいと思います。よろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（幸福） ご説明ありがとうございました。私
の方からは４点お伺いしたいと思います。その
前に，私の問題意識をまずお伝えしたいと思い
ます。今回の国際合意は税の公平性，負担の公
平性，それから競争条件の公平性，こういうも
のを国際的に高めるということで非常に重要な
目的を持ったものと理解しています。この大義
そのものに異を唱える人はいないと思いますけ
れども，その目的が本当に実現できるのか，あ
るいはその趣旨を実現するためのコストがどの
程度になるのかということについては，不安を
持たれている方は多いのではないかと思ってい
ます。以上の問題意識から４点お伺いします。

〔対象会社について〕
まず１点目は対象会社についてです。第１の
柱と異なり，第２の柱は国別報告書と同じ売上
規模という広い範囲で適用されます。冒頭にお
話があったように，所得を人為的に操作するこ
とへの対抗という趣旨を持つ本政策にそこまで
裾野を広げて適用する必要性はどこにあったの
でしょうか。

〔最低税率という考え方・現地優遇税制の取扱
いについて〕
次に２点目は，最低税率と現地での優遇税制
の取り扱いです。これは青山さんの今のご発言
や１点目の質問の問題意識とも重複しています。
対象会社の裾野を広くすればいろいろな事業会
社を巻き込むということになります。海外に生
産機能を有するような会社を保有して，進出国
の政策的配慮から優遇税制の適用を受けている
場合も対象になり得ると理解しています。この
場合，進出国で受けている優遇税制の恩典があ
る意味今回の第２の柱で剥奪されるという形に

もなり得ると理解しています。そういうことを
想定すると，もう少しその閾値を高く設定して
対象会社を絞ることがあっても良かったのでは
ないかと思います。
また，この点で言うと優遇税制も軽課税と同
じように有害だというふうに見なしてこういう
措置を入れることについて皆さんご異論がない
のか，あるいは先ほどⅠ部で渡辺さんの方から
お話のあったような第２の柱を簡素化する，実
効税率を簡素化するという観点から，その中身
についていちいち区分けはしないという考え方
なのかというところもお伺いしたいと思います。
カーブアウトの手当てもされておりますので，
優遇税制と軽課税が同等の扱いを受けていない
ということは承知しています。ただ，事業の意
義が評価された結果として優遇税制の恩典を受
けているというところに，この第２の柱によっ
てそれが消滅し得るということ，その構図自体
が納得感を得にくいと感じていることからお伺
いするものです。

〔本邦のCFC税制について〕
それから３点目は，CFC税制との関係で，
こちらも重複していますけれども，今回の第２
の柱のある意味中核である Income Inclusion は，
CFC税制と極めて似ています。CFC税制と併
存する前提ですので，両立の是非ということで
はなくて，日本のCFC税制が国際的に調和し
ているのかという点をお伺いしたいと思います。
冒頭でご説明のあったとおり，今回の合意はあ
る意味既存のBEPS 行動計画１に端を発して
いると理解していますが，CFC税制について
も行動計画３で国際的な合意がされています。
軽課税国での所得は本来経済実態を伴うもので
なければCFC税制を通して本国で課税される
はずですけれども，OECDが公表しているア
ウトルックの数字を見ても相当規模の資金が第
２の柱で捕捉される見込みになっているかと思
います。実態のある事業はさらにカーブアウト
による効果もあるはずなので，これだけの資金
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が対象になるというのはCFC税制の設計にお
いて国際的にアンバランスがあるのではないか
という疑問も受けるところです。
さらにCFC税制について言えば，黒字の場
合には合算しますけれども，赤字の会社はその
損失は基本的には勘案しないという制度ですが，
第２の柱は黒も赤も基本的には通算すると理解
しています。損失の通算が行われた後で，かな
りの規模で追加的な納税が生じる見込みになっ
ている姿自体が本来の租税回避防止措置として
のCFC税制というもののあり方が国によって
大きく異なっているということの表れではない
かとも見受けられます。今回，第２の柱が国際
的な調和が取れた形で導入されるに当たっては，
相互に補完的な役割を担ったものと理解してい
ますので，CFC税制についても国際的に調和
が取れた形にしていただくということもぜひご
検討いただきたいと思います。

〔公平性，特に競争条件の公平性について〕
最後の４点目は，お伺いではなくお願いとな
ります。税の公平性，競争条件の公平性，こう
いうものを国際的に高めるというのは歓迎すべ
きことだと思います。一方で，公平性を目的と
する制度そのものが，その制度の適用を受ける
人が公平だと感じられないと，制度そのものに
対する信認やクレジットの問題にもなり得ると
思います。国際的な国家間のレベルの話からす
れば些末な話かもしれませんけれども，制度の
趣旨，あるいは実際の運用について事業現場の
納得感を得られないと，企業の中でこういう新
しい制度の浸透を図る税務担当者の信認の問題
にもなりかねないという懸念を持っています。
国内で法制化されるに当たっては国際的な議論
を含めてよくご説明いただいて，企業の税務担
当者が事業現場の納得感を得て実務を適正に進
められるというようにぜひ引き続きのご指導を
お願いしたいと思います。
また，少しデジタルから離れますけれども，
冒頭でコロナ禍の，あるいは昨日の討論会でも

デジタルとかグリーンという不確実性が高まる
社会という話がございました。そういう不確実
性が高まる社会において，より競争条件の公平
性ということの重要性は増してきますけれども，
OECDの他の国，特に欧米の各国と比較する
と欠損金の使用制限，あるいはパススルー課税
というようなところが日本勢としては制約が大
きいと感じる部分もございます。税制全体の全
般的な枠組みとして国際的な競争条件の公平性
ということを確保できるように，今後ともぜひ
ご尽力をお願いしたいと思います。私からは以
上です。

―――――――――――――――――――――
（吉村） それでは続きまして，渡辺さんの方
からご質問・ご意見を頂ければと思います。よ
ろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（渡辺） 私の方からは簡単に４点ございます。
今までのお二方と重複する部分もありますので，
回答のときは一緒に答えていただければと思い
ます。

〔日本における法改正とコンプライアンス・コ
ストへの配慮〕
最初は，日本における法改正とコンプライア
ンス・コストへの配慮についてです。先ほどか
ら複数の方が指摘されている資料の８ページで
すけれども，これまでこれだけ短期間でBEPS
対応に関する法改正を行ってきたわけですから，
立案担当の方は大変なご努力をされたと思いま
す。一方で，納税者としての企業のコンプライ
アンス・コストも増加したと思われます。その
上で今回のグローバルミニマム課税の導入を行
うということになれば，さらにコストが上昇す
るかもしれません。
例えば先ほどから話題にされている外国子会
社合算税制（CFC税制），これは平成２９年度改
正で大きく手が入れられました。CFC税制の
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改正を行ったばかりなのに，今度はGloBE 対
応をしなければならないのかという不満が，企
業の方から出ているようにも見えます。確かに
CFC税制と GloBE ルールというのは目的が完
全に一致しているわけではありません。しかし
コンプライアンス・コストの上昇に対する何ら
かの手当てを考えておられるのかどうか，そう
いう議論があるのかどうかについてお聞かせい
ただければと思います。これは今までのお二方
の質問と結局は一緒になるのかなと思っていま
す。

〔第２の柱の重要性〕
２番目は，第２の柱の重要性についてお伺い
します。ご説明にあったとおり，経済のデジタ
ル化に伴う課税上の課題への対応はBEPS 最
終報告書の行動１の先にある問題として議論が
始まりました。当初は今で言う第１の柱の議論，
すなわち課税権の市場国への配分が主だったよ
うな印象をもっておりました。しかし結局第１
の柱の利益Aの対象となる企業の数は１００社に
絞られ，インパクトアセスメントに関する報告
書においても，第１の柱と第２の柱により，世
界の法人所得税収が年間５００～８００億ドル増加す
る可能性があるけれども，第２の柱の方が税収
増に与える影響は大きいことが既に示されたわ
けです。
理論上，第１の柱はこれまでの国際課税にお
ける大原則の変更を意味するわけですが，実務
上は第２の柱の方が重要ということなのでしょ
うか。仮にそうだとして，いつごろから第２の
柱の方が重視されるようになってきたのでしょ
うか。それとも，これはBEPS の議論をして
いるのだから，最初から第２の柱の方が重要だ
ったということなのでしょうか。あるいは第２
の柱を重視するのは，先進国に限られるという
ような見方もあり得るのでしょうか。例えばア
メリカはグローバル最低税率の導入のためにか
なり苦労をしている，あるいは努力をしている
というふうにも見えるわけです。

〔アメリカとの関係〕
そこで３番目は，アメリカとの関係について
お伺いいたしたいと思います。OECDはこれ
までアメリカをどうにかして議論に引き込もう
と配慮してきたように見えますが，一方で
OECDにおける議論がアメリカに影響を与え
るということもあるのかもしれません。資料の
３４ページにはGILTI との共存については今後
検討とありますが，アメリカと一緒に合意に至
る以上は当然アメリカの制度との共存が前提に
なりそうです。換言すれば，GILTI をやめて
GloBE ルールを一緒に導入しましょうとアメ
リカを説得するようなことはしなかったわけで
す。また，当然かもしれませんが，GILTI 等
が取り下げるべき一方的措置という前提は取っ
ていません。つまり依然としてアメリカは
GILTI 等を適用し続けることが了解事項にな
っているというご説明だったと思いますが，ま
ずこの理解でよろしいでしょうか。
もっとも，GILTI との共存が前提であった
としても，アメリカの税制が変わる可能性はあ
ります。これも先ほど少しご指摘のあったとこ
ろですが，ご案内のとおり２０２１年５月にバイデ
ン政権は新しい税制改正の方向性を示したグ
リーンブックを公表しています。アメリカの税
制改正案がOECDの議論に何か影響を与える
部分がもしあれば教えていただきたいと思いま
す。
そして今度は反対に，OECDでやってきた

議論の方がアメリカの税制改正に影響を与えた
可能性があるのかもしれないとも思っています。
アメリカは当初２１％の最低税率を主張していま
したが，これを１５％にまで引き下げることに同
意したように見えます。各国にグローバル最低
税率を導入してもらうために，第１の柱によっ
て米国 IT企業が課税されることも容認したと
いう見方もあります。なお，グリーンブックで
はGILTI の改正だけでなく，FDII を変更又は
廃止し，BEATに代えて，SHIELDの導入が
提案されています。例えば，GILTI の全世界
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ブレンディングの廃止というのは，OECDに
おける議論の影響があったのでしょうか。それ
ともかねてよりGILTI と FDII のあり方を批判
してきたイエレン財務長官の考え方がそのまま
形になっただけと捉えるべきなのでしょうか。
それから SHIELDは UTPRに似ていますが，
IIR のバックストップという位置付けのUTPR
に比べれば，SHIELDの方がより強力なよう
にも見えます。OECDの影響を受けて SHIELD
がよりマイルドな形に変更されるというような
こともあり得るのでしょうか。ただ，これらは
主としてアメリカ国内の話になります。そもそ
も今の米国議会の勢力バランスでは，グリーン
ブックのとおりに税制改正ができるとは限りま
せん。インフラ整備法案の方は上院を通ったわ
けですが，税制改正の方はインフラ整備法案と
は切り離されて審議されることになりました。
従って税制改正が議会の承認を得られないとい
う可能性も十分に残されているわけです。です
からこれらについてはコメント程度のご回答で
も構いません。

〔今後について〕
最後は今後についてです。資料の３８ページに

ある税制改正大綱は２０２１年７月の大枠合意前の
ものです。現在の与党の考え方はこの大綱から
大きく変わっていないと考えてよいのでしょう
か。それとも前に進んでいるような部分がある
のでしょうか。この点に対は，先ほどかなりご
説明いただいたように思いますので，もし追加
で何かございましたら説明いただけますと幸い
です。以上です。よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（吉村） アメリカの税制改正との関係なども
含めてお三方から幅広く質問が出たかと思いま
す。それでは，今の質問・ご意見を受けまして，
木原さんの方からご回答いただければと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（木原） 頂いたご意見を踏まえて，私の方か
ら何点かコメントをさせていただきます。

〔第２の柱の重要性〕
まず渡辺さんから，特に最近，第２の柱がよ
り重要になってきたと思われるがどうかという
話ですとか，あるいは幸福さんの方から，具体
的に pillar２はどこまで裾野を広げるべきなの
かというようなご指摘があったかと思います。
まず，pillar１ですと１００年くらい続いてきた PE
原則をどう考えるのかという大きな話だと思っ
ておりますし，pillar２の方も，１９８０年代くら
いから続いてきた法人税率の race to the bot-
tom に本当に歯止めがかけられるのかどうか，
それによって Level Playing Field を確保でき
るのかどうかということで，それぞれ重要な改
革ということなのだと思っています。ただ，お
二方がおっしゃられたように，対象企業の数と
しては pillar２の方が相当多くなってきますの
で，実務負担を含む企業の方々へのインパクト
を考えると，pillar２はより広がりを持って世
の中に影響が生じるということなのかなと思い
ます。
また，今年に入ってから特に pillar２への注
目が高まっているというご指摘が渡辺さんの方
からございましたけれども，これは何度かお話
しさせていただきましたが，米英中心に少し増
税に向けた議論が出てくる中で，その一環とし
て pillar２が捉えられていることがあると思い
ます。特に，アメリカではいろいろなパッケー
ジ，ファミリープラン，ジョブプランがありま
したけれども，そういう中の１つの構成要素と
なっていることが大きいと考えています。
幸福さんからお話のありました pillar２の裾
野がどこまでなのかということですが，現状で
すと執行可能性も踏まえた上でCbCRの対象
基準と同じ範囲になります。例えばこの範囲で
すと，全世界の利益の９０％程度がカバーされる
とOECDなども言っており，実務面での負担
は当然考えなければいけないわけですけれども，
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Level Playing Field の考え方に基づくと，裾野
としてはなるべく広い方がいいというのが基本
的な考え方なのかなと思っています。

〔最低税率について〕
最低税率の水準について，青山さんから現在
どのような議論が行われているのかという話が
ございました。お話がありましたように，米国
議会では引き続きいろいろな提案がいろいろな
ところから出てくると思いますので，最終的に
数字が固まるまではどうなるのかは分かりませ
ん。IFでも，具体的な水準について引き続き
交渉中というのが現時点で申し上げられること
かなと思います。
１点あるとすると，各国の考え方として，最
低税率の水準とカーブアウトの水準，これはセ
ットで，税率と課税ベースと両方見ながら考え
なければいけないと考えている国が多いのかな
と思います。カーブアウトの水準自体について，
必ずしも理論的な根拠があるわけではないです
が，最低税率の水準とカーブアウトの水準はセ
ットで決まっていくということかなと思います。

〔優遇税制の取扱い〕
続きまして，青山さん，幸福さんから，海外
に進出済みの企業で，特に現地で優遇税制を受
けているような会社に対する取扱いはどうなの
かという大事なご指摘があったと思います。pil-
lar２は，繰り返しになりますけれども，基本
的には最低税率までの課税を実質的に確保する
ことが目的でございますので，そういう意味で
は，有害税制かどうか，進出済みかどうかとい
う点は，一義的には判断に入り込まないような
制度設計になっています。そういう中で，何ら
かの除外や経過措置のようなものについては，
各国とも相当限定的に考えているということか
と思います。
ただ，そういう中でも，幸福さんからもお話
がありましたように，実体を伴ってこれから海
外に出ていく，あるいは既に出ている企業に対

しては配慮が必要だろうということで，カーブ
アウトを入れるとともに，特に当初５年間につ
いては経過措置的にマークアップ率も高くする
という方向で，今，議論しています。

〔STTRについて〕
続きまして，STTRについて青山さんから，
どのような配慮がされたのかという質問があり
ましたが，これは途上国側を見て，先進国側を
見て，両方の側面があるということだと思いま
す。途上国側からはこういった制度を入れるこ
とに対して非常に声が強かった中で，先進国側
に配慮したポイントとしては，まず名目税率の
水準が７．５～９％ですので，必ずしも高くない
水準に設定されたことと，あとは青山さんから
お話がありましたけれども，軽課税国が途上国
から求められた場合にのみ二国間条約に入れる
ということなので，必ず入れるという義務的な
規定にはなっていないところも，先進国側への
配慮としてはあるのかなと考えています。

〔CFC税制との関係〕
続きまして，重要な論点として，お三方から，
pillar２と CFC税制の関係，あるいは今回 pillar
２が新しく入ることに伴うコンプライアンス・
コストの話がございました。既にお三方からも
お話がありましたけれども，CFC税制と pillar
２における所得合算ルールの目的は必ずしも一
致しないと考えていまして，CFC税制の方は，
主として受動的所得を軽課税国に所在する子会
社に移転する形で行われる租税回避への対処と
いうことかと思います。他方で，所得合算ルー
ルは，多国籍企業グループが稼得する所得に対
する国別の租税負担に着目し，国際的に合意さ
れた最低税率までの課税を実質的に確保して，
それによって Level Playing Field を確保する
とともに，法人税の底辺への競争に歯止めをか
けようということですので，目的としては違い
ます。ただ，他方でコンプライアンス・コスト
については，新しく pillar２が入ることによっ
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て，非常に大きく懸念されているというのは
我々も日々ご意見として伺っておりますし，実
際にパブリックコンサルテーションの中でも多
くの声があったということですので，例えば，
既存のCbCRデータを使った簡素な実効税率
を計算する方法を入れて，それによって詳細な
計算が必要となる国の数を減少させる，そのよ
うな簡素化措置も含めて今，OECDでの議論
を通じて検討されているということかと思いま
す。
また，既存のCFC税制との関係につきまし
ては，令和４年度税制改正に向けた税制改正要
望の中で経済産業省からもCFC税制の簡素化
について要望が出てきていますので，これから
具体的な要望の内容や産業界の皆さまからのご
意見等も踏まえながら，今回 pillar２における
所得合算ルールを入れることに伴う事務負担の
軽減の観点から，今後議論していくということ
で考えております。
あと，特に幸福さんからお話がありました
CFC税制の国際的な調和の部分ですが，こち
らは，基本的にはBEPS の最終報告書の行動
３に基づいて，これはベストプラクティスとし
て各国が任意でCFC税制を強化していくとい
うことなので，日本としてもこの行動３の勧告
に沿う形で，租税回避リスクを，外国子会社の
所得や事業の内容に応じて把握して合算対象と
する仕組みに変えるということを，平成２９年度
税制改正で措置しました。このアプローチ自体
はアメリカ，イギリス，ドイツなどで既に採用
されているので，実際に我が国のルールが他国
と比べてどこまで厳しいルールなのかを比較す
ることは必ずしも容易ではないわけですけれど
も，少なくとも考え方としては同じものが各国
で入れられているということかと思います。
また併せて幸福さんから，pillar２で新たに
課税対象となる所得，あるいは税収増で大きな
数字が公表されているという話がありました。
まずはインパクトアセスメント自体，非常に多
くの仮定を置いて，いわば何とか工夫をしなが

ら出した１つの数字だということを認識いただ
ければと思います。例えばCFC税制との関係
では，CFC税制によって課税された部分，そ
れをプッシュダウンのような形で（子会社側
で）考慮するかどうかという論点があります。
そしてOECDのインパクトアセスメントにお
ける試算は，CFC税制による納税額を子会社
側で考慮した数字にはなっていません。実際に
やろうとすると，試算として正確な数字にたど
り着くのはなかなか難しいわけですけれども，
今後の議論の材料の一つとして，こういった例
もご紹介しておきます。
また，幸福さんからお話のありました企業の
税務担当者の方々との意見交換については，新
しいルールでもありますので，これまでも我々
としていろいろな形で努力はさせていただいて
おりますけれども，引き続き重要な取り組みだ
と考えているところでございます。

〔米国GILTI との関係〕
アメリカとの関係で，渡辺さんの方から，

GILTI との共存はどうなのかという話があり
ました。ご指摘がありましたように，アメリカ
の方では，今後GILTI が改正されて，改正さ
れた後のGILTI が pillar２と同等の制度として
共存するということですので，今，現段階では
詳細まで決まり切っていない改正後のGILTI
の姿が pillar２の中身と consistent かどうかを
きちんと見なければいけない。
アメリカの税制改正の議論と，OECD，IF

側の議論は相互に影響を与え合っているという
のが実態なのだと思います。どちらからどちら
にというのはなかなか難しいのかなと思ったり
もしますけれども，例えば，１つの例で言うと，
トランプ政権下で導入されたGILTI はグロー
バルに損益通算するという形だったものが，今
のバイデン政権下では国別の合算に移行すると
いうことになっています。pillar２では国別の
合算ということになっていますので，どちらが
先かというのは難しいわけですけれども，アメ
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リカの既存のGILTI が変わる姿が，今のOECD
の議論とお互いに影響を与え合って，同じよう
なものになっている例の１つとしてご紹介でき
るのではないかと思っています。

〔今後について〕
最後に，現時点での党側での議論が大きく変
わっていませんかというご指摘が渡辺さんから
ございました。こちらは，先ほど申し上げたこ
とに付け加えられることはあまりなくて，まさ
にこれから１０月の合意がまとまった後に，我々
の方から党にも説明を何らかの機会でさせてい
ただいて，それを踏まえた議論が党で今後なさ
れるということかと思います。私からは以上で
す。ありがとうございます。

おわりに

（吉村） 木原さん，どうもありがとうござい
ました。まだまだ議論を伺いたいところですけ
れども，残念ながら時間となりましたので，こ
こで第Ⅱ部を終了したいと存じます。本日は，
経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応
について，最新の考え方を議論いただきました。
今後，ルールの詳細が明らかとなり，国内実施
に向けた議論が進められていくかと思いますが，
本日の率直な議論を拝聴して，かなり深い理解
を得ることができたのではないかと思います。
パネリストの皆さんに改めて感謝申し上げたい
と思います。
それでは，これで国際課税に関するパネルデ
ィスカッションをお開きにさせていただきます。
ご協力どうもありがとうございました。

― 178 ―



財務省主税局

税制関係資料



目 次

税財政の現状と今後の課題

（資料①）税財政の現状と今後の課題………………………………………………………３
（資料②）１ 税財政の現状…………………………………………………………………３
（資料③）一般会計税収の推移………………………………………………………………４
（資料④）令和２年度決算税収について……………………………………………………４
（資料⑤）一般会計税収，歳出総額及び公債発行額の推移………………………………５
（資料⑥）債務残高の国際比較（対GDP比） ……………………………………………５
（資料⑦）２ 経済社会の構造変化…………………………………………………………６
（資料⑧）人口減少と少子高齢化……………………………………………………………６
（資料⑨）婚姻・妊娠・出生数の動向～コロナを受けて少子化が加速～………………７
（資料⑩）将来の社会保障給付の見通し……………………………………………………７
（資料⑪）グローバル化の進展………………………………………………………………８
（資料⑫）働き方やライフコースの多様化①………………………………………………８
（資料⑬）働き方やライフコースの多様化②………………………………………………９
（資料⑭）３ 今後の税制のあり方…………………………………………………………９
（資料⑮）経済財政運営と改革の基本方針２０２１（令和３年６月１８日閣議決定）（抄）

………………………………………………………………………………………１０
（資料⑯）経済財政運営と改革の基本方針２０２１（令和３年６月１８日閣議決定）（抄）

………………………………………………………………………………………１０
（資料⑰）経済財政運営と改革の基本方針２０２１（令和３年６月１８日閣議決定）（抄）

………………………………………………………………………………………１１
（資料⑱）米国・英国における税制改正等を巡る動向……………………………………１１
（資料⑲）政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」

（令和元年９月）の概要①………………………………………………………１２
（資料⑳）政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」

（令和元年９月）の概要②………………………………………………………１２
（資料㉑）― 経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題………………………………１３
（資料㉒）経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題……………………………………１３
（資料㉓）OECDを中心とした検討の経緯 ………………………………………………１４
（資料㉔）第１の柱：市場国への新たな課税権の配分……………………………………１４
（資料㉕）第２の柱：所得合算ルール（イメージ）………………………………………１５
（資料㉖）経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題：「大枠合意」の概要

（２０２１年７月）……………………………………………………………………１５
（資料㉗）暫定的措置（デジタル課税）に関する諸外国の主な動き（２０２１年８月時点）

………………………………………………………………………………………１６
（資料㉘）― 個人所得課税のあり方………………………………………………………１６

― 1―



（資料㉙）近年の個人所得課税の主な見直し………………………………………………１７
（資料㉚）税負担の調整のあり方（イメージ）……………………………………………１７
（資料㉛）基礎控除への振替（平成３０年度改正）…………………………………………１８
（資料32）各国の私的年金制度等について（国際的な取扱いを示したもの）…………１８
（資料33）各国の私的年金制度等について（原則的な取扱いを示したもの）…………１９
（資料34）個人型確定拠出年金（iDeCo）の拠出限度額（令和３年度改正反映

（令和６年１２月～）） ……………………………………………………………１９
（資料35）令和３年度税制改正大綱（抄）…………………………………………………２０
（資料36）申告納税者の所得税負担率………………………………………………………２０
（資料37）― 資産課税のあり方……………………………………………………………２１
（資料38）我が申の相続税と贈与税の関係…………………………………………………２１
（資料39）我が国と諸外国の相続・贈与に関する税制の比較……………………………２２
（資料40）令和３年度税制改正大綱（抄）…………………………………………………２２
（資料41）― 消費税のインボイス制度……………………………………………………２３
（資料42）消費税の歩み………………………………………………………………………２３
（資料43）適格請求書等保存方式（インボイス制度）について…………………………２４
（資料44）インボイス制度実施に当たっての経過措置について…………………………２４
（資料45）インボイスと事業者の取引………………………………………………………２５
（資料46）― デジタル社会における納税環境整備………………………………………２５
（資料47）事業者の記帳を巡る状況…………………………………………………………２６
（資料48）電子帳簿等保存制度の見直し（令和３年度改正）……………………………２６
（資料49）個人事業者の申告状況：事業収入別（平成３０年分）…………………………２７
（資料50）令和３年度税制改正大綱（抄）…………………………………………………２７
（資料51）― 税制等についての広報………………………………………………………２８
（資料52）政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」

（令和元年９月）（抄） …………………………………………………………２８
（資料53）税に対する理解を深めるための取組事例………………………………………２９

― 2―



（資料①）

（資料②）

― 3―



（資料③）

（資料④）

― 4―



（資料⑤）

（資料⑥）

― 5―



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1950
(S25)

1960
(S35)

1970
(S45)

1980
(S55)

1990
(H2)

2000
(H12)

2010
(H22)

2020
(R2)

2030
(R12)

2040
(R22)

2050
(R32)

2060
(R42)

2020
2020 7,449

2030 6,875 574

2040 5,978 1,472

2050 5,276 2,174

2060 4,793 2,656

2065 4,529 2,920

14 15 64 65
2020 12.0 59.3 28.8

2030 11.1 57.7 31.2

2040 10.8 53.9 35.3

2050 10.6 51.8 37.7

2060 10.2 51.6 38.1

2065 10.2 51.4 38.4
29 1 10 1

（資料⑦）

（資料⑧）

― 6―



（資料⑨）

（資料⑩）

― 7―



（資料⑪）

（資料⑫）

― 8―



（資料⑬）

（資料⑭）

― 9―



（資料⑮）

（資料⑯）

― 10 ―



（資料⑰）

（資料⑱）

― 11 ―



（資料⑲）

（資料⑳）

― 12 ―



（資料㉑）

（資料㉒）

― 13 ―



（資料㉓）

（資料㉔）

― 14 ―



（資料㉕）

（資料㉖）

― 15 ―



（資料㉗）

（資料㉘）

― 16 ―



（資料㉙）

（資料㉚）

― 17 ―



（資料㉛）

（資料32）

― 18 ―



（資料33）

（資料34）

― 19 ―



（資料35）

（資料36）

― 20 ―



（資料37）

（資料38）

― 21 ―



（資料39）

（資料40）

― 22 ―



（資料41）

（資料42）

― 23 ―



（資料43）

（資料44）

― 24 ―



（資料45）

（資料46）

― 25 ―



（資料47）

（資料48）

― 26 ―



（資料49）

（資料50）

― 27 ―



（資料51）

（資料52）

― 28 ―



（資料53）

― 29 ―



総務省自治税務局

地方税制関係資料



目 次

地方財政・地方税制の現状と課題
（資料❶）総論：地方財政・地方税政の現状と課題………………………………………３３
（資料❷）地方財政の果たす役割……………………………………………………………３４
（資料❸）地方財政計画の歳出の推移………………………………………………………３４
（資料❹）平成３年度と令和３年度の地方財政計画における歳入・歳出区分の比較…３５
（資料❺）地方財政の財源不足と借入金残高の状況………………………………………３５
（資料❻）国・地方の税源配分について……………………………………………………３６
（資料❼）国税・地方税の税収内訳（令和３年度地方財政計画額）……………………３６
（資料❽）地方税収（地方財政計画ベース）の推移………………………………………３７
（資料❾）令和２年度地方税収決算見込額（地方財政計画ベース）……………………３７
（資料10）新型コロナウィルス感染症に係る地方税の「徴収猶予の特例」の適用状況

（最終集計）………………………………………………………………………３８
（資料11）主要税目（地方税）の税収の推移………………………………………………３８
（資料12）人口一人当たりの税収額の指数（令和元年度決算額）………………………３９
（資料13）地方税の充実確保と偏在性が小さく安定的な地方税体系の構築……………３９
（資料14）地方税収と人口一人当たりの税収額の指標の推移……………………………４０
（資料15）各論①：個別地方税制の現状と課題……………………………………………４０
（資料16）１．固定資産税……………………………………………………………………４１
（資料17）固定資産税の仕組み………………………………………………………………４１
（資料18）固定資産税の令和３年度評価替えへの対応……………………………………４２
（資料19）固定資産税の課税の仕組み（令和３年度～令和５年度）……………………４２
（資料20）固定資産に係る令和３年度における特別な措置（イメージ）………………４３
（資料21）基準年度の下落修正措置…………………………………………………………４３
（資料22）令和３年地価公示について………………………………………………………４４
（資料23）措置年度の下落修正措置…………………………………………………………４４
（資料24）同一市内において評価額と税額の高低が逆転する不公平な事例……………４５
（資料25）令和３年度税制改正大綱（負担調整措置関係部分抜粋）……………………４５
（資料26）２．車体課税………………………………………………………………………４６
（資料27）車体課税（地方税）の現状………………………………………………………４６
（資料28）令和元年度税制改正における車体課税の大幅見直し（全体像）……………４７
（資料29）環境性能割の税率区分の見直し（令和３年度改正）…………………………４７
（資料30）環境性能割の臨時的軽減の延長（令和３年度改正）…………………………４８
（資料31）令和３年度与党税制改正大綱（抄）……………………………………………４８
（資料32）各論②：地方税務手続きの電子化………………………………………………４９
（資料33）ICT化の進展に対応した主な施策（地方税） ………………………………４９
（資料34）eLTAX（エルタックス）について ……………………………………………５０

― 31 ―



（資料35）地方税の申告等に係る eLTAX利用率の推移…………………………………５０
（資料36）令和３年度税制改正（個人住民税の特別徴収税額通知の電子化）…………５１
（資料37）地方税共通納税システムについて………………………………………………５１
（資料38）地方税共通納税システムの実績（地方法人２税等，個人住民税（特別徴収分））

………………………………………………………………………………………５２
（資料39）個人住民税（利子割等）の電子申告・納入について【令和３年１０月～】…５２
（資料40）令和３年度税制改正（地方税共通納税システムの対象税目の拡大）………５３
（資料41）地方税統一QRコードの活用について…………………………………………５３
（資料42）ICTによる収納手段の多様化 …………………………………………………５４

― 32 ―



（資料❶）

― 33 ―



（資料❷）

（資料❸）

― 34 ―



（資料❹）

（資料❺）

― 35 ―



（資料❻）

（資料❼）

― 36 ―



（資料❽）

（資料❾）

― 37 ―



（資料10）

（資料11）

― 38 ―



（資料12）

（資料13）

― 39 ―



（資料14）

（資料15）

― 40 ―



（資料16）

（資料17）

― 41 ―



（資料18）

（資料19）

― 42 ―



（資料20）

（資料21）

― 43 ―



（資料22）

（資料23）

― 44 ―



（資料24）

（資料25）

― 45 ―



（資料26）

（資料27）

― 46 ―



（資料28）

（資料29）

― 47 ―



（資料30）

（資料31）

― 48 ―



（資料32）

（資料33）

― 49 ―



（資料34）

（資料35）

― 50 ―



（資料36）

（資料37）

― 51 ―



（資料38）

（資料39）

― 52 ―



（資料40）

（資料41）

― 53 ―



（資料42）

― 54 ―



財務省主税局参事官室

国際課税関係資料



目 次
経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応
（国際課税資料１）第Ⅰ部……………………………………………………………………５７
（国際課税資料２）BEPS プロジェクト……………………………………………………５８
（国際課税資料３）「BEPS プロジェクト」について① …………………………………５８
（国際課税資料４）「BEPS プロジェクト」について② …………………………………５９
（国際課税資料５）BEPS 包摂的枠組み（Inclusive framework on BEPS）

参加国・地域（２０２１年９月現在）……………………………………５９
（国際課税資料６）「BEPS プロジェクト」の三本柱 ……………………………………６０
（国際課税資料７）「BEPS プロジェクト」に関する主な出来事 ………………………６０
（国際課税資料８）「BEPS プロジェクト」最終報告書の概要 …………………………６１
（国際課税資料９）経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題…………………………６１
（国際課税資料１０）経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題…………………………６２
（国際課税資料１１）OECDを中心とした検討の経緯 ……………………………………６２
（国際課税資料１２）G２０財務大臣・中央銀行総裁会議コミュニケ（仮訳抜粋）

（２０２１年７月１０日於 : ベネチア） ……………………………………６３
（国際課税資料１３）G２０財務大臣・中央銀行総裁会議コミュニケ

（２０２１年７月１０日於 : ベネチア） ……………………………………６３
（国際課税資料１４）経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題：

「大枠合意」の概要（２０２１年７月）…………………………………６４
（国際課税資料１５）第１の柱 国際課税原則の見直し

（市場国に対し適切に課税所得を配分するためのルールの見直し）
……………………………………………………………………………………………………６４
（国際課税資料１６）第１の柱：市場国への新たな課税権の配分…………………………６５
（国際課税資料１７）BEPS 包摂的枠組みの大枠合意（２０２１年７月）

第１の柱①………………………………………………………………６５
（国際課税資料１８）BEPS 包摂的枠組みの大枠合意（２０２１年７月）

第１の柱②………………………………………………………………６６
（国際課税資料１９）第１の柱：利益Ａの適用のプロセス①………………………………６６
（国際課税資料２０）第１の柱：利益Ａの適用のプロセス②………………………………６７
（国際課税資料２１）第１の柱：構成項目（「ビルディング・ブロック」）の制度の骨格①

……………………………………………………………………………６７
（国際課税資料２２）第１の柱：構成項目（「ビルディング・ブロック」）の制度の骨格②

……………………………………………………………………………６８
（国際課税資料２３）第１の柱：構成項目（「ビルディング・ブロック」）の制度の骨格③

……………………………………………………………………………６８
（国際課税資料２４）暫定的措置（デジタル課税）に関する諸外国の主な動き

（２０２１年８月時点）……………………………………………………６９

― 55 ―



（国際課税資料２５）第Ⅱ部……………………………………………………………………６９
（国際課税資料２６）第２の柱 グローバルミニマム課税の導入…………………………７０
（国際課税資料２７）第２の柱：グローバルミニマム課税の導入…………………………７０
（国際課税資料２８）第２の柱：主要な２つのルール（イメージ）………………………７１
（国際課税資料２９）第２の柱：所得合算ルール（イメージ）……………………………７１
（国際課税資料３０）BEPS 包摂的枠組みの大枠合意（２０２１年７月）第２の柱①………７２
（国際課税資料３１）BEPS 包摂的枠組みの大枠合意（２０２１年７月）第２の柱②………７２
（国際課税資料３２）第２の柱：租税条約上のルール………………………………………７３
（国際課税資料３３）第２の柱：構成項目（「ビルディング・ブロック」）の制度の骨格①
……………………………………………………………………………………………………７３
（国際課税資料３４）第２の柱：構成項目（「ビルディング・ブロック」）の制度の骨格②
……………………………………………………………………………………………………７４
（国際課税資料３５）今後について……………………………………………………………７４
（国際課税資料３６）（再掲）G２０財務大臣・中央銀行総裁会議コミュニケ（仮訳抜粋）

（２０２１年７月１０日於 : ベネチア） ……………………………………７５
（国際課税資料３７）令和２年度与党税制改正大綱

（抜粋：経済のデジタル化に伴う課税上の対応）…………………７５
（国際課税資料３８）令和３年度与党税制改正大綱

（抜粋：経済のデジタル化への国際課税上の対応）（抄） ………７６

― 56 ―



（国際課税資料１）

― 57 ―



（国際課税資料２）

（国際課税資料３）

― 58 ―



1 equal footing

2 BEPS 2021

2021 9BEPS Inclusive framework on BEPS

140
OECD BEPS Associate

OECD

G20

（国際課税資料４）

（国際課税資料５）

― 59 ―



OECD

OECD BEPS

G7 BEPS

G8 BEPS

G20
G20 BEPS

G20 BEPS

BEPS OECD 82

G20 OECD

G20
G20

G20

G20

G7
G7

15
7 G20

BEPS

G20 BEPS 10 G20

（国際課税資料６）

（国際課税資料７）

― 60 ―



（国際課税資料８）

（国際課税資料９）

― 61 ―



PE Permanent Establishment 

BEPS

（国際課税資料１０）

（国際課税資料１１）

― 62 ―



After many years of discussions and building on the progress made last year, we have achieved a

historic agreement on a more stable and fairer international tax architecture. We endorse the key

components of the two pillars on the reallocation of profits of multinational enterprises and an

effective global minimum tax as set out in the “Statement on a two-pillar solution to address the tax

challenges arising from the digitalisation of the economy” released by the OECD/G20 Inclusive

Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) on July 1. We call on the OECD/G20 Inclusive

Framework on BEPS to swiftly address the remaining issues and finalise the design elements within

the agreed framework together with a detailed plan for the implementation of the two pillars by

our next meeting in October. We invite all members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

that have not yet joined the international agreement to do so. We welcome the consultation

process with developing countries on assessing progress made through their participation at the

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS and look forward to the Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) report in October.

（国際課税資料１２）
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